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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．地域福祉が必要となっている背景 

 

 私たちの住む地域には、何らかの支援を必要とする高齢者や障がいのある人、また、働

きながらの子育てや家族の介護で悩んでいる人など、周りからの助けを必要としている人

たちが数多く暮らしています。 

 このような人たちを支える福祉サービスは、従来から高齢者福祉、障がい者福祉、児童

福祉などのように、対象者別に提供されてきましたが、次に掲げる（１）から（５）のよ

うな様々な背景により、これまでの対象者別の福祉では、地域の福祉ニーズに十分に対応

できなくなってきています。そこで、新たな福祉のあり方として、地域福祉を推進してい

く必要があります。 

 地域福祉とは、聞き慣れない言葉ではありますが、簡単に言えば『地域住民の支え合い・

助け合いによる住みよいまちづくり』であり、誰もが伊勢市に『生まれて良かった』、『住

んで良かった』、『これからも住み続けたい』と思えるまちづくりに取り組むことです。 

これらのことをふまえ、市や社会福祉協議会（※）は、地域住民をはじめ民生委員児童委員（※）

や各分野の団体の皆さまと共に考え行動しながら、支え合い・助け合いの仕組みを築いて

いかなければなりません。 
 

 

（１）地域の抱える課題が増大・多様化してきています 

 近年、人と人のつながりが希薄になる中、人口減少をはじめ、少子高齢化や核家族化の

進行、ひとり暮らし高齢者の増加などにより、地域住民一人ひとりの生活課題や福祉ニー

ズが増大しています。 

  また、こうした高齢化の進行やひとり暮らし高齢者の増加により、ごみ出しや、電球の

交換、薬の受け取り、食品などの買い出しなど、公的な福祉サービスでは手が届きづらく、

対応が困難な課題やニーズが増大しています。 

  さらには、めまぐるしい社会情勢の変化にともない、不安やストレスなどのこころの問

題やひきこもり、虐待、ドメスティック・バイオレンス（DV）（※）など、地域社会の抱え

る課題は複雑かつ多様化してきています。 
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（２）福祉の制度が変わってきています 

  平成 12 年には介護保険制度の施行により、行政からサービスを与えられるのでなく、

利用者が自らサービス提供者を選択し、福祉サ－ビスを利用していくことになりました。 

また、社会福祉法（※）の改正も行われ、身近な地域で自分らしい生活を送ることができ

るよう、地域住民をはじめ、ボランティアやＮＰＯ（※）、各種団体、行政などがお互いに連

携・協力していくことが求められています。 

  さらに、平成 18 年度の介護保険制度の改正や障害者自立支援法（※）の施行にともない、

一人ひとりが住み慣れた地域で自立して生活し続けられることが、より一層求められるよ

うになり、地域での支え合い・助け合える関係や仕組みが今まで以上に必要となってきて

います。 

 

 

（３）市民参画や自治意識の確立が必要となっています 

 平成 12 年にいわゆる地方分権一括法（※）が施行され、地方分権・地域主権（※）の確立に

より、地方が自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けて

取り組むことが求められています。特に、生活と密接に関わる福祉サービスの向上は、国

や県より住民に身近な市が中心となって、市民の参画のもとに進めていく必要があります。 

  また、今後いわゆる団塊の世代の人々が多く退職し、職域を中心とした生活から地域を

中心とした生活を送る人の増加が想定されるため、こうした人たちの活力を地域の社会資

源としての活動に向けていただくことが必要となっています。 

 

 

（４）子育てを支えられる地域社会の再生が求められています 

  少子化・核家族化の進行や共働き家庭の増加などにより、子どもと地域の人々が一緒に

参加する行事や参加者が減ってきています。 

また、子育て中の親が地域で相談できる人がいないため、子育てに不安をもつ人が増え

てきています。 

こうした中、子どもを安心して産み育てられるとともに、子どもがすくすくと育つ場と

して、地域を再生していかなければなりません。 
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（５）安心・安全に暮らせる地域づくりが必要となっています 

  近年、大規模な地震や風水害などの災害が発生したり、子どもや高齢者が巻き込まれる

犯罪や事故が多発する中、防災や防犯に対する関心は市民の中で非常に高くなっています。 

特に災害時における対応の手立てとしては、個人や家庭による「自助」、地域の連携によ

る助け合いの「共助」、公的な支援の「公助」のうち、「自助・共助」の役割が大変重要で

あり、「公助」は「自助・共助」での対応が困難な場合の支援を担います。 

安心・安全に暮らせる地域づくりを進めるうえでは、地域住民が自ら防災・防犯意識を

高め、いざというときに助け合える関係を築いていくことが必要となっています。 

 

 

  こうした地域を取り巻くさまざまな状況を背景に、制度によるサービスを利用するだけ

でなく、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに支えたり支えられたりする関係

やその仕組みをつくっていくための計画の策定が必要になってきています。 

 

 

 

 

２．この計画を通じて、実現を目指すこと  

 

 地域福祉計画は、地域福祉の理念と仕組みを示した行政計画であり、実効性のあるもの

としていくためには、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画との連携が重要です。

こうした視点をもとに、伊勢市では、本市における地域福祉の基本理念と基本目標を共有

しながら、市と社会福祉協議会とが緊密に連携し、地域の社会資源の発掘と社会福祉協議

会のノウハウを活かしながら、実践に移せるよう２つの計画を一体的に策定しています。 

このような連携を主軸に置きながら、本計画では伊勢市に住む市民すべてが幸福に暮ら

せるよう、人と人とのつながりを基本として、困ったときに助け合える関係づくりや、お

互いを認め合い支え合うことから、地域福祉の推進を目指します。 
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３．計画の位置づけ 

 

「伊勢市地域福祉計画」は、社会福祉法（※）第 107 条に規定する計画であり、上位計画

である「伊勢市総合計画（みんなのまちの計画）」（以下、「みんなのまちの計画」という。）

の生活・健康・福祉部門の実施計画として位置づけられるものです。 

さらに、これまでに策定されてきた「伊勢市老人福祉計画・介護保険事業計画」「伊勢市

健康づくり指針（健康増進計画）」「伊勢市次世代育成支援行動計画」「伊勢市障害者保健福

祉計画」といった保健・福祉の関連計画との整合性を図って策定しています。 

また、「伊勢市地域福祉計画」の理念や目標の達成に向けて、より実践的な計画となるよ

う、「伊勢市地域福祉活動計画」と一体的に策定し、連携を図ります。 
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４．計画の特色 

 

（１）「みんなのまちの計画」の生活・健康・福祉部門との整合性 

  本計画は、「みんなのまちの計画」の生活・健康・福祉部門の実施計画として位置づけら

れるため、23 項目の将来像の実現を目指した計画となっています。 

 

                 ＜実現を目指す伊勢市の将来像＞ 
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就労を望む高齢者に働く場があるまち 

高齢者が生きがいを持って活動できる場があるまち 

障がいのある人が社会参加しやすいまち 

障がいのある人に働く場があるまち 

障がいのある人が生きがいを持って活動できる場があるまち 

家庭での子育てを地域のみんなで支えるまち 

こどもたちが地域で楽しく学び遊べるまち 

異世代間の交流が盛んなまち 

みんなが思いやりをもって助け合うまち 

高齢者・障がいのある人が安心して外出できるまち 

高齢者・障がいのある人が安心して介護を受けられるまち 

地域での見守り体制が充実したまち 

障がいのある人の自立を支援するまち 

安心してこどもを産むことができ、子育て支援も充実しているまち

こどもたちが安心して健やかに成長していけるまち 

虐待やＤＶ（※）などを防ぐまち 

バリアフリー（※）が充実したまち 

医療体制が整い安心して医療が受けられるまち 

健康づくりの知識を身に付けられるまち 

年代に合った健康づくりが実践できるまち 

健康づくりの運動ができる環境の整ったまち 

いつでも各種の健康診断が受けられるまち 

みんなで食育（※）に取り組めるまち 
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（２）小地域での施策展開を図る計画 

  「地域」には、市全域、中学校区、小学校区、自治会を中心とした区域、組・班などの

さまざまなとらえ方がありますが、本計画を推進するうえでは、小学校区程度の小地域を

中心とした活動を推進していくことが必要です。 

  本計画の第４章では、様々な施策の方向性を示していますが、施策によって最適な「地

域」は異なり、また同じ施策でも地域特性によって最適な「地域」が異なります。 

  本計画では、地域の多様性や自主性を尊重したうえで、住民自治の新たな仕組みとして

進めている「ふるさと未来づくり（※）」に沿った小地域での施策展開を図ります。 

 

 

（３）市民との協働により進める計画 

  「みんなのまちの計画」では公民協働による計画が進められています。こうした上位計

画の考え方や地域福祉の特性をふまえ、市民の声やアイディアを大切にしながら、市民や

関係機関・団体などとの役割を明確にし、みんなで進める計画となっています。 

 

 

  ■地域との連携イメージ 

 

 

 自治会 

ボランティア、NPO（※） 

民間企業 

社会福祉協議会 

行 政 

福祉関連団体・事業所

地域住民 

・個人でできること 

・隣近所で助け合えること 

連携 

民生委員児童委員（※） 

地域による支え合い 

・助け合い 
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５．計画の期間 

 

 本計画の計画期間は、平成 21 年度から平成 25 年度までの５年間とし、社会情勢の変

化や市民のニーズに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

平成 

20 年

度 

平成 

21 年

度 

平成 

22 年

度 

平成 

23 年

度 

平成 

24 年

度 

平成 

25 年

度 

平成 

26 年

度 

平成 

27 年

度 

平成 

28 年

度 

平成 

29 年

度 

平成 

30 年

度 

          

伊勢市総合計画 

（みんなのまちの計画 基本計画） 

伊勢市総合計画 

（みんなのまちの計画 次期基本計画） 

     

伊勢市地域福祉計画及び 

伊勢市地域福祉活動計画 

    

 

 

次期伊勢市地域福祉計画及び 

伊勢市地域福祉活動計画 

 

     

     

 

 

６．計画の策定体制 

 

本計画は、計画策定段階において市民の意見を反映するため、アンケート調査をはじめ、

地域懇談会におけるワークショップ（※）、専門部会、地域福祉計画策定推進委員会の開催な

ど、市民参画の過程を経て策定しました。 

 

（１）アンケート調査の実施 

アンケート調査は、一般市民や市内の公立中学校の 2 年生を対象に、地域との関わりや

地域活動への参加状況の実態などについて、その傾向を把握するために実施しました（結

果は P18 参照）。 

一般市民を対象としたアンケート調査の結果からは、小学校区ごとでの地域活動への参

加などに対する考え方に相違がみられ、今後各地域の実情に合った取り組みが求められて

いることがわかりました。また、隣近所での関係は希薄になりつつあるものの、身近な地

域でのいざというときの助け合いが求められていることや防災・防犯への対応、ひとり暮

らしの高齢者などへの支援活動が必要と感じているという傾向がみられました。 

一方、中学生を対象としたアンケート調査の結果からは、ボランティアへの関心は比較

的高く、特に身近な活動から参加してもらうことが必要であるということがわかりました。 

見直し 
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（２）地域懇談会の開催 

  地域住民の声を聞き、今後、地域性をもった取り組みを展開していけるよう、24 の各

小学校区に住む地域住民を対象とした地域懇談会を開催し、課題の把握を行いました。  

地域懇談会は、平成 20 年 11 月４日から約１か月間、小学校区単位で計 24 回開催し、

延べ 261 名の参加がありました。 

進め方としては、同じ地域に住む人と話し合う中で地域のことや地域に住む人のことを

知るきっかけづくりにもなるように、参加者同士が地域の課題について話し合い、解決策

を考えるワークショップ（※）形式で行いました。 

地域懇談会では、アンケート調査の結果よりもさらに細かな課題を把握することができ

ました。 

傾向としては、アンケート調査の結果でもみられたように、ひとり暮らし高齢者への対

応やごみ出し、食品などの買い出しといった日常生活における課題や、防災・防犯に関す

る課題などが中心となっており、市民の主な関心ごとであることがわかりました。 

そのほか、団体の継承者不足や自治会や自治活動への参加者が少ないこと、世代間交流

などの地域の交流の必要性、障がいのある人への理解の必要性、通院などへの移動手段の

確保など、本市における地域課題や生活課題などもあげられました。 

 

 

（３）専門部会の開催 

  専門部会は、地域福祉推進の担い手となる、民生委員児童委員（※）、自治会、社会福祉団

体、福祉事業者、ボランティア、医療関係者などの各種団体の代表者と公募委員で構成さ

れ、地域懇談会で把握した課題に対する解決策のアイディアを話し合いました。 

進め方としては、「みんなのまちの計画」の 23 項目の将来像をもとに、「生きがいづく

り・社会参加に関する部会」「子どもに関する部会」「助け合い・おもいやりに関する部会」

「安心・安全に関する部会」「健康づくりに関する部会」の５部会にわけ、ワークショップ

形式で行いました。 

  専門部会は、平成 21 年１月 20 日から約１か月間、各部会３回ずつ計 15 回開催しま

した。 

  専門部会では、各部会員が日頃の活動や今後必要となる取り組みについて話し合ったほ

か、地域での各種団体間の連携などが必要といった新たな課題も提起されました。また、

部会員同士で意見や情報を交換し、横のつながりをつくる機会ともなりました。 

 

 

（４）伊勢市地域福祉計画策定推進委員会、策定検討委員会及び幹事会などの開催 

  計画の策定にあたっては、全市的な視野で総合的な検討を図るため、平成 20 年 8 月に

「伊勢市地域福祉計画策定推進委員会」を設置し、アンケート調査内容の検討をはじめ、

計画内容の審議・検討を進めました。 
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 計画素案の作成にあたっては、庁内組織である「伊勢市地域福祉計画策定検討委員会」

をはじめ、ワーキンググループを設置し、アンケート調査結果や地域懇談会、専門部会か

らの課題や取り組みの抽出を行い、施策を検討してきました。 

 また、「伊勢市地域福祉計画策定検討委員会」の中に、皇學館大学及び社会福祉協議会、

市で構成する幹事会を設置し、平成 20 年２月から計画策定に関する進行などの検討を行

ってきました。 
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■伊勢市地域福祉計画及び伊勢市地域福祉活動計画の策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画 

策定推進委員会 

専門部会 

策定検討委員会

市長・社協会長 

幹事会 

ワーキング 

グループ 

依 頼

報 告

情報提供 

連 携

調 整

地域懇談会 

 

●市民ワークショップ（※）による 

各小学校区での意見把握 

課題の把握 

意見の反映 

課題の把握 

意見の反映 

アンケート調査の実施 
（市民の意見の把握） 

市民・地域 市役所・社協 

 
 
 

事務局への 

参加・協力 

皇學館大学 

社会福祉学部教授・学生
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85,35888,340

81,653

37,854
31,02027,581

34,059

0

20,000
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100,000
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140,000
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
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136,173 134,973 132,901 129,797

推計

 

第２章 伊勢市を取り巻く状況 

 

１．人口及び年齢３区分別人口構成比の推移と推計 

 

（１）総人口の推移と推計 

 総人口は緩やかに減少し、平成 17 年には 134,973 人となっています。また、今後も

総人口は減少し、平成 27 年には 129,797 人と、平成 17 年に比べ、5,176 人減少する

ことが予測されます。 

 年齢 3 区分別人口の推移をみると、年少人口、生産年齢人口の減少に対して、高齢者人

口が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  （資料：国勢調査 平成 12 年、平成 17 年は年齢不詳を含むため、各人口の合計と総人口は一致しません。） 

  ※ 平成 22 年、平成 27 年の推計値はコーホート要因法により算出 

 

（２）年齢３区分別人口構成比の推移と推計 

平成 27 年の年齢３区分別人口構成比をみると、平成 17 年に比べ、年少人口割合、生

産年齢人口割合がそれぞれ 1.8 ポイント、4.4 ポイント低下しているのに対して、高齢者

人口割合は 6.2 ポイント上昇し、総人口の 29.2％を占めると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推
計 

（資料：国勢調査）
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２．世帯の状況 

 

（１）一般世帯と１世帯あたりの人員の推移 

 一般世帯の推移をみると、増加傾向にあり、平成 7 年には 45,417 世帯であったのが、

平成 17 年には 48,950 世帯と、3,533 世帯増加しています。 

 一方、１世帯あたりの人員は平成７年で 3.05 人であったのが、平成 17 年には 2.76

人と減少し、世帯規模の縮小が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

 

（２）高齢者世帯の推移 

 高齢者世帯の推移をみると、高齢者単独世帯、高齢者夫婦世帯ともに増加しています。 

 一般世帯に占める高齢者単独世帯及び高齢者夫婦世帯の割合は、平成 17 年でそれぞれ

8.8％、11.2％となっており、平成７年に比べ、それぞれ 2.9 ポイント、3.1 ポイント上

昇しており、（１）の世帯規模の縮小要因のひとつであると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 
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３．住民票による人口動態 

 

 住民票による人口動態をみると、自然動態では各年度ともに死亡数が出生数を上回り、

減少傾向にあります。 

 また、転入数と転出数の差による社会動態でも、転出数が転入数を上回るなど、減少傾

向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                （単位：件） 

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

出生 1,061 1,067 1,116
自然動態 

死亡 1,343 1,311 1,304

転入 4,109 3,457 3,425
社会動態 

転出 4,270 4,273 3,718

その他の増 49 112 34
その他の増減 

その他の減 4 6 6

増 5,219 4,636 4,575

減 5,617 5,590 5,028合 計 

差 △398 △954 △453

 

 

-161

45
106

28

-188
-244-282

-816

-293

-398

-954

-453

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

平成17年度 平成18年度 平成19年度

自然動態 社会動態 その他の増減 増減の差（人）(件) 
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1.22

1.33 1.35

1.35
1.36 1.37

1.34

1.26

1.32

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

平成17年 平成18年 平成19年

伊勢市 三重県 国

 

４．合計特殊出生率（※）の推移  

 

 合計特殊出生率の推移をみると、伊勢市は平成 18 年と平成 19 年では上昇傾向にあり、

平成 19 年には 1.35 となっていますが、平成 17 年、平成 18 年、平成 19 年はいずれ

も三重県全体より低くなっています。 

また、平成 18 年、平成 19 年は三重県、伊勢市とも国に比べて高くなっていますが、

人口を維持するのに必要な 2.08 を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

伊勢市 1.22 1.33 1.35

三重県 1.36 1.35 1.37

国 1.26 1.32 1.34

（資料：伊勢市、三重県の数値は衛生統計年報、国の数値は「厚生労働省」人口動態統計） 
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（人）

861
1,036 1,026

782 1,033 1,198

785 807
826

578 609
634
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1,0461,675 1,052

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度

要支援(要支援1) 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

5,323
5,702

5,450

 

５．要介護認定者（※）の推移 

 

 要介護認定者の推移では、各年度ともに増加傾向にあり、平成 19 年度には 5,702 人とな

っています。 

 要介護度別にみると、平成 18 年度の制度改正以降、要介護２～４が増加しており、重度

化していることが推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：市勢統計要覧、介護保険事業状況報告） 

※ 平成 18 年度の制度改正にともない、「要支援」が「要支援 1」となり、「要介護 1」が「要支援 2」と

「要介護 1」となっています。 

 

 

６．障がいのある人の状況 

 

（１）各障害者手帳所持者の推移 

 各障害者手帳所持者の推移をみると、全体的に増加傾向にあり、平成 19 年度の身体障

害者手帳（※）所持者は 6,335 人で、平成 17 年度に比べて 4.5％上昇しています。また、

療育手帳（※）所持者は 749 人で 7.5％上昇しており、精神障害者保健福祉手帳（※）所持者

は 382 人で 6.4％上昇しています。 

（単位：人） 

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

身体障害者手帳 6,060 6,208 6,335 

療育手帳 697 723 749 

精神障害者保健福祉手帳 359 369 382 

総 数 7,116 7,300 7,466 

（資料：障がい福祉課 各年度末の数値） 
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（２）等級別にみる身体障害者手帳（※）所持者の推移 

 身体障害者手帳所持者の推移を等級別にみると、各年度ともに１級～４級までの人が全

所持者の８割以上を占めています。また、全体として手帳所持者は増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい福祉課 各年度末の数値） 

 

（３）障がい種別にみる身体障害者手帳所持者の推移 

  身体障害者手帳所持者の推移を障がい種別にみると、肢体不自由、内部障害のある人が

多くなっており、平成 19 年度ではそれぞれ 3,414 人、1,510 人であり、全体の８割近

くを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい福祉課 各年度末の数値） 
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（４）等級別にみる療育手帳（※）所持者の推移 

  療育手帳所持者の推移を等級別にみると、各年度ともにＢ１（中度）、Ａ２（重度）の人

が多く、平成 19 年度ではそれぞれ 258 人、253 人となっており、全体の７割近くを占

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい福祉課 各年度末の数値） 

 

（５）等級別にみる精神障害者保健福祉手帳（※）所持者の推移 

  精神障害者保健福祉手帳所持者の推移を等級別にみると、各年度ともに 2 級の人が多く、

平成 19 年度では 235 人となっており、全体の６割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい福祉課 各年度末の数値） 
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７．アンケート調査の結果 

 

（１）アンケート調査の概要 

本調査は、地域との関わりや地域活動への参加状況などの実態を把握するとともに、ご

意見、ご提言を広くお聞きし、計画に反映することを目的に実施しました。 

 

 

◆調査概要 

○調査の種類  ：①一般市民対象アンケート調査 

         ②中学生対象アンケート調査 

○調査地域   ：①②伊勢市 

○調査対象者  ：①平成 20 年９月１日現在、伊勢市在住の 20 歳代以上の方の中から 

無作為に抽出 

         ②平成 20 年９月１日現在、市内の公立中学校２年生全員を対象 

○対象数    ：①4,000 人 

         ②1,302 人 

○調査期間   ：①②平成 20 年９月 25 日～平成 20 年 10 月 10 日 

○調査方法   ：①②調査票による本人記入方式 

        ①郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

        ②中学校を通じた直接配布・回収 

 

【回収結果】 

調査票 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

一般市民対象アンケート調査 4,000 1,497 37.4％

中学生対象アンケート調査 1,302 1,255 96.4％
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大いに感じる ある程度感じる どちらともいえない

あまり感じない まったく感じない 不明・無回答

 

（２）アンケート調査の結果 

 

■今住んでいる小学校区への親しみについて（一般市民） 

今住んでいる小学校区への親しみについては、「ある程度感じる」「大いに感じる」を合

わせて、6 割以上の人が親しみを感じています。 

特に、居住年数が長い人ほど、親しみを感じていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住年数別】 
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単位：％



 20

 

■親しみを感じる理由（一般市民） 

親しみを感じる理由では、「地域の人と親しくしているから」が最も高く、次いで「生ま

れ育ったまちだから」となっています。 

一方、親しみを感じない理由は、「地域の人との関係が薄いから」が最も高く、居住地域

に親しみを感じることと地域の人と親しくしていることに相関関係が見受けられます。 

こうした人と人とのつながりを大切にし、地域への関心や愛着を高めていくことが大切

であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■親しみを感じない理由（一般市民） 
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N=228

20.6

71.9

4.4

5.3

13.6

3.9

0 20 40 60 80 100

住みはじめて間もないから

地域の人との関係が薄いから

自然などの環境が悪いから

安心して住めないから

その他

不明・無回答

単位：％
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■現在住んでいる小学校区について思うこと（一般市民） 

現在住んでいる小学校区について、「そのように思う」と「まあまあそう思う」を合わせ

ると、「みんなが地域の中で助け合って生活していると感じる」「子どもがのびのびと成長

できる環境がある」「まちがきれいだと思う」「近くに病院などの医療機関があり安心であ

る」などが５割を超えています。 
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9.3

9.6

25.6

19.8

16.0

17.4

26.0

20.8

13.4

16.6

21.6

26.9

13.2

6.7

7.0

9.2

11.9

18.2

4.6

3.1

3.9

4.1

5.5

5.3

7.0

8.8

6.8

7.9

7.1

8.1

9 .5

11.0

7.3

7.4

7.5

5.7

6.7

7.0

7.3

1.5

1.5

4 .3

8.8

9.4

1.5

16.7

8.3

20.0

20.3

7.0

6.7

30.9

44.3

24.1

7.2

27.9

29.1

45.9

37.8

38.1

23.6

21.6

28.1

29.7

22.3

32.3

44.4

32.8

36.3

22.0

2.8

2.7

4 .9

6.3

5.9

2.6

7.4

6.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

みんなが地域の中で助け合って
生活していると感じる

子どもがのびのびと成長できる
環境がある

高齢者との交流が多いと感じる

高齢者が生きがいをもって活動している

障がいのある人との交流が多いと感じる

障がいのある人が生きがいをもって
活動している

まちがきれいだと思う

道にでこぼこや段差が少ないと感じる 

街灯が整備され、夜道も安心であると感じる

公共交通機関は利用しやすいと思う

近くにスーパー・商店・コンビニなどがあり
便利だと思う

近くに病院などの医療機関があり
安心である 

公園やグラウンドなど子どもの遊び場が
多いと感じる

体育館など運動のできる場が多いと感じる

高齢者が憩える施設や広場などが多いと感じる

何かあった時に、子どもが駆け込める
場所がある

そのように思う まあまあそう思う あまり思わない

まったく思わない どちらともいえない 不明・無回答
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■今の伊勢市に対して、あてはまると思うこと（中学生） 

今の伊勢市に対して、あてはまると思うことについて、「近くにスーパー・商店・コンビ

ニなどがあり便利だと思う」「伝統行事がよく保存されていると感じる」では「はい」が５

割を超えています。 

また、「街灯が整備され、夜道も安心であると感じる」では、「いいえ」が６割近くとな

っており、一般市民に比べ、高くなっています。 

 

 

 

 

N=1,255

37.1

12.1

12.7

35.9

12.7

45.3

33.5

57.5

24.6

10.5

24.1

41.8

42.5

17.8

35.8

57.5

30.4

52.1

17.1

21.0

23.2

27.8

48.4

28.4

27.6

43.7

37.1

45.1

35.7

30.8

24.5

32.0

27.3

28.4

16.2

35.5

5.7

5.7

5.3

5.7

5.4

5.5

5.9

5.7

5.3

5.5

5.3

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

みんなが地域の中で助け合って
生活していると感じる 

お年寄りとの交流が多いと感じる

障がいのある人との交流が多いと感じる

まちがきれいだと思う

道にでこぼこや段差が少ないと感じる

街灯が整備され、夜道も安心であると感じる

公共交通機関（バスや電車など）は
利用しやすいと思う 

近くにスーパー・商店・コンビニなどがあり
便利だと思う

近くに病院などの医療機関があり
安心である 

公園やグラウンドなどの遊び場が
多いと感じる

登下校時に何かあった時、駆け込める
場所がある

伝統行事がよく保存されていると感じる

はい いいえ どちらともいえない 不明・無回答
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■近所の人との付き合いの程度（一般市民） 

近所の人との付き合いの程度では、「会えばあいさつ（会釈など）をかわす程度」が最も

高く、次いで「ふだんから付き合いがあり、立ち話などをする」となっており、全体の 8

割以上となっています。 

年代別にみると、「困ったときなどに相談をしたり、助け合ったりしている」「ふだんか

ら付き合いがあり、立ち話などをする」との回答は 60 歳代、70 歳代、80 歳代以上で 5

割以上となっており、高い年齢層で近所付き合いが親密になっていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,497

8.5

40.7

43.9

3.5

0.4

3.1

0 10 20 30 40 50

困ったときなどに相談をしたり、助け合ったりしている

ふだんから付き合いがあり、立ち話などをする

会えばあいさつ（会釈など）をかわす程度

付き合いがほとんどない

その他

不明・無回答

単位：％

 

6.0

10.4

11.2

16.0

29.3

31.3

40.3

53.2

49.8

43.5

64.2

59.9

56.3

50.2

31.6

30.9

35.7

1.9

5.4

6.711.0

4.8

8.3

2.8

2.6

1.9

2.7

4.2

2.7

3.6

12.3

0.4

0.0

0.0

0.4

0.0

1.2

3.0

0.4

0.5

0.6

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代（Ｎ=106）

30歳代（Ｎ=167）

40歳代（Ｎ=192）

50歳代（Ｎ=233）

60歳代（Ｎ=269）

70歳代（Ｎ=259）

80歳代以上（Ｎ=255）

困ったときなどに相談をしたり、助け合ったりしている
ふだんから付き合いがあり、立ち話などをする
会えばあいさつ（会釈など）をかわす程度
付き合いがほとんどない
その他

不明・無回答
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■地域との関わりについて（一般市民） 

地域との関わりでは、「いざという時のためにも隣近所を中心とした助け合いや付き合い

を大切にしたい」が最も高くなっています。今後、近所付き合いを大切にし、いざという

ときに助け合える関係づくりにつなげていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■暮らしの中で感じる悩みや不安（一般市民） 

暮らしの中で感じる悩みや不安では、「自分や家族の健康に関すること」が最も高く、次

いで「介護に関すること」「経済的問題」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,497

16.5

66.2

21.7

13.2

11.8

1.9

0.7

3.1

0 20 40 60 80 100

地域の人と心から打ち解けられる関係を築きたい

いざという時のためにも隣近所を中心とした助け合い
や付き合いを大切にしたい

市民がお互いに協力して地域を良くする活動に参加し
ていきたい

隣近所の協力はあてにできないので、自分のことは
自分でする

時間的に余裕がないので地域と関わることができない

地域との関わりをもちたくない

その他

不明・無回答

単位：％

 

N=1,497

54.8

36.3

17.8

31.1

8.6

8.6

8.8

15.9

15.2

3.3

2.9

0 20 40 60 80 100

自分や家族の健康に関すること

介護に関すること

仕事に関すること

経済的問題

近所との関係

育児・子育てに関すること

家族間の問題

自分や家族の生活（進学、就職、結婚）上の問題

特にない

その他

不明・無回答

単位：％
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■暮らしの中で、地域で手助けしてほしいこと（一般市民） 

暮らしの中で、地域で手助けしてほしいことについては、「災害、犯罪・事故など非常時

の手助け」が最も高く、今後の地域の中で対応していくことが求められています。 

そのほか、「子どもの遊びやスポーツの指導・見守り」「安否確認の声かけ」「病院などへ

の通院」「心配ごとの相談相手や趣味などの話し相手」なども１割以上の回答がみられ、こ

うした結果をきっかけとして地域活動の活性化を図っていくことも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,497

13.9

6.5

10.0

12.6

4.4

2.9

2.1

10.4

3.9

46.6

28.2

1.0

6.1

0 10 20 30 40 50

子どもの遊びやスポーツの指導・見守り

外出時や緊急時の子どもの預かり

心配ごとの相談相手や趣味などの話し相手

安否確認の声かけ

ごみ出し

家の前などの掃除

催しなどの参加の際の付き添いや送迎

病院などへの通院

薬の受け取りや買い物などの代行

災害、犯罪・事故など非常時の手助け

特にない

その他

不明・無回答

単位：％
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■地域住民が取り組むことができる課題や問題（一般市民） 

地域住民が取り組むことができる課題や問題については、「災害などの非常時の救助や救

援」が最も高く、次いで「防犯など地域の安全を守ること」となっており、災害時への対

応や防犯に対する意識が高くなっていることがうかがえます。 

そのほか、「高齢者の社会参加や生きがいづくり」「まちの美化活動」といった回答も高

く、今後、こうした取り組みをきっかけとして住民参画を進めていくことも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,497

18.1

9.0

8.8

18.0

14.4

32.6

14.4

22.6

13.0

12.5

6.7

27.9

8.8

19.4

54.0

53.0

1.5

11.1

0 20 40 60 80 100

異世代間での交流やふれあい

乳幼児期の子育て支援

母子家庭や父子家庭の子育て支援

放課後の子どもの居場所づくり

青少年の育成

高齢者の社会参加や生きがいづくり

障がいのある人の社会参加や生きがいづくり

ひとり暮らし高齢者の身の回りの世話

障がいのある人の身の回りの世話

通院などの外出時の支援

薬の受け取りや買い物などの代行

まちの美化活動

子どもや高齢者などへの虐待予防

健康づくりについての意識や知識の向上

災害などの非常時の救助や救援

防犯など地域の安全を守ること

その他

不明・無回答

単位：％
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■地域活動への参加状況（一般市民） 

地域活動への参加状況については、「現在参加している」が３割を超えています。 

また、「現在は参加していないが、過去に参加したことがある」「参加したことがない」

を合わせた『現在、地域活動に参加していない』割合は６割程度となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■地域活動に「現在は参加していないが、過去に参加したことがある」「参加した

ことがない」と回答した人の現在活動に参加していない理由（一般市民） 

現在活動に参加していない理由についてみると、「勤務などの都合で機会がないから」が

最も高く、次いで「体調がすぐれないから」となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.3 33.4 28.7 6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,497

現在参加している
現在は参加していないが、過去に参加したことがある
参加したことがない
不明・無回答

N=930

13.1

25.7

8.7

8.4

12.2

0.9

19.6

8.0

8.1

19.8

10.8

0 10 20 30 40 50

自治会等に入っていないから

勤務などの都合で機会がないから

他の活動で時間がないから

参加方法がわからないから

興味がないから

家族の理解が得られないから

体調がすぐれないから

知り合いがいないから

わずらわしいから

その他

不明・無回答

単位：％
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■地域における助け合い支え合い活動を活発にするために重要なこと（一般市民） 

地域における助け合い支え合い活動を活発にするために重要なことは、「活動の重要性を

多くの人に知ってもらうこと」が最も高く、次いで「活動を行うリーダーや人材を育てる

こと」「活動の拠点となる場をつくること」の順となっており、活動の周知や人材育成、活

動の拠点づくりなどが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中学生の地域行事への参加状況（中学生） 

中学生の地域行事への参加状況では、８割以上の人が参加したことがあると回答してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,497

55.3

26.8

43.4

27.9

46.9

2.2

12.6

0 20 40 60 80 100

活動の重要性を多くの人に知ってもらうこと

活動の開催日、実施状況等をお知らせすること

活動の拠点となる場をつくること

活動の資金を援助すること

活動を行うリーダーや人材を育てること

その他

不明・無回答

単位：％

 

N=1,255

不明・無回答
1.5%

ない
14.2%

ある
84.3%
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■中学生のボランティア活動への参加意向（中学生） 

中学生のボランティア活動への参加意向では、「参加したい」が５割を超えており、「参

加したくない」を上回っています。 

参加したい活動内容は、「お祭りやイベントの手伝い」「文化やスポーツなど、自分の趣

味や特技をいかした活動」「乳幼児や小学生の遊び相手」などであり、福祉分野などよりも

イベントの手伝いやレクリエーション活動、子どもとの交流などに関心があることがうか

がえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加したい活動内容（中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,255

不明・無回答
4.8%

参加したくない
38.2%

参加したい
57.1%

N=716

42.5

17.7

6.7

32.1

32.8

66.1

50.1

16.1

16.3

0.6

0.3

0 20 40 60 80 100

乳幼児や小学生の遊び相手

お年寄りや障がいのある人の話し相手、手伝いなど

耳の不自由な人のための手話通訳や目の不自由な
人のための点訳、朗読

川や海をきれいにする取り組みなど、自然環境の
保護に関する活動

ごみ拾いや空きかん拾いなど、地域の清掃活動

お祭りやイベントの手伝い

文化やスポーツなど、自分の趣味や特技を
いかした活動

国際交流の手伝い

災害にあった人を支援する活動

その他

不明・無回答

単位：％
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■中学生の今後、福祉について学びたいこと（中学生） 

中学生の今後、福祉について学びたいことでは、「保育所などで乳幼児と話をしたり、遊

んだりすること」が最も高く、次いで「福祉の基礎的なこと」「手話や点字」となっていま

す。福祉に対する関心を高めていくためのきっかけとして、こうした分野をいかしていく

ことも大切であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,255

34.4

15.0

24.4

16.9

17.2

28.4

8.4

8.9

41.0

22.5

1.4

6.1

0 10 20 30 40 50

福祉の基礎的なこと

福祉の制度

福祉の仕事

お年寄りや障がいのある人の大変さを
擬似体験すること

介護の方法や技術

手話や点字

お年寄りや障がいのある人が利用したり生活している
施設などを見学すること

お年寄りや障がいのある人と交流すること

保育所などで乳幼児と話をしたり、遊んだりすること

まちに出て、道路の歩きやすさや施設などの使いやす
さなどを調べること

その他

不明・無回答

単位：％
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第３章 計画の基本理念と基本目標 

 

１．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

本市は、伊勢神宮をはじめ、歴史・文化・伝統行事などのさまざまな歴史文化資源があ

り、また、海、山、川などの自然資源にも恵まれており、こうした地域の特性を有するま

ちとして発展してきました。平成 17 年 11 月には旧伊勢市、旧二見町、旧小俣町、旧御

薗村が合併し、市域の広がりとともに、さらにさまざまな地域特性もみられるようになっ

ています。 

しかし一方では、生産年齢人口の減少にともなう支え手となる若い世代や働き盛り世代

の減少をはじめ、少子高齢化の進行、さらには核家族世帯やひとり暮らし高齢者世帯の増

加などにより、さまざまな福祉ニーズが増大し、地域の理解や協力なくして解決できない

多種・多様な問題が生じています。 

こうした問題に対応していくためには、これまでのさまざまな福祉に関する取り組みな

どを活かしながら、これからも身近な地域の中で、高齢者や障がいのある人、また、働き

ながらの子育てや家族の介護で悩んでいる人など、誰もが元気でいきいきと安心して暮ら

すことができるよう、思いやりのこころを育み、みんなの力で多様化する生活課題を克服

していくことが大切です。 

そのためには、 

１．地域の課題や隣近所に住む人のことをもっと知ることにより、住みよい伊勢市を

つくっていく担い手としての認識を高めていくこと 

２．地域課題や生活課題に対して、市民の自発的な活動や、地域の各種団体などが連

携し、協働による活動を進めていくこと 

３．地域の問題や将来的な問題に対して、行政を含め、即実行に移せるよう、実効性

のある仕組みを構築し、取り組みを進めていくこと 

が重要となっています。 

こうした重要事項をふまえ、本計画では市民一人ひとりがあたたかいこころをもち、支

え合い・助け合いながら人と人との交流、地域と地域の交流を深め、伊勢市に住む人と地

域が一体となって地域づくりを進めていくことを目指し、「みんなの絆と“地域の力”で育

む心豊かなまち」を基本理念として定めます。 

みんなの 絆
きずな

と“地域の力”で育む心豊かなまち 

～ いきいきと安心して健康に暮らせる伊勢市を目指して ～ 
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２．計画の基本目標 

 

 本計画では、地域懇談会や専門部会で出された課題や解決策のアイディアをもとに「み

んなのまちの計画」の生活・健康・福祉分野で定めた「いきいきと暮らせるまち」「安心し

て暮らせるまち」「健康に暮らせるまち」をさらに細分化し、今後目指すべき４つの基本目

標を設定しました。 

 また、課題や解決策のアイディアについては、第 4 章の施策の展開に盛り込んでいます。 

  なお、健康づくりについては、本計画全体を通じて関連する基礎的な要素であることか

ら、「健康づくり指針」との整合性も考慮し、取り組み内容として計画に反映することとし

ました。 

 

 

（１）支え合い・助け合いによるまちづくり 

  自治会単位や小学校区単位など、身近な地域でお互いが困ったときや非常時に支え合

い・助け合えるまちを目指し、異世代間の交流を進めたり、見守り活動の活性化などに努

めます。 

 

 

（２）安心・安全のまちづくり 

  高齢者や障がいのある人が安心して外出したり、自らが望むサービスや医療を受けられ、

身近な地域で安心・安全に生活を送ることができるまちを目指し、道路や施設などのバリ

アフリー化をはじめ、防災・防犯対策、外出支援や交通環境対策などの取り組みに努めま

す。 

 

 

（３）地域で支える子育てのまちづくり 

  安心して子どもを産み育てるとともに、子どもがすくすくと育つまちを目指し、地域の

みんなで子育てを支える意識を高めることに加え、子どもたちが地域で楽しく学び遊べる

環境づくりや子どもが安心して健やかに成長できる環境づくりに努めます。 

 

 

（４）健やかで生きがいのあるまちづくり 

  高齢者や障がいのある人をはじめ、誰もが生きがいをもって、健やかでいきいきと暮ら

せるまちを目指し、生きがいづくり活動の場所の確保や機会の拡充をはじめ、健康づくり

の推進、就労支援などによる社会参加の促進に努めます。 
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健やかで生きがいのある

まちづくり 

 
 

地域で支える子育ての 

まちづくり 

 
 

支え合い・助け合いに 

よるまちづくり 

 
 
安心・安全のまちづくり

 

 

３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み
ん
な
の
絆
と 

“
地
域
の
力 

”
で
育
む
心
豊
か
な
ま
ち 

基本目標４ 
（１）高齢者や障がいのある人が生きがいを

もって活動できる場や機会づくり 

（３）高齢者や障がいのある人の社会参加や

就労の促進 

（１）安心して子どもを産み、育てられる 

環境づくり 

（３）子どもたちが安心して健やかに成長で

きる環境づくり 

（２）子どもたちが地域で学び遊べる環境 

づくり 

（２）健康づくりの推進 

（２）支え合い・助け合いの意識づくりと 

活動の促進 

（３）地域での見守り体制の充実 

（１）地域におけるふれあいや交流の促進 

（１）福祉サービスの充実 

（２）防災・防犯対策の推進 

（４）医療体制の充実 

（３）安心して住み、外出できる環境づくり

基本目標３ 

基本目標１ 

基本目標２ 



 

34

 

 

 

 

伊勢市地域福祉計画施策体系図＜みんなのまちの計画との相関＞ 
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４．医療体制の充実

  
  ①医療体制の充実

○

３．子どもたちが安心して健やかに成長できる環境づくり 
  
  ①子どもの安全の確保

○

○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○○

○ ○ 

○

○
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１．福祉サービスの充実

  
  ①質の高い福祉サービスの提供 
  ②福祉サービス利用者の権利擁護 
２．防災・防犯対策の推進

  
  ①防災対策の推進
  ②防犯対策の推進

○ ○ 

○ 

○ 

実現を目指す伊勢市の将来像

２．支え合い・助け合いの意識づくりと活動の促進 
  
  ①福祉の意識づくり
  ②人材の確保
  ③地域活動への参加促進

３．地域での見守り体制の充実

  
  ①身近な地域で課題を解決できる組織や仕組みづくり 
  ②ボランティア活動の活性化
  ③虐待やＤＶを身近な地域で対応するための仕組みづくり 
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○ ○

３．安心して住み、外出できる環境づくり 
  
  ①バリアフリーの推進
  ②移動手段の確保

    ③交通安全意識の向上

１．地域におけるふれあいや交流の促進 
  
  ①ご近所付き合いや地域内での交流の促進 
  ②世代間交流の促進
  ③市民が交流できる場の確保

１．安心して子どもを産み、育てられる環境づくり 
  
  ①子育てを地域で支えるための仕組みづくり 
  ②子育て支援に関する情報の提供 

Ⅳ 
  
健 
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２．子どもたちが地域で学び遊べる環境づくり 
  
  ①安全な子どもの遊び場の提供 
  ②子どもたちの交流の促進

  ③食育を通じた地域を知る機会の拡充 

２．健康づくりの推進

    ①健康づくり活動の推進
  ②健康づくりを進めるための環境づくり 
  ③健康診断の受診の促進

１．高齢者や障がいのある人が生きがいをもって活動できる場や機会づくり

    ①高齢者の交流の場や機会の確保 
  ②障がいのある人の交流の場や機会の確保 
  

３．高齢者や障がいのある人の社会参加や就労の促進 
    ①高齢者の地域活動や社会参加の促進 
  ②高齢者への就労支援

  ③障がいのある人への理解の促進 
  ④障がいのある人の社会参加の促進 
  ⑤障がいのある人への就労支援 

Ⅲ   
地 
域 
で 
支 
え 
る 
子 
育 
て 
の 

ま 
ち 
づ 
く 
り 
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第４章 施策の展開 

 

１．支え合い・助け合いによるまちづくり 

 

（１）地域におけるふれあいや交流の促進 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  近年、核家族化の進行や人々の生活様式の変化により、近所付き合いが希薄となりつつ

あります。昔から「向こう三軒両隣」といったように、近所付き合いなど、身近なところ

でのつながりが地域づくりの基本となります。お互いの顔がわかり、ともにふれあいなが

ら地域の中での連帯感を深めることは地域の力となり、さまざまな地域の課題を解決する

糸口となります。 

  アンケート調査によると、「近所の人との付き合いの程度」については、近所付き合いは

みられるものの、『会えばあいさつ（会釈など）をかわす程度』が最も多く、特に若い世代

ほどこの傾向がみられます。 

  地域のつながりをつくるうえでは、市民一人ひとりが声かけやあいさつなど、身近なと

ころからの交流やふれあいを大切にするとともに、誰もが主体的に地域の活動や交流、ふ

れあいの機会に参加できるようにしていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○近隣のことがわからないので不安である 

○世代間の交流がない 

○高齢者と中高生などの若い世代との交流の場がない 

○自治会活動に参加する若い世代が特に少ない 

○隣同士の付き合いを密にするよう親の世代から努めなければならない 

○車ですれ違うだけでは交流が少ないので、歩くなどして、交流のあり方も考える必要が

ある 

○地域の人々との交流の場がない 

○子ども達に声をかけたくてもかけにくい時代である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ご近所付き合いや地域内での交流の促進 

施策の方向性 

隣近所で声をかけ合ったりするなど、日頃から隣近所とのかかわりをもち、いざというとき

に支え合い・助け合える関係づくりを進めます。 

それぞれの役割 

市 ●地域住民による支え合い・助け合いのネットワークづくりを支援します。

社会福祉協議会 

●地域住民による支え合い・助け合いのネットワークづくりの充実を図り

ます。 

・地域で子どもや親、祖父母が一緒に地域の文化や歴史を学ぶ世代間の

交流を支援します。 

・高齢者世帯などの見守り活動、児童生徒への登下校の声かけ運動など

を支援します。 

民生委員児童委員 
●地域住民による支え合い・助け合いのネットワークの輪を広げます。 

 ・高齢者世帯などに対する見守り活動や声かけをします。 

地 域 

●地域住民による支え合い・助け合いのネットワークづくりに努めます。

・回覧板を回すときの声かけなどをし、隣近所との交流に努めます。 

・おはよう、お帰りなど、積極的に朝夕の声かけに努めます。 

・学校や地域の行事にはできるかぎり参加し、互いに顔見知りになるよ

うに努めます。 

・自治会同士の交流に努めます。 

・趣味を通じた交流に努めます。 

（１）地域におけるふれあいや交流の促進 

① ご近所付き合いや地域内での 

交流の促進 

② 世代間交流の促進 

実現を目指す伊勢市の将来像 施策 

③ 市民が交流できる場の確保 

みんなが思いやりを持って助け合うまち

 
異世代間の交流が盛んなまち 

みんなが思いやりを持って助け合うまち
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社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

地域見守り活動助成（注１）の推進 56 ケ所 67 ケ所
 

（注１）地域見守り活動助成：自治会、老人クラブ、ボランティアなどが行う、子どもや高齢者などへの

見守り活動助成です。 

 

 ② 世代間交流の促進 

施策の方向性 

子どもと高齢者など、さまざまな世代間の交流を促進し、地域内でのつながりの強化に努め

ます。 

それぞれの役割 

市 ●世代間交流の事業への支援を充実し、活動の促進を図ります。 

社会福祉協議会 

●地域での世代間の交流を促進します。 

・各世代が地域の文化や歴史を学ぶ機会をつくります。 

・地域での催し物やまつり、交流会を実施する際、器材や備品の貸出し

を行います。 

民生委員児童委員 ●地域での世代間交流の促進に協力します。 

地 域 

●幅広い年代が集える機会をつくり、参加の呼びかけに努めます。 

小学校での交流会 スポーツ大会 高齢者と子どもとの食事会  

親子料理教室 戦争体験などを聞く機会 地域での映画会  

高齢者の生活の知恵を聞く機会 など 

●さまざまな活動に参加し、世代間交流に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

三世代交流事業（注１）の推進 1 ケ所 24 ケ所

レクリエーション等物品貸出し（注２）の実施 

（注１）三世代交流事業：子どもや親、祖父母が一緒に地域の歴史や文化を学び、昔の遊びを通じて、世

代間の交流を図る事業です。 

（注２）レクリエーション等物品貸出し：自治会やこども会などの交流の場で使用できるレクリエーショ

ン物品や福祉体験グッズの貸出しをします。 
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③ 市民が交流できる場の確保 

施策の方向性 

既存施設などの活用を検討し、地域の人が交流できる交流拠点となる場の確保に努めます。

それぞれの役割 

市 ●公共施設の有効活用に努めます。 

社会福祉協議会 ●宅老所（※）など地域の施設を活用した、交流の場づくりを支援します。

民生委員児童委員 ●地域の施設などを活用した、交流の場づくりに協力します。 

地 域 

●地域の既存施設の有効活用に努めます。 

 ・地域の施設の利用について、情報提供に努めます。 

 ・地区公民館や集会所などを利用して、地域住民が気軽に集える場所づ

くりに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

ふれあいいきいきサロン（注１）の普及促進 60 ケ所 80 ケ所

高齢者会食サービス（注２）の普及促進 29 ケ所 44 ケ所
 

（注１）ふれあいいきいきサロン：65 歳以上の高齢者や障がいのある人、子育ての当事者などが、地域

で孤立しないために、民生委員児童委員や地域住民の協力を得て、気軽に集える交流の場です。 

（注２）高齢者会食サービス：70 歳以上のひとり暮らし高齢者の孤立化防止と、社会参加の促進を図る

ために民生委員児童委員や地域住民の協力を得て、会食を行う場です。 
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（２）支え合い・助け合いの意識づくりと活動の促進 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  地方分権（※）という流れの中で、福祉活動をはじめ、まちづくりへの市民の参画は必要

不可欠となってきています。これからは、生活全般にわたる市民の福祉ニーズに対応でき

る体制を地域で確立していく必要があります。そのためには、地域に住む人の福祉や地域

に対する関心を高めたり、活動参加の機会をつくることが必要です。 

  アンケート調査によると、「現在住んでいる小学校区において、みんなが地域の中で助け

合って生活していると感じるか」では、一般市民で 6 割以上の人が、また中学生では 4 割

近くの人がそれぞれ『思う』と回答しています。一方、一般市民の「地域活動への参加状

況」では、『参加したことがない』との回答が３割を占めています。 

中学生では 8 割以上が地域行事に参加しており、参加への意向も 6 割近くと高くなって

います。参加したい活動としては、『お祭りやイベントの手伝い』『文化やスポーツなど、

自分の趣味や特技を生かした活動』『乳幼児や小学生の遊び手』といった活動に興味をもっ

ています。 

  また、中学生の福祉について学びたいことでは、『保育所などで乳幼児と話をしたり、遊

んだりすること』『福祉の基礎的なこと』『手話や点字』への関心が高く、こうした興味が

ある分野や身近なところから福祉や地域に対する意識を高めたり、地域活動への参加のき

っかけづくりを進めていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○ひとり暮らしの高齢者・老々介護が心配である 

○ひとり暮らし高齢者に何かあったとき、誰に連絡すればよいのかわからない 

○ひとり暮らし高齢者が病気になったときの生活支援が必要である 

○近隣のことがわからないので不安である 

○役員の引き受け手がいない、役員に任せきりで組織化ができていない 

○アパートやマンションの住民など、自治会へ参加しない人がいる 

○祭りや行事などへの参加者が少ない 

○自治会で人と人のつながりをもっと強くしなくては助け合いもできないように思う 

○困ったときは助けていくという声をあげていかなければならない 

○子どもの見守りをする人が少なく、負担が大きい 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 福祉の意識づくり 

施策の方向性 

学校教育や生涯学習などを通じて、子どもから大人まで、福祉に対する意識の向上を図りま

す。 

それぞれの役割 

市 
●小中学校からの福祉教育を推進します。 

●福祉の理解を高めるために、講演会を行います。 

社会福祉協議会 
●福祉への理解と関心を高めることを目的に福祉教育を推進します。 

●福祉の理解を高めるために、講演会を行います。 

民生委員児童委員 
●民生委員児童委員（※）の活動を周知することにより、地域住民の福祉に

対する意識の向上を図ります。 

地 域 ●地域の福祉活動への参加に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

福祉協力校への登録の推進（注１） 42 校 45 校

福祉教育の支援（注２） 
サマーボランティアスクール（注３）の開催 
福祉出前トーク（注４）の開催 
社会福祉大会（注５）の開催 
ボランティアまつり（注 6）の支援 
福祉映画会（注 7）の開催 

（注１）福祉協力校への登録の推進：小中高校の児童、生徒の社会福祉への理解と関心を高めるために、

福祉協力校の登録を推進します。 

（注２）福祉教育の支援：小中高校などに福祉教育の一環としての学習の機会や、企画立案及び講師派遣

を行います。 

 

（２）支え合い・助け合いの意識づくりと活動の促進 

① 福祉の意識づくり 

 

みんなが思いやりをもって助け合うまち② 人材の確保 

施策 

③ 地域活動への参加促進 

実現を目指す伊勢市の将来像 



 41

（注３）サマーボランティアスクール：夏休みの期間、児童生徒を対象に福祉に関する理解を進めるため

に、体験学習（デイサービス体験、手話教室など）を行います。 

（注４）福祉出前トーク：住民や企業、団体などの要請に応じて職員を派遣し、各種事業や福祉サービス、

福祉情報を紹介するとともに地域の福祉課題などについて話し合います。 

（注５）社会福祉大会：福祉活動等に功労のあった方を顕彰し、福祉講演会等を開催することで福祉の理

解と啓発を行います。 

（注 6）ボランティアまつり：ボランティア活動の啓発と普及、またボランティアの育成を図るために開

催されるボランティアまつりを支援します。 

（注７）福祉映画会：福祉映画を通じて、人と人のつながりや地域で安心して暮らすことのできる地域社

会のあり方を考えてもらえる機会づくりとして開催します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ② 人材の確保 

施策の方向性 

地域福祉活動の活性化を図るため、地域福祉にかかわるリーダーの育成や人材の確保に努め

ます。 

それぞれの役割 

市 ●地域の活動に取り組む人材の育成を支援します。 

社会福祉協議会 

●自治会、福祉団体などと連携し、地域活動に取り組む人材の確保に協力

します。 

●地域で活動するリーダーや人材の育成に努めます。 

民生委員児童委員 ●地域福祉の担い手として活動します。 

地 域 ●地域の活動に取り組む人材の確保に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

ボランティア登録（注１）の推進 112 団体(3,040 名) 142 団体(3,640 名)

ボランティアセンター事業（注２）の充実 
地域ボランティア講座（注３）等の開催 

（注１）ボランティア登録：自発的な意思により、ボランティア活動を行っている個人及び団体の登録を

ボランティアセンターで受付けます。 

（注２）ボランティアセンター事業：ボランティアの育成援助とボランティア活動の推進や機能の充実を

図る事業です。 

（注３）地域ボランティア講座：地域でボランティア活動を実践的に取り組むことのできる方々を養成し

ます。 
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 ③ 地域活動への参加促進 

施策の方向性 

地域のことや各種団体の活動内容などを情報発信する中で、地域活動への関心を高め、参加

の促進を図ります。 

それぞれの役割 

市 ●地域活動やボランティア活動の情報提供の充実に努めます。 

社会福祉協議会 

●地域活動やボランティア活動の情報を発信します。 

 ・地域に出向き懇談会などを開催します。 

 ・ボランティア活動の基本や具体的な活動事例を紹介し、地域で活動に

取り組む人材の養成に努めます。 

民生委員児童委員 ●地域活動やボランティア活動に積極的に参加します。 

地 域 

●地域活動への参加に努めます。 

 自治会 老人会 こども会 自主防災組織 ボランティアグループ など

●各種団体の活動の情報を提供し、参加の呼びかけに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 福祉出前トークの開催 
地域ボランティア講座等の開催 
社協だよりや社協ホームページの充実と啓発の強化 
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（３）地域での見守り体制の充実 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  これからの地域福祉を推進していくためには、市民一人ひとりの参画が必要不可欠であ

り、そのための推進体制・組織をどのようにつくっていくかが今後の重要な課題となって

います。 

こうした中、地域で暮らす元気な高齢者や豊富な知識・経験・能力をもった退職者など

の地域の人材や、福祉サービス提供事業者や各種団体、民生委員児童委員（※）などとの連携

をもとに、協力体制をつくることが必要です。さらには、地域で支え合い助け合うための

見守り体制やボランティアの活性化を図っていくことも必要です。 

また、地域においては高齢者をはじめ、障がいのある人、子どもや子育てをしている母

親など、支援を必要とする人が暮らしています。こうした支援の必要な人たちが身近な地

域で安心して生活していけるよう、問題を早期に発見し、対応していくための活動も重要

です。 

  近年では、高齢者や障がいのある人、子どもへの虐待や、女性に対する人権侵害である

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（※）が社会問題となっています。こうした問題を身

近な問題としてとらえるとともに、早期発見・未然防止していけるよう、虐待やＤＶに関

する啓発を進め、適切に対応できる体制の整備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○民生委員の活動の隙間を埋める体制づくりが必要である 

○ボランティア活動が活発な地域もあり、交流などの取り組みも必要である 

○個人情報の問題もあり、団体間の連携が難しい 

○虐待などでは医者との連携も必要不可欠である 

○相談業務によって、窓口が異なっているため住民にとってはわかりづらく、相談窓口が

一覧表になっているチラシ、冊子が必要である 

○家庭内暴力、ＤＶ、虐待の市民の相談窓口の一本化が望まれる 

○地域の人に悩みを早急に伝えられる仕組みづくりが必要である 

○虐待やＤＶにつながるおそれのあるうつ、ひきこもりの方への対応が必要である 

○被害者は相談に行きにくいため、身近な地域での対応が必要である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 身近な地域で課題を解決できる組織や仕組みづくり 

施策の方向性 

地域課題を解決するために、地域の見守り体制の充実を図り、各種団体間のネットワークづ

くりに努めます。 

それぞれの役割 

市 
●各地域の団体と、民生委員児童委員（※）、ボランティアとのネットワー

クづくりを支援します。 

社会福祉協議会 

●各地域の団体と、民生委員児童委員、ボランティアとのネットワークづ

くりに努めます。 

・高齢者の見守り活動、児童生徒への登下校の声かけ運動などを支援し

ます。 

●身近な課題を解決するための相談窓口を設置します。 

●地域の活性化などを図る事業を支援します。 

民生委員児童委員 
●各地域の団体、ボランティアなどと連携し、ネットワークづくりに協力

します。 

地 域 

●身近な地域で見守りに努めます。 

・近所付き合いを深めます。 

・近所同士で子育てなどの情報交換に努めます。 

●身近な地域で組織の連携に努めます。 

・自治会、民生委員児童委員、ボランティアなどの連携を強化し、ネッ

トワークづくりに努めます。 

 

（３）地域での見守り体制の充実 

① 身近な地域で課題を解決できる

組織や仕組みづくり 地域での見守り体制が充実したまち 

 
② ボランティア活動の活性化 

施策 

③ 虐待やＤＶを身近な地域で対応

するための仕組みづくり 
虐待やＤＶなどを防ぐまち 

実現を目指す伊勢市の将来像 

みんなが思いやりを持って助け合うまち
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社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

地域見守り活動助成の推進 56 ケ所 67 ケ所

地区社会福祉協議会（注１）の創設 

各種相談事業の実施（心配ごと相談（注２）、法律相談（注３）、総合相談（注４）） 
地域包括支援センター（注５）の運営 
本所及び各支所の相談機能体制の強化 
住民提案事業（注６）の実施 
高齢者乳酸菌飲料等宅配サービス事業（注７）の推進 

（注１）地区社会福祉協議会：地域の自治会や民生委員児童委員、各種団体などが協力し、福祉事業を推

進するとともに、課題の解決に取り組む組織です。 

（注２）心配ごと相談：民生委員児童委員が、住民の日常生活上の相談に応じ、適切な助言、指導を行い、

問題解決に協力します。 

（注３）法律相談：法律の専門家が、住民からの法律上の相談に応じ、適切な助言、指導を行い、問題解

決に協力します。 

（注４）総合相談：弁護士、司法書士、民生委員児童委員、ボランティア、社会福祉協議会職員などが、

住民からの法律・心配ごと・権利擁護・成年後見・介護・ボランティア活動などの相談に応じ、

適切な助言、指導を行って地域住民の問題解決に協力します。 
（注５）地域包括支援センター：高齢者の総合相談・虐待の早期発見及び防止などの権利擁護や予防ケア

マネジメント業務を行います。 

（注６）住民提案事業：住民が地域で主体的に行う事業に対し助成します。 

（注７）高齢者乳酸菌飲料等宅配サービス事業：70 歳以上のひとり暮らし高齢者の安否確認及び健康維

持を目的に助成 
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 ② ボランティア活動の活性化 

施策の方向性 

ボランティアセンターの周知やコーディネート機能の強化に努め、ボランティア活動の活性

化を図ります。 

それぞれの役割 

市 ●ボランティア活動への支援や情報提供により活性化を図ります。 

社会福祉協議会 

●ボランティアセンター機能を充実します。 

 ・ボランティアの登録、紹介、斡旋を行います。 

・地域のボランティアを養成します。 

・ボランティア活動の活発な団体の活動事例を紹介します。 

●ボランティア団体が行う福祉活動やまつり等を支援します。 

民生委員児童委員 ●地域のボランティア活動に積極的に参加します。 

地 域 
●地域のボランティア活動への参加に努めます。 

●ボランティア活動の情報発信に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

ボランティア登録の推進 112 団体(3,040 名) 142 団体(3,640 名)

ボランティアセンター事業の充実 
ボランティア入門講座（注１）等の開催 
ボランティア団体助成（注２）の実施 
ボランティアまつり助成の実施 

（注１）ボランティア入門講座：ボランティア活動のきっかけづくりとして、今後地域で活動に取り組む

ことのできる方々を養成します。 

（注２）ボランティア団体助成：ボランティア団体が行う福祉活動に対して、活動を支援するための助成

です。 
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③ 虐待やＤＶ（※）を身近な地域で対応するための仕組みづくり 

施策の方向性 

虐待やＤＶについて、身近な問題としての認識を高めるとともに、相談体制の充実や関係機

関の連携を強化し、迅速な対応に努めます。 

それぞれの役割 

市 
●相談窓口の周知及び充実に努めます。 

●各関係機関との連携を図ります。 

社会福祉協議会 
●相談機能の充実を図ります。 

●各関係機関との連携を図ります。 

民生委員児童委員 
●日常生活の悩みや心配ごとの相談に応じます。 

●各関係機関と連携し、問題解決に協力します。 

地 域 
●虐待やＤＶについての知識を身に付け、早期発見及び未然防止に努めます。

●地域で困りごとを相談し合える関係づくりに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
各種相談事業の実施（心配ごと相談、法律相談、総
合相談） 
本所・各支所の相談機能体制の強化 
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２．安心・安全のまちづくり 

 

（１）福祉サービスの充実 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  住み慣れた地域で生活するためには、福祉サービスの充実も必要となります。本市では

高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉に関する個別の計画を策定し、それぞれに沿った福

祉施策を推進しています。しかし、近年の社会情勢の変化や福祉ニーズの多様化、さらに

は各福祉分野での制度変更などにより、それに対応するための施策の充実や仕組みの再構

築が求められています。 

  特に、高齢者福祉や障がい者福祉においては、住み慣れた地域で自立した生活を送るこ

とが求められており、在宅サービスの充実や家族介護者への支援がますます重要となって

きています。 

  一方、サービスの充実だけでなく、利用者の立場に立ったサービス提供ができるよう、

人材の資質の向上などによる、サービスの質的向上を図ることも必要となっています。 

  また、誰もが安心して必要なサービスを利用できるよう、地域福祉権利擁護事業（日常

生活自立支援事業）（※）や成年後見制度（※）を周知するとともに、利用の促進を図り、事業

を定着させることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○介護に疲れた家族の負担を軽減するシステムが必要である 

○一般の人が認知症などへの理解を深め、家庭内、地域内で介護を進める 

○在宅福祉の必要性、家族の協力、民生委員の活動が欠かせないが、個人情報保護との兼ね

合いを整理してよりよい活動を大切にしたい 

○障がいのある人を介護する人の疲れを和らげるため、障がいのある人がショートステイで

きるような体制が必要である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 質の高い福祉サービスの提供 

施策の方向性 

市や社会福祉協議会、地域の各種団体が連携しながら、質量ともに充実した福祉サービスの

提供に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●各福祉分野の計画に基づき、サービスの必要な人への適切なサービス提

供に努めます。 

●新たな福祉ニーズの把握とその対策について検討します。 

社会福祉協議会 

●研修などを通じて、職員の資質の向上に努めます。 

●福祉ニーズの把握とその解決に努めます。 

●各事業において質の高いサービスの向上に努めます。 

●在宅介護をする家族を支援します。 

民生委員児童委員 
●地域住民と福祉サービスを結びつけるパイプ役として活動します。 

 ・適切な福祉サービスを関係機関と相談して紹介します。 

地 域 

●在宅福祉による介護者の介護疲れの解消につながるような取り組みを

検討します。 

●空き家などを利用し、健康な高齢者と介護を要する高齢者が日中ともに

過ごす機会づくりに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み
福祉出前トークの開催 
家族介護者交流会（注１） 

各種在宅福祉サービス事業 

（注 1）家族介護者交流会：寝たきりの高齢者などをかかえる家族が、心身のリフレッシュを図れる機会

をつくります。 
 

（１）福祉サービスの充実 

① 質の高い福祉サービスの提供  

高齢者・障がいのある人が安心して 

介護を受けられるまち 

② 福祉サービス利用者の権利擁護 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 
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 ② 福祉サービス利用者の権利擁護 

施策の方向性 

地域福祉権利擁護事業（※）や成年後見制度（※）の周知などに努め、利用促進を図ります。 

それぞれの役割 

市 
●地域福祉権利擁護事業を周知します。 

●成年後見制度について周知するとともに、制度利用を支援します。 

社会福祉協議会 
●地域福祉権利擁護事業の充実に努め、事業の推進を図ります。 

●成年後見制度について周知し、関係機関と調整します。 

民生委員児童委員 ●地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の情報を提供します。 

地 域 
●地域福祉権利擁護事業や成年後見制度についての知識を身に付けるよ

う努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
地域福祉権利擁護事業の実施 
成年後見制度の推進 
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（２）防災・防犯対策の推進 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  近年、台風や大雨などによる自然災害や、子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれるケース

が増えてきており、市民の防災・防犯に対する関心は高まっています。 

  アンケート調査によると、「暮らしの中で、地域で手助けしてほしいこと」では、『災害、

犯罪、事故など非常時の手助け』が 5 割近くとなっています。また、「地域住民が取り組

むことができる課題や問題」として『災害などの非常時の救助や救援』『防犯など地域の安

全を守ること』が５割を超えており、地域課題としての認識が高くなっています。 

  一方、地域懇談会や専門部会の意見では、高齢者や障がいのある人などの災害時要援護

者（※）を把握するとともに、地域の子どもを犯罪から守ることが重要であるという認識が

高くなっています。しかし、個人情報保護により制約があり、これらの活動が困難となっ

ています。今後、個人情報の保護に配慮するとともに個人情報に関する方針を定めながら、

防災・防犯に対する地域での取り組みを充実させることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○町役員も含め、災害訓練講習の参加者が少ない 

○自分の住んでいる場所の避難場所がわかっていない 

○各地区（学区単位・自治会単位）で防災訓練を実施していくべきである 

○災害時に利用できるマップが必要である 

○子どもに対する不審な行動をとる人がいる 

○街灯が暗く、また少ないため、自転車や徒歩では怖い 

○個人情報保護の面から民生委員や自治会などが地域で必要な住民情報を得にくい 

○個人情報の問題があり、民生委員と自治会の連携が難しい地域がある 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 防災対策の推進 

施策の方向性 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人などの災害時要援護者（※）を把握するとともに、災害時の準

備を整え、迅速な対応ができるような体制づくりに努めます。 

それぞれの役割 

市 

●災害発生時において、要援護者が迅速かつ安全に避難できるような体制づく

りに努めます。 

・災害時要援護者名簿を作成し、活用方法を検討します。 

・福祉施設を災害発生時の要援護者のための避難所にできるよう、各施設事

業者と協議します。 

社会福祉協議会 
●要援護者を災害時に支援するボランティアを養成します。 

●災害ボランティアセンター（※）の運営の体制づくりに努めます。 

民生委員児童委員 

●地域で助け合いの意識を高め、災害時要援護者の避難支援に取り組みます。

・災害時要援護者名簿の作成に協力します。 

・日頃から地域の災害時要援護者へ声かけをします。 

・自治会、自主防災組織などと連携し、災害時要援護者の避難を支援します。

・災害発生時に要援護者の安否確認を行います。 

地 域 

●地域で助け合いの意識を高め、災害時の避難支援の取り組みに努めます。 

・日頃から地域の災害時要援護者の声かけに努めます。 

・災害時要援護者も参加する防災訓練を行い、積極的な参加に努めます。 

・民生委員児童委員（※）、自治会、自主防災組織などと連携し、災害時要援

護者の避難支援に努めます。 

・地域の自主防災組織の活動の充実に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 防災ボランティア講座等の開催 

（２）防災・防犯対策の推進 

① 防災対策の推進 

地域での見守り体制が充実したまち 

② 防犯対策の推進 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 
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 ② 防犯対策の推進 

施策の方向性 

子どもや高齢者、障がいのある人などが犯罪に巻き込まれないよう、見守り活動や声かけ運

動を推進します。 

それぞれの役割 

市 

●地域による見守り活動の推進のための支援に努めます。 

●防犯灯の設置など、防犯のための環境整備を支援します。 

●不審者や悪徳商法などの情報提供に努めます。 

社会福祉協議会 

●高齢者の見守り活動、児童生徒への登下校の声かけ運動などを支援しま

す。 

●地域で防犯活動をするボランティアを養成します。 

民生委員児童委員 ●子どもや高齢者などの見守りや声かけに努めます。 

地 域 

●地域による見守り活動の推進に努めます。 

・小中学校の登下校時の見守り活動の実施に努めます。 

・「こどもを守る所」（※）の設置に協力します。 

・防犯の意識を高め、知識を身に付けるよう努めます。 

・自家用車や自転車に防犯パトロールのステッカーを貼付するなど、 

防犯パトロールの実施に努めます。 

・学校、ボランティア、警察、保護者との連携・連絡のできる関係を 

つくり、地域の安全を守るよう努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

地域見守り活動助成の推進 56 ケ所 67 ケ所

防犯ボランティア講座等の開催 
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（３）安心して住み、外出できる環境づくり 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

 高齢者や障がいのある人、子ども連れの親が外出したり、社会参加したりするためには、

安心して歩ける幅の広い歩道や公共施設の段差の解消など、ユニバーサルデザイン（※）に基

づく、安心して外出できる環境づくりが求められています。また、高齢者や障がいのある

人が安心して住めるように、住宅のバリアフリー化が求められています。 

 アンケート調査によると、現在住んでいる小学校区での「公共交通機関は利用しやすい

と思うか」では、『思わない』が５割を超えており、利用しやすい公共交通機関や、医療機

関への通院などの際の移動手段の確保が求められています。今後、高齢者や障がいのある

人、さらには子ども連れの親などが、安心して外出し、社会参加の機会をつくることがで

きるよう、地域とも協力しながら取り組んでいくことが大切です。 

 一方、外出支援を進めていくうえでは、交通安全の意識を高めることも大切です。地域

懇談会や専門部会での意見においても、自転車の交通マナーの改善や交通安全施設の再点

検などがあげられています。 

今後、これらの課題をふまえ、誰もが安心して住み、外出できる環境づくりを進めてい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○歩道が狭く段差がある 

○道路案内板を増やしてほしい 

○路上駐車が多く、車椅子が通れない 

○通学路の交通量が多く危険である 

○道路のバリアフリー化がされていない 

○市役所、福祉センターなどに行けるバスがほしい 

○おかげバス路線の見直しをしてほしい 

○自転車の無灯火が多い 

○中学生以上大人も含め交通マナーの教育が徹底されていない 

○地下道の手すり、階段が整備されていない 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① バリアフリー（※）の推進 

施策の方向性 

利用者の視点や声をもとに、住宅や施設・道路のバリアフリー化を進めるとともに、ノーマ

ライゼーション（※）の理念の普及に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●誰もが利用しやすい施設や道路の整備に努めます。 

●福祉教育や人権教育の充実に努めます。 

●住宅のバリアフリー化を推進します。 

社会福祉協議会 

●福祉教育などの機会を通じて、バリアフリー、ユニバーサルデザイン（※）

について啓発します。 

●住宅改修等に関する相談に応じます。 

民生委員児童委員 

地 域 

●利用者の視点から地域の危険箇所の把握に努め、関係機関への情報提供

に努めます。 

●一人ひとりがノーマライゼーションの意識を高めるために、地域住民や

関係事業所等の参加による学習機会の提供に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
福祉教育の推進 
サマーボランティアスクールの開催 
福祉出前トークの開催 

（３）安心して住み、外出できる環境づくり 

① バリアフリーの推進 バリアフリーが充実したまち 

② 移動手段の確保 
 

高齢者・障がいのある人が安心して 

外出できるまち 

 

施策 

③ 交通安全意識の向上 

実現を目指す伊勢市の将来像 
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 ② 移動手段の確保 

施策の方向性 

高齢者や障がいのある人でも外出しやすい移動手段の確保に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●高齢者や障がいのある人などの交通機関利用を支援します。 

・高齢者に乗合バス運賃の助成をします。 

・障がいのある人に公共交通機関の利用料金割引についての情報を提供

します。 

・福祉有償運送事業（※）の普及促進に努めます。 

社会福祉協議会 
●高齢者や障がいのある人などへの移動手段の情報提供に努めます。 

●地域で介助を支援できる方々を養成します。 

民生委員児童委員 
●日常的な見守り活動の中で、高齢者や障がいのある人などの移動手段の

情報提供に努めます。 

地 域 ●病院や買い物などへの乗り合わせに協力します。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
介助ボランティア講座等の開催 
ガイドヘルパー（注１）事業普及促進 

（注１）ガイドヘルパー：障がいをもつ方の外出を介助し、自立と積極的な社会生活を促進しサポートし

ます。 

 

 

 ③ 交通安全意識の向上 

施策の方向性 

交通安全教室などの機会を通じて、運転者や歩行者の交通安全意識の向上に努めます。 

それぞれの役割 

市 ●交通安全教室などを開催し、交通マナーの向上に努めます。 

社会福祉協議会 
●ふれあいいきいきサロンや会食サービスなどの交流の機会に、交通安全

教室などを開催します。 

民生委員児童委員 
●日常的な見守り活動の中で、子どもや高齢者などに交通安全を呼びかけ

ます。 

地 域 
●交通安全教室などへの参加に努め、交通安全に関する知識や技術を身に

付けます。 
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（４）医療体制の充実 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  誰もが安心して地域で生活していくうえでは、必要なときに適切な医療が受けられる医

療体制の充実が必要となっています。 

  アンケート調査によると、「現在住んでいる小学校区で、近くに病院などの医療機関があ

り安心であると思うか」では、一般市民で５割以上、中学生で４割以上の人が『思う』と

回答しています。 

しかし、地域懇談会や専門部会での意見をみると、通院手段の確保や往診してくれる医

師の確保などの意見がだされており、生活する場や地区により医療体制に対する感じ方が

異なっています。また、全国的にも医療従事者の不足、偏在などにより安全安心な医療提

供体制の確保が困難になってきています。 

  今後、こうした状況に対応できるよう、かかりつけ医をもつとともに、医療・保健・福

祉機関が連携し、相互に補完し合いながら医療体制の充実を図っていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○医療機関が少ない、近くにない 

○往診してくれる医師が少ない 

○道路が狭く救急車が入れない 

（４）医療体制の充実 

① 医療体制の充実 
医療体制が整い安心して医療が 

受けられるまち 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 
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《一次救急と二次救急》 

一次救急医療機関（かかりつけの医院や休日・夜間応急診療所）で対応できる人が、休

日や夜間に、二次救急医療機関（山田赤十字病院や伊勢総合病院）を直接訪れ、受診する

事例が増えると、重症救急患者の対応を行う二次救急医療機関に影響がでます。 

風邪など比較的軽症の場合は、まず一次救急医療機関を利用してください。 

 

   

 

 ① 医療体制の充実 

施策の方向性 

かかりつけ医の普及をはじめ、各関係機関の連携による医療体制の充実を図ります。 

それぞれの役割 

市 

●かかりつけ医を持つよう、啓発します。 

●休日・夜間応急診療所による一次救急医療体制の確保に努めます。 

●救急医療のかかり方など情報発信に努めます。 

社会福祉協議会 
●救急医療体制の啓発に努めます。 

●各種在宅福祉サービス事業を通じ、医療機関との連携強化を図ります。

民生委員児童委員 
●日常的な見守り活動の中で、高齢者などに救急医療のかかり方について

の情報提供に努めます。 

地 域 
●かかりつけ医を持ち、適切な受療行動がとれるよう心がけます。 

●救急医療のかかり方についての知識を身に付けるよう努めます。 
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休日・夜間応急診療所
（内科・小児科）
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かかりつけ医が不
在で内科小児科を
受診したいとき



 59

 

３．地域で支える子育てのまちづくり 

 

（１）安心して子どもを産み、育てられる環境づくり 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  共働き家庭が増加する中、核家族化の進行や近所付き合いの減少などにより、子育てと

仕事の両立に悩む家庭が増えてきています。こうした状況を背景に、子育てを地域で支え

ていくことが求められています。 

  地域懇談会や専門部会でも、育児への不安を解消するために母親同士が集い相談できる

場や、子育て支援に関する情報提供の必要性、子どもたちが交流できる場の必要性などが

指摘されています。 

  今後、地域の中で安心して、子どもを育てることができるよう、子育てをしている母親

や子どもたちが交流できる場の確保、子育てに関する情報提供に努めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○共働き夫婦のための乳幼児受入施設が必要である 

○児童館が近くにない 

○就学前の子育て支援の実情を知りたい 

○子どもを預け、安心して働ける環境づくりが必要である 

○子育て中の母親たちが集える場を増やしてほしい 

○子育て情報を周知するシステムをつくってほしい 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 子育てを地域で支えるための仕組みづくり 

施策の方向性 

子育てサロンや障がい児サロンをはじめ、地域の関係団体や機関が連携しながら、地域で子育

てを支えるための支援体制を構築します。 

それぞれの役割 

市 

●地域で安心して子育てができるよう、各関係機関の充実を図ります。 

・子どもを預け安心して働ける環境づくりに向けて、保育所・放課後児童

クラブ（※）・子育て支援センター（※）の充実を図ります。 

・保健師による赤ちゃん訪問や気軽に相談できる体制づくりに努めます。

社会福祉協議会 

●子育てサロンや障がい児サロンなどの充実を図り、保護者同士の交流の場

づくりに努めます。 

●共働き家庭の子育てを支援します。 

民生委員児童委員 

●主任児童委員を中心に相談体制の充実を図ります。 

●子育てサロンや障がい児サロンなど、地域での子育て支援活動に協力しま

す。 

地 域 

●子育てサロンや障がい児サロンなどの充実と親同士のつながりの場の確保に

努めます。 

●子育て支援センターやファミリーサポートセンター（※）を活用します。 

●こども会活動の活性化に努めます。 

 

 

（１）安心して子どもを産み、育てられる環境づくり 

① 子育てを地域で支えるための 

仕組みづくり 

② 子育て支援に関する情報の提供 

安心してこどもを産むことができ、 

子育て支援も充実しているまち 

 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 

家庭での子育てを地域のみんなで支え

るまち 



 61

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

こども会等行事助成（注 1）の推進 106 ケ所 111 ケ所

子育て・障がい児サロン（注 2）の普及促進 
児童館・放課後児童クラブの運営 
子どもを持つ親の交流事業の推進 

（注 1）こども会等行事助成：こども会、親子会、自治会などが子どもを中心に行っている行事に助成し

ます。 

（注 2）子育て・障がい児サロン：子育ての当事者、乳幼児、障がい児などが、地域で孤立しないために、

民生委員児童委員や地域住民の協力を得て、気軽に集える交流の場です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子育て支援に関する情報の提供 

施策の方向性 

インターネットや冊子などを活用し、相談窓口やサークル活動など、子育て支援に関する情

報を提供します。 

それぞれの役割 

市 
●ホームページや広報などで、市内の子育て支援に関する情報を提供しま

す。 

社会福祉協議会 
●ホームページや冊子などを活用し、市内の子育て支援に関する情報を提

供します。 

民生委員児童委員 
●日常的な見守り活動の中で、子育て支援に関する情報の提供に努めま

す。 

地 域 ●子育て支援に関する情報の収集に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 社協だよりの発行やホームページの活用 
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（２）子どもたちが地域で学び遊べる環境づくり 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  子どもたちの健やかな成長を支えるうえでは、地域の人とふれあいながら、安心して学

び遊ぶことができる環境が必要です。 

  アンケート調査によると、現在住んでいる小学校区において「公園やグラウンドなど子

どもの遊び場が多いと感じるか」では、一般市民で 5 割以上の人が少ないと感じています。 

また、地域懇談会や専門部会の意見では、遊び場に関する情報の提供や、子どもの遊び

場としてだけでなく幅広い世代の交流の場として公園を活用することが求められています。 

  さらには、少子化や核家族化の進行にともない、地域のつながりが希薄となっている中、

子ども同士が集まる機会であるこども会活動などの地域の行事や地域を知るための機会も

減少しているといえます。今後、地域内での交流や地域の行事、さらには食育（※）といっ

た新たな分野を生かしながら、地域のことを知る機会をつくることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○外で遊ぶ子どもを見かけなくなった 

○自宅付近に安心して、遊ぶ場所がない 

○子どもに遊ぶ楽しさを親が教える必要がある 

○公園が地域の交流の場になるような環境整備が重要である（幼児～高齢者まで） 

○世代を超えての交流ができる機会が必要である 

○さまざまなイベントはあるが、利用方法を知らない人が多い（情報源） 

○こども会の盆踊りがなくなった 

○親子会活動（こども会）に活気がない 

○子どもが話し合える場がない 

○家庭の味を大切にすることを子どもたちに伝える必要がある 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 安全な子どもの遊び場の提供 

施策の方向性 

子どもの遊び場の安全性を確保するとともに、公園などの交流の拠点となる場の情報提供に

努めます。 

それぞれの役割 

市 ●子どもが安心して遊べる場として公共施設の整備と活用に努めます。 

社会福祉協議会 

●子どもが安心して遊べるよう、自治会などが管理する遊具などの整備を

支援します。 

●児童館の利用促進を図ります。 

民生委員児童委員 ●子どもの遊び場の安全性を確保するため、関係機関と連絡調整します。

地 域 

●公園の見守りボランティアの結成に努めます。 

●公民館など、地域にある施設の開放に努めます。 

●遊び場マップなどの作成により、地域の遊び場の情報提供に努めます。

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
児童公園遊具等整備助成（注１）の充実 
児童館の運営 

 

（注１）児童公園遊具等整備助成：自治会などが管理する、公園の遊具などの設置及び修理に対し助成し

ます 

 

（２）子どもたちが地域で学び遊べる環境づくり 

① 安全な子どもの遊び場の提供 

② 子どもたちの交流の促進 

 

こどもたちが地域で楽しく学び 

遊べるまち 

 

施策 

③ 食育を通じた地域を知る機会の

拡充 
みんなで食育に取り組めるまち 

実現を目指す伊勢市の将来像 
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 ② 子どもたちの交流の促進 

施策の方向性 

こども会活動の活性化や交流するための機会の提供により、子どもたちの参加と交流の促進

を図ります。 

それぞれの役割 

市 
●子どもを中心とした世代間交流を進めるため、公共施設の利用促進に 

努めます。 

社会福祉協議会 

●地域のこども会活動の行事や交流会などを支援します。 

●地域の体育館や公民館などを有効に活用し、世代間交流の促進に努めま

す。 

民生委員児童委員 ●子どもを中心とした行事や世代間交流の促進に協力します。 

地 域 

●子どもが楽しく遊べる行事やイベントを通じて子どもたちの交流の機

会づくりに努めます。 

・こども会活動など子どもを中心とした活動の充実に努めます。 

・子どもたちの意見を聞く機会を増やすよう努めます。 

・子どもたちに地域のことを知ってもらう機会づくりに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

こども会等行事助成の推進 106 ケ所 111 ケ所

三世代交流事業の推進 1 ケ所 24 ケ所
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③ 食育（※）を通じた地域を知る機会の拡充 

施策の方向性 

食の大切さを学ぶとともに、食を通じて地域内での交流を促進し、地域のことを学ぶ機会を

つくります。 

それぞれの役割 

市 

●食育推進計画に基づき、関係課が連携し食育を推進します。 

・学校給食などを通じて、子どもたちへの食育を進めます。 

・地域での食育推進活動を支援します。 

社会福祉協議会 ●食育に知識があるボランティアと連携を図り、活動の場を提供します。

民生委員児童委員 ●食育推進に協力します。 

地 域 

●食を通じて、子どもたちが地域のことを学ぶ機会づくりに努めます。 

・地域の特性（農業・漁業等）を活かした体験する機会づくりに努めま

す。 

・郷土食などの伝統料理を伝えるとともに、地域の特色や歴史を学ぶ機

会づくりに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み ボランティアセンター事業の充実 
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（３）子どもたちが安心して健やかに成長できる環境づくり 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  近年、子どもが巻き込まれる犯罪が多発している中、子どもたちを地域で見守り、子ど

もたちがすくすくと育つことができる環境づくりが求められています。 

  アンケート調査によると、現在住んでいる小学校区において「子どもがのびのびと成長

できる環境があると思うか」では『思う』との回答が６割程度と高くなっていますが、「街

灯が整備され、夜道も安心であると感じるか」「何かあった時に、子どもが駆け込める場所

があるか」では、『思わない』が５割程度の回答となっており、子どもが安心できる環境を

さらに整備していく必要があるといえます。特に、「街灯が整備され、夜道も安心であると

感じるか」については、中学生アンケート調査では６割以上が『いいえ』と回答しており、

その必要性は高くなっています。 

  こうした中、子どもたちの登下校時などの見守り活動が行われていますが、見守り活動

への参加者が少ないなど、課題が指摘されています。今後、子どもたちが安心して地域で

生活できるよう、見守り体制の充実を図る必要があります。 

  また、大人たちが見守りを行うだけでなく、学校教育などを通じて、子どもたち自身が

犯罪などから身を守るための危機回避能力を高めることも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○子どもの見守りをする人が少なく、負担が大きい 

○通学パトロールなどにＰＴＡの参加が少ない 

○防犯と“のびのび”のバランスが大切である 

○大人が危険から守りすぎているので、子どもが自由に遊べない環境である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 子どもの安全の確保 

施策の方向性 

学校や地域の団体などとの連携のもと、地域での見守り体制の充実を図ることにより、子ど

もの安全を確保し健やかに成長できる環境づくりに努めます。 

それぞれの役割 

市 

●子どもが犯罪や事故に巻き込まれないよう安全の確保に努めます。 

・学校教育などを通じて、子どもが自分自身を守ることができるよう、

防犯教育を行います。 

・不審者情報の提供に努めます。 

・犯罪予防や交通安全、青少年の健全育成について啓発します。 

・定期的にパトロールを実施し、子どもたちの見守りに努めます。 

社会福祉協議会 
●地域の見守り活動、児童生徒への登下校の声かけ運動を支援します。 

●地域で防犯活動をするボランティアを養成します。 

民生委員児童委員 ●登下校時の声かけなど、地域での子どもの見守り活動に協力します。 

地 域 

●子どもの地域での見守りに努めます。 

・登下校時や子どもの集まる場所などで、日常に根ざした見守り、声か

けに努めます。 

・子ども同士の集団登下校や、親が近所を一緒に歩くなど、登下校時の

安全を守れるよう努めます。 

・「こどもを守る所（※）」の設置に協力します。 

・学校と連絡を取り合い、不審者などの情報提供に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

地域見守り活動助成の推進 56 ケ所 67 ケ所

防犯ボランティア講座等の開催 

（３）子どもたちが安心して健やかに成長できる環境づくり 

① 子どもの安全の確保 
こどもたちが安心して健やかに 

成長していけるまち 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 
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４．健やかで生きがいのあるまちづくり 

 

（１）高齢者や障がいのある人が生きがいをもって活動できる場や機会づくり 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

 高齢者や障がいのある人の生きがいのひとつとして、地域の人々とのふれあいは重要で

あり、こうした活動の場や機会づくりが求められています。 

  アンケート調査によると、現在住んでいる小学校区において「高齢者が生きがいをもっ

て活動しているかどうか」また「障がいのある人が生きがいをもって活動しているかどう

か」をみると、双方ともに『思わない』割合が『思う』を上回っています。また、高齢者

と障がいのある人との傾向では、高齢者に比べ、障がいのある人のほうが『思わない』割

合が高く、障がいのある人と接する機会の少なさと関連していることが考えられます。今

後、障がいのある人への理解を深めるためにも、障がいのある人との交流の場や機会の確

保が必要となっています。 

  一方、地域懇談会や専門部会での意見をみると、高齢者の生きがいづくりとしては、「老

人が楽しく交流できる場がない」「高齢者がサークル活動に参加するきっかけが必要」とい

った高齢者同士が交流する場や機会が求められています。 

今後も地域サロンの開催や老人会での催しなどを通じて、生きがいづくり活動や交流の

機会を拡充するとともに、地域の既存施設などを活用し、交流の場の確保を進めていくこ

とが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○高齢者が楽しく交流できる場がない 

○集会場がない 自治会内にほしい 

○高齢者がサークル活動に参加するきっかけづくりが必要である 

○障がいのある人の生きがいの場が必要である 

○障がいのある人が外出しやすい環境づくりが必要である 

○隣り近所の支え合いと環境づくりが必要である 

○趣味を取り入れた仲間づくりが必要である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 高齢者の交流の場や機会の確保 

施策の方向性 

高齢者の交流の促進に向け、既存施設の活用をはじめ、市や自治会、各種団体が協働しなが

ら、機会の確保に努めます。 

それぞれの役割 

市 ●高齢者の交流を進めるため、公共施設の利用促進に努めます。 

社会福祉協議会 

●高齢者サロンや高齢者会食サービスなどの充実を図り、高齢者の外出機

会と交流の促進を図ります。 

●高齢者対象の生きがい活動等、講座の充実を図ります。 

民生委員児童委員 
●高齢者サロンや高齢者会食サービスなどの機会を通じて、交流の促進に

協力します。 

地 域 

●高齢者の交流できる場や機会づくりに努めます。 

・高齢者サロンや会食会などの仲間づくりの場や機会の確保に努めます。

・福祉施設入所者と地域住民との交流の機会づくりに努めます。 

・作品展や発表会、スポーツ交流などを通じて、仲間同士の交流に努め

ます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 現状値 H25 目標値 

高齢者会食サービスの普及促進 29 ケ所 44 ケ所

高齢者サロン（注１）の普及促進 
高齢者教室（注２）の充実 

（注１）高齢者サロン：65 歳以上の高齢者が、地域で孤立しないために、民生委員児童委員や地域住民

の協力を得て開催される交流の場です。 

（注２）高齢者教室：高齢者の社会参加及び文化活動の促進を目的に高齢者を対象にした生きがい活動教

室です。 

（１）高齢者や障がいのある人が生きがいをもって活動できる場や

機会づくり 

① 高齢者の交流の場や機会の確保 
高齢者が生きがいを持って活動できる

場があるまち 

② 障がいのある人の交流の場や 

機会の確保 

障がいのある人が生きがいを持って活

動できる場があるまち 

施策 実現を目指す伊勢市の将来像 
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 ② 障がいのある人の交流の場や機会の確保 

施策の方向性 

障がいのある人の交流の促進に向けて、障がいに対する理解の促進やボランティアによる支

援、交流の場づくりに努めます。 

それぞれの役割 

市 
●障がいのある人同士の交流や、障がいのある人とない人の交流の促進に

努めます。 

社会福祉協議会 

●障がいのある人とボランティアとの交流を支援します。 

●障がいのある人が集う事業の充実に努めます。 

●障がい者団体・障がい者施設等の活動を支援します。 

民生委員児童委員 ●障がいのある人が参加しやすい交流の場や機会づくりに協力します。 

地 域 

●障がいのある人が参加しやすい交流の場や機会づくりに努めます。 

・音楽や踊り、絵画などの趣味を通じた交流の機会づくりに努めます。

・町内のまつりなどの行事の企画から、参画を進めます。 

●障がいのある人への理解を深めるため、体験学習などの参加に努めま

す。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み

障がい者スポーツ大会など各種イベントの開催 
障がい者施設の運営 
福祉団体助成 

福祉施設等助成（注１） 

（注１）福祉施設等助成：授産所、養護施設、母子施設、保育所、学童クラブ等が地域と協働して実施す

る交流会等へ支援することを目的とした助成です。 
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（２）健康づくりの推進 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

  平均寿命が延伸する一方、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの生活習慣病が増加して

います。また、高齢化の進行にともない、認知症や寝たきりなどの要介護状態になる人が

増加しており、医療費や介護負担の増大などが大きな社会問題となっています。 

  このため、健康づくりについては、生活習慣病の改善や運動をすることにより、生活習

慣を見直し、予防する一次予防を重視することが必要となっています。 

また、身近な地域で誰もがいきいきと生活するためには、健康であることが大事であり、

健康づくりに対する知識を身に付けたり、自分に合った健康づくりに取り組むことが求め

られています。  

アンケート調査結果をみると、市民の暮らしの中で感じる不安や悩みとしては、『自分や

家族の健康に関すること』が最も高く、健康づくりに関する関心は高くなっています。現

在住んでいる小学校区において「体育館など運動のできる場が多いと感じるか」では、一

般市民で『思わない』が 6 割を超え高くなっています。地域活動に参加していない理由で

は、『体調がすぐれないから』といった理由で地域活動に参加していない割合も比較的高く、

地域活動に関心はあるものの、体調面に問題があり、参加していない人もいることが推察

されます。 

  こうした結果から、地域活動への参加者を増やすうえでも、健康づくりに対する意識を

高めていくことが必要です。 

  また、健康づくりは仲間づくりや生きがいづくりともかかわりが深いため、健康づくり

のための運動やイベントの機会を通じて、世代間交流や社会参加の機会としていくことも

大切です。 

  今後、こうした健康づくりへの関心を実践に変えていけるよう、健康診断の充実や健康

づくりに関する環境整備に努め、市民の自主的な健康づくりを支援していくことが大切で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○男性にどのように参加してもらえるかが今後の課題である 

○親子で参加してもらえるような行事が必要である 

○近所で健康診断が受けられない 

○高齢者の健診を多く実施してほしい 

○健康づくり教室などの周知が不足しているため、参加者が少ない 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 健康づくり活動の推進 

施策の方向性 

健康づくりを実践することができるよう、さまざまな媒体での情報提供をはじめ、人が集まる

機会を通じて、地域に住む人の健康意識の高揚と交流の促進を図ります。 

それぞれの役割 

市 

●健康づくりに関する情報提供や啓発に努めます。 

・広報やケーブルテレビなどを活用し、年代に応じた健康づくりに関する情

報の提供に努めます。 

・地域へ出向き、健康づくりに関する講話の実施に努めます。 

●地域における健康づくり活動のリーダーとなる人材の育成を図ります。 

社会福祉協議会 
●健康づくりを推進するボランティアを養成します。 

●介護予防のための健康づくりを支援します。 

民生委員児童委員 ●日常的な相談活動の中で、健康づくりに関する情報提供に努めます。 

地 域 

●健康づくりに関する情報の収集に努めます。 

・健康づくりに関する講座などへの参加に努めます。 

●健康づくりに関する講座や講話の機会づくりに努めます。 

・幅広い世代が参加できるような講座の開催に努めます。 

・医師などによる講話の機会づくりに努めます。 

・健康づくりリーダーなど健康に関する知識をもった人の活用に努めます。

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み
健康づくりボランティア講座等の開催 
地域包括支援センターの運営 

（２）健康づくりの推進 

① 健康づくり活動の推進 
健康づくりの知識を身に付けられるまち 

施策 

② 健康づくりを進めるための環境

づくり 

健康づくりの運動ができる環境の整っ

たまち 

③ 健康診断の受診の促進 
いつでも各種の健康診断が受けられる

まち 

実現を目指す伊勢市の将来像 

年代に合った健康づくりが実践できるまち 
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 ② 健康づくりを進めるための環境づくり 

施策の方向性 

既存施設の活用や各団体などと連携しながら、運動などの健康づくりに取り組める機会や場

の確保に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●健康づくりを継続して実践するための場づくり・環境づくりに努めます。 

・いつでもどこでも実践できるウォーキング講座の開催やウォーキング

マップの作成に努めます。 

・地域と協働してウォーキング大会を開催します。 

社会福祉協議会 

●健康づくりに関する備品などを貸出します。 

●各種スポーツ大会などを支援します。 

●健康づくりを推進するボランティアを養成します。 

民生委員児童委員 ●健康づくりに関する機会や場の情報提供に努めます。 

地 域 

●身近な場所で気軽に体を動かせる機会をつくるとともに積極的な参加

に努めます。 

・一年を通じてのラジオ体操やウォーキング など 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み
レクリエーション等物品貸出しの実施 
健康づくりボランティア講座等の開催 
後援事業の推進（スポーツ大会など） 

 

 ③ 健康診断の受診の促進 

施策の方向性 

自分自身の体に関心をもち、健康管理を行うことができるよう、市や地域が連携しながら、

さまざまな機会を通じて健康診断受診の呼びかけに努めます。 

それぞれの役割 

市 

●広報やケーブルテレビ、健康に関する講演会など、あらゆる機会を通じ

て健（検）診についての情報提供と受診勧奨を行います。 

●がん検診の要精密検査の受診勧奨など、健康診断後のフォローを行います。

社会福祉協議会 ●健康診断に関する情報を地域包括支援センターなどで提供します。 

民生委員児童委員 ●ひとり暮らし高齢者などに、健康診断についての情報提供に努めます。

地 域 
●健康に関する講座などを通じて、健康診断を受けるように啓発に努めま

す。 
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（３）高齢者や障がいのある人の社会参加や就労の促進 

 

◆◇◆現状と課題◆◇◆ 

 

 高齢者が培ってきた豊富な知識、技能、経験を地域で活かすことは、高齢者の生きがい

につながるとともに、地域の活性化に不可欠であり、こうした経験などを活かした高齢者

の地域活動への参加の促進や就労を望む高齢者への就労支援が求められています。 

 一方、地域懇談会や専門部会での意見をみると、障がいのある人においては、移動手段

の確保や介助者の必要性をはじめ、障がいのある人への理解を深め、社会参加を促進して

いくことが求められています。 

また、障がいのある人の雇用や働く場づくりが課題となっています。地域懇談会や専門

部会での意見では、障がいの度合いや障害種別に応じた就労のあり方の必要性が指摘され

ています。  

今後、一般就労だけでなく、その人に合った就労支援を進め、社会参加の促進を図って

いくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域懇談会や専門部会での意見】 

 

○障がいのある人を見守れる地域、町内、隣保の組織づくりが必要である 

○障がい者団体は９団体あるが、他の団体との交流ができていない 

○障がいのある人に対する理解ではなく、障がいを理解するところから始めるべきである

○難聴者のシンボルマークなどを知らない人が多い 

○就労の訓練をしているが、受け入れてくれる仕事場が少ない 

○雇用できる場所づくりが必要である 

○障がいの度合いに応じた就労形態（作業）が必要である 

○一般企業の就業者の理解を得たワークシェアリング（※）が必要である 
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◆◇◆施策の方向性◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 高齢者の地域活動や社会参加の促進 

施策の方向性 

高齢者が地域活動などに参加できるよう、情報提供をはじめ、コーディネート機能の強化に努め

ます。また、市や社会福祉協議会、各種団体などが連携しながら、活動の活性化を図ります。 

それぞれの役割 

市 ●老人クラブ活動など高齢者の地域活動を支援します。 

社会福祉協議会 

●地域活動を行う高齢者と各種団体をコーディネートします。 

●地域活動やボランティア活動の情報発信とボランティアの養成に努めます。 

●高齢者団体の活動を支援します。 

民生委員児童委員 
●日常的な高齢者への訪問活動の中で、地域活動への参加の呼びかけや情報

提供に努めます。 

地 域 
●老人クラブなど高齢者の地域活動の紹介に努めます。 

●地域づくりやボランティア活動の積極的参加に努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
福祉団体助成（注１）の推進 

地域ボランティア講座等の開催 

（注１）福祉団体助成：福祉団体への活動を支援することで、会員相互の交流と発展を図ることを目的と

した助成です。 

（３）高齢者や障がいのある人の社会参加や就労の促進 

① 高齢者の地域活動や社会参加の

促進 

高齢者が生きがいを持って活動できる

場があるまち 

② 高齢者への就労支援 就労を望む高齢者に働く場があるまち 

施策 

③ 障がいのある人への理解の促進 

④ 障がいのある人の社会参加の 

促進 

障がいのある人が社会参加しやすい 

まち 

⑤ 障がいのある人への就労支援 

実現を目指す伊勢市の将来像 

障がいのある人の自立を支援するまち 

障がいのある人に働く場があるまち 



 76

 

 ② 高齢者への就労支援 

施策の方向性 

シルバー人材センター（※）や公共職業安定所（ハローワーク）、企業などの協力のもと、就労

に関する情報提供や相談支援の充実を図ります。 

それぞれの役割 

市 

●シルバー人材センターの機能強化を支援します。 

●公共職業安定所などの関係機関と連携し、高齢者雇用に関する情報提供

に努めます。 

社会福祉協議会 

民生委員児童委員 

●就労に関する相談に応じ、シルバー人材センターなどの関係機関を紹介

します。 

地 域 ●シルバー人材センターの利用に努めます。 

 

③ 障がいのある人への理解の促進 

施策の方向性 

障がいのある人への理解の促進に向けて、啓発に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●ノーマライゼーション（※）の理念を浸透させていく啓発活動に努めま

す。 

●学校における福祉教育の充実に努めます。 

社会福祉協議会 ●障がいのある人への理解を深める取り組みを推進します。 

民生委員児童委員 
●障がいについての正しい理解と認識を深めるとともに、啓発活動に協力

します。 

地 域 ●障がいについての正しい理解と認識を深めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み
福祉教育の支援 
サマーボランティアスクールの開催 
福祉出前トークの開催 
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 ④ 障がいのある人の社会参加の促進 

施策の方向性 

障がいのある人が社会参加しやすいよう、障がいのある人をサポートする人を増やすととも

に、社会参加の機会の拡充に努めます。 

それぞれの役割 

市 

●障がいのある人やその家族への相談機関の周知と相談活動の充実に努

めます。 

●手話通訳者など、障がいのある人をサポートする人の養成・確保に努め

ます。 

社会福祉協議会 ●障がいのある人をサポートできる人材を確保します。 

民生委員児童委員 
●障がいのある人やその家族の相談に応じ、関係機関と連携して社会参加

のサポートに努めます。 

地 域 ●地域行事などへの参加の呼びかけに努めます。 

 

社会福祉協議会の具体的な取り組み 
介助ボランティア講座等の開催 
ガイドヘルパー事業の普及促進 

 

 ⑤ 障がいのある人への就労支援 

施策の方向性 

障がいのある人がその人に応じた就労ができるよう、働く場の確保や情報提供により、働く

ための支援に努めます。 

それぞれの役割 

市 
●公共職業安定所などの関係機関と連携し、就職面接会などの情報提供 

等、障がいのある人の雇用機会の拡大に努めます。 

社会福祉協議会 

民生委員児童委員 

●就労に関する相談に応じ、公共職業安定所などの関係機関を紹介しま

す。 

地 域 ●障がいのある人への理解を深め、働きやすい環境づくりに努めます。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

本計画では、第３章において『みんなの絆と“地域の力”で育む心豊かなまち』を基本

理念として定めています。また、第４章においては、地域懇談会や専門部会などで検討さ

れたアイディアをもとに具体的な取り組みを提示しています。 

これらのことを実行・実践し計画を推進することが重要であることから、以下のような

方策や仕組みづくりが必要となります。 

 

１．地域福祉計画推進会議（仮称）の設置 

 

計画を推進するために、有識者、福祉関係者、地域住民の代表などで構成される「地域

福祉計画推進会議（仮称）」を設置し、計画の周知や推進方法について検討するとともに、

計画の評価・進行管理を行います。また、計画の進捗状況については、ホームページなど

で随時公表します。 

 

 

２．市役所内の推進体制の整備 

 

本計画は、保健、医療、福祉、教育、交通、雇用、住宅、防災、防犯などさまざまな分

野にわたっていることから、市役所内の関係各課の情報の共有化と連携を図り、地域福祉

の視点から総合的に施策が推進されるよう取り組みます。 

 

 

３．地域福祉の推進を担う社会福祉協議会の役割 

 

平成 12 年の社会福祉法の改正により、社会福祉協議会が地域福祉の推進を担う中核的

な団体として明確に位置づけられました。本計画の推進にあたっても、各分野で伊勢市社

会福祉協議会が大切な役割を担います。 

〈社会福祉協議会の主な役割〉 

①各地域でのまちづくりに積極的に参画し、地域福祉の推進を図ります。 

②地域住民の福祉活動への参加をコーディネートします。 

③地域活動に対するノウハウの提供や相談体制の強化に取り組みます。 

④福祉課題の把握に努め、住民や市と連携し解決を図ります。 
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４．住民、関係団体等との連携 

 

地域では、自治会、民生委員児童委員（※）、ボランティア、福祉サービス提供事業者など

のさまざまな団体や組織が活動しています。これらの活動が互いに連携することにより、

“地域の力”がさらに強くなります。そのためには、地域での話し合いや情報交換ができ

るネットワークが必要です。市や社会福祉協議会は、地域でのネットワークづくりを支援

するとともに、地域住民や各種関係団体との協働による取り組みを推進します。 
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資 料 編 

 

１．策定経過 

 

年月日 事 項 

平成 20 年２月 25 日 幹事会 
検討委員会・推進委員会・地域懇談会に

ついて 

      3 月 10 日 幹事会 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の一本

化について 

       3 月 21 日 幹事会 専門部会の設置について 

      4 月 9 日 幹事会 業務委託内容について 

      4 月 21 日 

      5 月 12 日 

      5 月 29 日 

      6 月 16 日 

幹事会 今後のスケジュールについて 

      7 月 14 日 幹事会 アンケート内容について 

      ７月 23 日 まちづくり市民会議 地域福祉計画について 

       8 月 13 日 

       8 月 21 日 
幹事会 

アンケート内容について 

第 1 回策定推進委員会について 

      8 月 28 日 第 1 回策定推進委員会
正副委員長選出、計画の概要説明、アン

ケート調査の検討 

      9 月 25 日 

    ～10 月 10 日 
アンケート調査 

一般市民（20 歳以上）  4,000 人 

中学生（2 年生）     1,302 人 

       9 月 30 日 幹事会 地域懇談会について 

      10 月 15 日 まちづくり市民会議 専門部会の設置について 

      10 月 20 日 幹事会 第２回策定推進委員会について 

      10 月 24 日 第 2 回策定推進委員会 地域懇談会・専門部会の開催について 

       11 月  4 日 

    ～11 月 30 日 
地域懇談会 

24 小学校区で懇談会 

・地域の課題について 

延参加者数 261 人 

      12 月 8 日 

      12 月 22 日 

平成 21 年 1 月 10 日 

幹事会 専門部会の内容と進め方について 

      2 月 2 日 幹事会 
第２回・第３回専門部会の進め方につい

て 
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年月日 事 項 

      1 月 20 日 

      2 月 15 日 

      2 月 20 日 

専門部会 

（生きがいづくり・社会参

加に関する部会） 

      1 月 22 日 

      2 月 16 日 

      2 月 23 日 

専門部会 

（子どもに関する部会） 

      1 月 21 日 

      2 月 21 日 

      2 月 28 日 

専門部会 

（助け合い・おもいやりに

関する部会） 

      1 月 23 日 

      2 月 17 日 

      2 月 24 日 

専門部会 

（安心・安全に関する部

会） 

      1 月 24 日 

      2 月 18 日 

      2 月 27 日 

専門部会 

（健康づくりに関する部

会） 

地域の課題に対する解決策について 

     部会員   103 人 

     延参加者数 197 人 

3 月 9 日 

       3 月 13 日 
幹事会 計画素案について 

      3 月 23 日 まちづくり市民会議 計画素案について 

      3 月 25 日 第 3 回策定推進委員会 計画素案について 

      4 月 23 日 幹事会 計画素案について 

      5 月 8 日 第 4 回策定推進委員会 計画素案について 

7 月 1 日 

～７月 29 日 
パブリックコメント実施  

      8 月 31 日 第 5 回策定推進委員会 計画最終案決定 → 市長へ報告 
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２．地域懇談会及び地域福祉計画策定推進委員会専門部会の結果 

 

（１）開催経過 

 

■地域懇談会 

開催年月日 校区名 参加人数 開催年月日 校区名 参加人数

平成 20 年 11 月 4 日 四 郷  ９人 平成 20 年 11 月 22 日 宮 山  ３人 

平成 20 年 11 月 6 日 浜 郷  ８人 平成 20 年 11 月 23 日 小 俣  ８人 

平成 20 年 11 月 7 日 有 緝 １２人 平成 20 年 11 月 23 日 明 野  ６人 

平成 20 年 11 月 8 日 城 田 １０人 平成 20 年 11 月 24 日 大 湊  ７人 

平成 20 年 11 月 8 日 上 野  ４人 平成 20 年 11 月 24 日 御 薗  ６人 

平成 20 年 11 月 11 日 神 社 １６人 平成 20 年 11 月 25 日 北 浜 １４人 

平成 20 年 11 月 12 日 豊浜東  ６人 平成 20 年 11 月 26 日 中 島  ３人 

平成 20 年 11 月 14 日 豊浜西 １１人 平成 20 年 11 月 27 日 明 倫 １８人 

平成 20 年 11 月 15 日 二 見 １８人 平成 20 年 11 月 29 日 佐 八 １９人 

平成 20 年 11 月 17 日 東大淀 １６人 平成 20 年 11 月 29 日 進 修  ６人 

平成 20 年 11 月 19 日 早 修 １６人 平成 20 年 11 月 30 日 修 道  ９人 

平成 20 年 11 月 20 日 厚 生 １２人 平成 20 年 11 月 30 日 今一色 ２４人 

 
■専門部会 

部会名 開催年月日 

第 1 回 平成 21 年 1 月 20 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 15 日 生きがいづくり・社会参加に関する部会 

第 3 回 平成 21 年 2 月 20 日 

第 1 回 平成 21 年 1 月 22 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 16 日 子どもに関する部会 

第 3 回 平成 21 年 2 月 23 日 

第 1 回 平成 21 年 1 月 21 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 21 日 助け合い・おもいやりに関する部会 

第 3 回 平成 21 年 2 月 28 日 

第 1 回 平成 21 年 1 月 23 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 17 日 安心・安全に関する部会 

第 3 回 平成 21 年 2 月 24 日 

第 1 回 平成 21 年 1 月 24 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 18 日 健康づくりに関する部会 

第 3 回 平成 21 年 2 月 27 日 
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（２）意見 

 

地域懇談会及び専門部会での意見・アイディアは、「第４章 施策の展開」の中に抜粋し

て掲載されていますが、ここでは今後の具体的な地域での取り組みの参考とするために、

すべての意見・アイディアを「みんなのまちの計画（伊勢市総合計画）」第４章生活・健康・

福祉に掲げた 23 の将来像と関連づけし、５つの分野に分類して掲載します。（できる限り

原文に近い形で記載させていただきました）  

 

Ⅰ 生きがいづくり・社会参加 
     

将
来
像 

課題 解決策 

シルバー人
材センター
の拡充 

・シルバー人材センターに登録されている人へ働
く場の紹介 

・シルバー人材センターの事業拡大 
・人材センターの機能拡充（一般企業での雇用は

難しい）。話し合う場をセンター内につくる 
・今までの技術をいかして働くことのできるシル

バー人材センターの拡大 
・シルバー人材センターでの人材管理と有効活用

自治会によ
る就労支援

・老人の生きがいとして地域で仕事を創設する 
（要援護予備者が要援護者を介護する） 
・各町の老人会へ働く場の紹介 
・高齢者が情報交換できる場を提供する 
・三郷山、墓地、公民館の管理運営など、町内で

できる仕事を自治会で斡旋する。自治会にそう
いったシステムをつくる 

・自治会の協力 
・自治会の財産管理に地元の高齢者を活用する 
・家の近くで高齢者が集まれる場所づくりをして、

そこで行うことができる仕事を提供する 

企業として
の取り組み

・企業、高齢者の雇用に関する情報提供 
・自宅で行うことができる仕事を提供できる機関

や企業をつくる 

有償ボラン
ティアとし
ての高齢者
の活用 

・ボランティアの支援 
・子育て、学童保育（放課後児童クラブ）でパー

トやアルバイトでサポーターをする 
・仕事（有償ボランティア）最低賃金以下の仕事

の登録、情報提供 

行政による
情報提供 

・市役所・支所に高齢者の雇用相談の場を設ける
（伊勢市役所の中に高齢者のためのコーナーを
つくる） 

ハローワー
クによる支
援 

・高齢者の相談コーナーを設置する 
・高齢者用の求人情報（パソコン不可。大きい文

字で） 広報に入れる 

就
労
を
望
む
高
齢
者
に
働
く
場
が
あ
る
ま
ち 

高齢者がどんな仕事を望
んでいるかを知りたい 
→自分が選べるようにな
ればいい 

就労するた
めの支援 

・通勤が必要な場合に送迎する 
・在宅就労を進める 
・移動に負担 → 空家など集まる場所を設定

そこに企業から仕事を運ぶとか自宅でできる仕
事を提供してもらう 
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将
来
像 

課題 解決策 

場として 

・空家等を利用して住民がいつでも集まれる場所
をつくる 

・高齢者の外出習慣ができるようサロンを作る 
・学校での地域の学習の場を利用する 
・老人会の活用や町内会への働きかけ。子どもの

日や敬老会に参加できる組織 
・地域の方々に施設を開放しようという動きがあ

り、場を確保する（施設行事に主婦の発表など。
もっとＰＲして施設に来てもらう） 

・公共施設のロビー等で休息できる場を設ける（お
茶が飲める、トイレがある） 

・各町にある喫茶店に集う。コーヒーなどを飲み
交流をする 

・公民館、自治会に参加できる場の確保 
・地域開放型サロン、施設の創設 
・子どもや高齢者、障がい者などの交流の場づく

り 
・公民館の活用（無料で使用できるとよい） 

機会として

・夏休みのラジオ体操にみんなが参加する 
・小学校から施設へ訪問し交流する活動を増やす
・施設の行事への参加。園行事の時のボランティ

ア活動（趣味の発表や得意の分野の披露） 
・自治会、公民館等で作品展や発表会をして仲間

づくりをする 
・小学校別、年齢別のスポーツ交流をする 
・各種補助メニューを利用して活動を推進する 
・小学校の空き部屋を利用して高齢者の学級を作

る。年齢別・地域別・趣味別などに分けて子ど
もにもいろいろ伝えることができる 

・趣味を発展させて自分達で起業 おばあちゃん
の店とか→高齢者の就労につながる 

・敬老会などのイベントをもっと広げる 

情報提供 

・公民館などの公共施設地域活動の場の提供、使
用料の減免 

・趣味のサークルを紹介するといった情報提供や
仲間づくり 

・福祉施設を地域の交流の場としてアピールする
・行政等の情報提供 
・外国等の先進事例の発掘・情報提供 

高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
場
が
あ
る
ま
ち 

交
流
の
場
や
機
会
の
確
保 

・老人が楽しく交流
できる場がない 

・新しい公民館がほ
しい 

・集会場がない 自
治会内にほしい 

・お隣でも、別の班
だと交流がない 

・高齢者がサークル
活動に参加する
きっかけづくり 

・公園がない 
・スポーツ施設が少

ない 
 

・送迎方法の検討 
・こども会、障がいのある人との交流 
・ボランティア活動に参加する 
・地域別による介護事業者の選定・効率化 
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将
来
像 

課題 解決策 

人をつなぐ

・地域の老人会等と子どもが一緒にできる行事を
計画する 

・防災訓練などに積極的に参加する 
・出前教師（ボランティア）小学校と高齢者の交

流の拡大 
・コーディネートの役割が大事 
・学校より高齢者個人に子どもの見守り支援の要

請をする 
・一緒にゲームをするなど、知的障がい者との交

流  
・場所の提供、資金の提供、コーディネートする

人がいる（コーディネートは責任のある人がや
るべき） 

情報提供 

・伝統文化(カンコ踊り)のＰＲ強化 
・チャンネルアミーゴを活用しての PR  
・高齢者向けのミニコミ 趣味や仲間づくりの情

報を掲載し各戸へ配布 
・老人会活動に積極的に参加できる場にする。運

動会を通じて情報提供を受ける 
・老人会活動に積極的に参加できるように、連合

会から情報提供をする 

高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
場
が
あ
る
ま
ち 

地
域
活
動
、
社
会
参
加
し
た
い
人
へ
の
支
援 

・公民館の講座が少
なくなった 

・時間を持て余して
いる人がいる 

・ボランティアに参
加したい 

具体的な活
動として 

・福祉の店「えがお」で手作り製品を販売するな
ど、手作り品ショップをつくる 

・実例：お茶・お花・着付け・詩文学・スポーツ
など、団塊の世代（高齢者）が小学校に出前教
師（鳥羽市と二見町でやっている）学校から頼
まれてボランティアでやっている。小学校の活
性化にもつながる。自分の能力や趣味や経験を
使って有料（シルバー）又は無料（ボランティ
ア）でやる。行政から仕向ける 

障
が
い
の
あ
る
人
が
社
会
参
加
し
や
す
い
ま
ち 

・路線バス･おかげバスが
なく、作業所に通えな
い 

・１回 600 円のタクシー
券はあるが、高額で使
いづらい 

・おかげバスについては、
利用しやすいことが大
事である 

・一人でも多くの人に参
加していただくために
は、輸送の手段がなけ
ればならないと思う 

・市内の路線バスが少な
いため必要な時間帯に
利用できない 

・公共の場が必要である
と思う 

・障がい者には軽度、重
度、視覚、聴覚等さま
ざまであり、障がいに
応じた施策が必要であ
る 

・障がい者を見守れる地
域、町内、隣保の組織
づくり、システムづく
りが必要である 

ハード面 

・障がい者が移動しやすい方法があること 
・障がい者をサポートする人がいること 
・移動方法など、障がいに応じたサポートを 
・介助の必要のある障がい者には介助者がつくよ

うにする 
・交通網、インフラの整備 
・古い施設や歩道のバリアフリー化 
・バリアフリーが整っている 
・既存のものを工夫して、利用する 
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将
来
像 

課題 解決策 

・障害者団体には９つの団
体があるが、他の団体と
の交流ができていない 

障がい者団
体同士の交
流 

・他の障がい者団体との交流が少ないため、交流
の機会をもち交流をする 

障
が
い
の
あ
る
人
が
社
会
参
加
し
や
す
い
ま
ち 

・障がい者に対する理解で
はなく、障がいを理解す
るところからはじめる
べきである 

・視覚障がい者は杖がある
が、難聴者はわかり難い 

・難聴者のシンボルマーク
などを一般の方は知ら
ない人が多い 

・障がい者が気軽に取り組
めるような施策が必要
である 

・予算的には難しい面があ
る。仕組みづくりと資源
の活用を考えていかな
ければならない 

・社会福祉協議会の施設を
使った事業の展開が必
要である 

交流から理
解へ 

・行政による社協への支援を行う 
・いせトピア、福祉センターの講座を利用、参加

する 
・自助を応援しやすい施設を集中させる 
・市民に受け入れられやすい場所を自治会単位に

つくる 
・生活必需品をつくりだすような環境づくりをす

る 
・一般の人に障がい特性を周知することにより、

どう手助けが必要かわかるのではないか 
・障がいへの理解を支援する側が学んでいく 
・安いコンサートチケットなど、社会参加支援を

行う 
・手を差し伸べる 

働くための
支援 

・書面での情報提供をしてほしい 
・情報提供など、障がいの種類に応じた支援 
・最低賃金を下回った形で雇う方法の検討 
・自立を伸ばすのであれば、最低賃金を補償する

ようにする 
・企業への働きかけ。まずは企業へ最低賃金適用

除外申請から取り組む 
・ジョブコーチ、または職場に指導・見守りして

くれる人がいるとよい 
・賃金は生活のために。働きは生きがいのために
・ハローワークへの働きかけ 

働く場づく
り 

・働く場として、健康関連センター、情報関連セ
ンター、食品生産関連センター、衛生関連セン
ター 

・農業等の事業者と連携して働く場を広げる 
・会社が障がいのある人を雇用できる支援を行政

にしてほしい 
・一時的に人手がほしいときに紹介、コーディネ

ートできる資源 

障
が
い
の
あ
る
人
に
働
く
場
が
あ
る
ま
ち 

・障がい者が働いている企
業は印刷、針灸マッサー
ジなど自営業が多い。重
度の方は小規模作業所
に通っている 

・働く場所づくり・拠点づ
くり 

・就労の訓練をしている
が、受け入れてくれる仕
事場が少ない 

・雇用できる場所づくりが
必要である 情報・広報

・実態がわからない。理解されていない。また広
報もされていないので、一般の人へ情報・広報
する 

 



 87

 
将
来
像 

課題 解決策 

支援 

・地域の特性・老人等の特性を把握する 
・ショッピングや散歩にでやすい環境をつくる 
・自分ができる能力、自分でできる趣味、自分が

もっている興味、自分がもっている経験、自分
がもっている感覚。共助センター（ボランティ
ア） 

・介助ボランティアを登録してもらう 
・障がい者を支援するボランティアを登録するシ

ステムを構築する 

障
が
い
の
あ
る
人
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
場
が
あ
る
ま
ち 

交
流
の
場
や
機
会
の
確
保 

・新しい公民館がほ
しい 

・集会場がない 自
治会内にほしい 

・お隣でも、別の班
だと交流がない 

・公園がない 
・スポーツ施設が少

ない 
・就労と福祉は対立

するか 
・個人情報との関連

がネックになっ
ている 

・雇用者が障がいの
重度をなかなか
情報として出し
難い 

・障がい者が各自で
出来る生きがい
の場、生活づくり 

・障がい者が出やす
い環境づくりが
必要である 

・店に車椅子が入れ
るような環境づ
くりが必要 

・隣り近所の支えあ
いと環境づくり 

・趣味を取り入れた
仲間づくり 

・ほめる事が大切で
ある 

参加しやす
い環境づく
り 

・空家等を利用して住民がいつでも集まれる場所
をつくる 

・夏休みのラジオ体操にみんなが参加する 
・「まちづくり」隣近所から親しく付き合い、まち

全体に広げる 
・交流の場を設定する。音楽や踊り、絵画などの

サークルに誘う 
・民謡踊り等で和気あいあいと楽しく参加できる

ことをする 
・障がい者の利用できるスポーツ施設がないので

開放していく 
・障がいのある方への理解を深めるために、障が

いの体験学習をする 
・町内の夏まつり等への行事の企画から参画して

いく 
・障がい者の体験コーナーをつくる 

― 

そ
の
他
①
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
る
ま

ち
の
変
化 

・働く意欲のない
4,50 代 

・団塊の世代の人た
ちはどれほどい
るのか？今後何
をされるのか？ 

・結婚しない人の増
加 

・80 歳以上の高齢
者の増加 

・町内に若い人がい
ない 

 

― 

そ
の
他
②
働
く
場
の

確
保 

・若い人のための働
く場が必要 

・母子家庭の就労先
がない 

・働く場所を創設する 
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Ⅱ 子ども 

 

将
来
像 

課題 解決策 

登下校 

・下校時や子どもの集まる場所などで、日常に根ざ
した見守り、声かけを行う 

・子どもの登校時、犬の散歩を兼ねて子どもの見守
りや声かけを行う 

・登校、下校時に家の前に出るように呼びかける 
・日常の生活に結びついた見守り 
・犬のワンワン隊の袋を持って散歩中に見守り 
・見守り活動 子どもが受け手ではなく、主体とな

る活動に結びつける 

地域の体制
づくり 

・両隣の人との親しさをつくる 
・向こう三軒両隣の 5 軒で信頼と協同のコアグルー

プをしっかりつくる 
・組（10～15 軒）の近所づきあいを密にする 
・町単位（自治会）の中でリーダー（世話役）を育

てる 
・小学校区範囲でのネットワーク作りを確立させる

（体制づくり） 
・小学校区で主任児童委員にチーフになってもらい

支える 

地
域
の
支
え
手
の
確
保 

・子どもの見守りを
する人が少なく、
負担が大きい 

・通学パトロール等
にＰＴＡの参加が
少ない 

地域の活動

・父親の会の立ち上げ（土日を中心とした活動） 
・地域の子育てサークルの活性化 
・近所同士で子育てサークルの拡大に努める 
・町内会・サークル・ボランティア等が連携し、組

織を立ち上げ活動していく 
・町内会から活動を始めよう（遷宮のお木曳きをき

っかけに・・・） 
・両隣りの見守り運動を伊勢市内で実施したらどう

か。できることからやってみよう 
・生まれる赤ちゃんに、地域のみんなが“おめでと

う”と言える運動をやってほしい 

顔見知り 

・学校や地域の行事には積極的に参加し、父母と顔
見知りになっておく 

・学校の公開授業に積極的に参加し、子どもと顔見
知りになっておく 

・学校と地域が交流できる環境整備が重要 
・親に対してのあいさつから声かけを行う 

地
域
で
の
子
育
て
の
課
題 

・子どもに注意しに
くい 

・子供虐待が気にな
るが直接声が掛け
づらい 

・父親達のつながり
が少ない 

・伊勢市内を自転車
で走っていると、
子ども達は挨拶が
できる（車社会が
原因である） 

・近所付き合いをし
なくても、インタ
ーネット等で情報
を得られる社会で
あるのが問題であ
る 

人のつなが
り 

・人間関係の希薄化 
・コミュニケーションがとりやすい歩きや自転車で

の移動を増やす 
・親同士の連携が少なく希薄化になってきている 
・地域の活動に協力がない。地域の見守り活動をど

うすべきか 
・地域ぐるみで声かけしやすい環境をつくりたい 

家
庭
で
の
子
育
て
を
地
域
の
み
ん
な
で
支
え
る
ま
ち 

地
域
に
お
け
る 

少
子
化
へ
の
対
応 

・子どもが少ない地
区なので、お母さ
んたちの横のつ
ながりが弱い 

・少子化に地域で取
り組むには 

・赤ちゃん訪問への民生・児童委員の同行 
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将
来
像 

課題 解決策 

子
ど
も
の
遊
び
場
の
確
保 

・安全で自由に遊べ
る場の確保 

・子どもの遊べる公
園がほしい 

・公園が中途半端で
球技ができない 

・外で遊ぶ子どもを
見なくなった 

・公園の草刈り問題 
・習い事が毎日のよ

うにあり、自由な
時間が殆どなく可
愛そうである 

・自宅付近に安心し
て、遊ぶ場所がな
い 

・子どもに遊ぶ楽し
さを親が教える必
要がある 

・学力も大事だが、
適 当 な 遊 び を 教
え、社会に通じる
人作りも大切 

・公園が地域の交流
の場になるような
環 境 整 備 が 重 要
（高齢者～幼児ま
で） 

・気軽に遊べる（三
世代交流）場所が
必要 

・いつでも気軽に公
民館等を使いやす
いようにしたい。
また、そのような
環境整備も大切 

遊び 

・公園の中の見通しをよくする、注意書きをわかり
やすくする、バリアフリー化等、子どもの遊び場
の安全を守る 

・週に何日か学校のグラウンドを利用する 
・空いている土地を提供してもらう 
・町内の遊び場マップをつくる 
・子どもが遊ぶ公園 
・子どもが遊ぶことが大切であることを理解できる

体験 
・子どもが楽しく遊ぶ体験 
・子どもが遊ぶだけでなく、地域の人々が集まって

きておしゃべりなどをする場となるようなところ
があるとよい 

・公園の見守りボランティアの結成 
・遊びによってコミュニケーション能力を養う 
・公園のレイアウトの工夫 
・支援事業を活用し、公園遊具を更新する 
・みんなが集まって長時間楽しく遊べる公園をつく

ってはどうか 
・助成金を有効活用し、公園整備等に使ってほしい

（募金） 

グループづ
くり 

・GIVE&TAKE（子どもと親はサービスを受けるだ
けではなく地域の活動を行う） 

・子どもと大人が共有して、世代間交流を図るグル
ープをつくる 

・子どもの自助を引き出すグループサークルを立ち
上げる。大人は下支えに徹する 

・子どもの意見を聞く。子どもが住みやすい環境づ
くり 

場の提供 

・情報をうまく周知できる方法を確立する（新たな
システム） 

・制度や事業の利用が低い（広く知られていない啓
発の見直し） 

・公民館、コミュニティセンターなどの施設を子ど
も、高齢者、各世代が集まれる場所にする 

・みえこどもの城「移動児童館」を活用し、イベン
トを開催 

・ハード面でなく、ソフト面で日常的に関わること
ができる人をつくるための拠点 

・学校施設の有効活用 
・人の交流できる場作り（拠点作り） 
・地域の社会資源（小学校・中学校等）の有効活用

（グランド・体育館など） 

こ
ど
も
た
ち
が
地
域
で
楽
し
く
遊
び
学
べ
る
ま
ち 

子
ど
も
と
の
交
流 

・世代を超えての交
流が出来る機会が
必要 

・あいさつのできな
い子どもが多い 

・様々なイベントは
あるが、利用方法
を知らない人が多
い（情報源） 

マップづく
り 

・子どもたちが町内を歩く機会をつくる（家と学校
だけを歩くのではない） 

・町内の遊び場マップをつくる 
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将
来
像 

課題 解決策 

こ
ど
も
た
ち
が
地
域
で 

楽
し
く
遊
び
学
べ
る
ま
ち 

子
ど
も
会
活
動
の 

活
性
化 

・こども会の盆踊りが
なくなった 

・親子会活動（こども
会）に活気がない 

・子どもの話し合いの
場がない 

・親が子どもを連れて参加できる行事の見直し 
・子どもを引き出す行事を考えよう。子どもを呼べば大人は付いてくる
・子どもが楽しく遊べる行事やイベントを増やす 
・子ども達のアイディアを叶えてあげるイベントをしたい（花いっぱい

全国大会） 
・自分達で地域を歩き、地域を知る（地域探検隊）。学校の通学路以外で
・子どもが楽しめる地域イベントの開催 

参加 
（つながり）

・家にいる教員・保育士がいないか探して、地域で活躍
してもらう場の提供 

・お母さん同士のつながりの場 
・誘い合って子育て支援センターに参加する 

拠点 

・細かいニーズに応えられる場づくり 
・地域で拠点づくりをする 
・建物等はその後のメンテナンス等も経費がかかりすぎ

るのでスポット的なサポートをする 
・保育園・児童館の充実。子どもを預け安心して働ける

環境づくり 
・児童館、学童クラブ等に「子育て相談」を付加させる

（専門職員の配置） 
・世代間交流する機会と場の提供を充実する（専門家も

入れる） 

企画 

・病児保育の充実 
・子育て中の母親たちが集える企画を自分たちの周りに

増やす 
・若いお母さんたち同士が連絡を取り合い、保健師との

相談会に一緒に参加する 

アイディア 

・補助も含めて、子どものいる家庭に特典をつける 
・町の組織である自治会の活動に子育て支援を義務づけ

る 
・家にいる人で教員や保母の資格をもっている人を探す
・こんにちは赤ちゃん事業 家庭へ挨拶に行く際に近所

にも紹介するようにする 

サポート 

・行政や民生児童委員の家庭訪問による 1 歳半、3 歳児
健診に来ない母子のケア 

・子どもが生まれる前からサポートをする 
・母子手帳を交付するときに住居近くの民生児童委員や

保育園の紹介をする 
・生まれたときに保健師とともに民生児童委員等の近所

の方も訪問をする 
・母子手帳を発行する際に、地域の資源（店・サロン・

民生委員など）を紹介するシステムづくり 
・虐待防止の対策として、孤独・孤立をサポートできる

体制を地域でつくる 
・地域の自治会に子育て支援を義務づける 
・地域（自治会）と行政が密接に連携し、虐待防止等に

ケース会議等を実施したらどうか 

子
育
て
拠
点
や
交
流
の
た
め
の
拠
点
の
確
保 

・共働き夫婦のための
乳幼児受入施設が
必要 

・学童保育が地区にな
い 

・児童館がない 
 

行政の 
サポート 

・家庭にこもっている親子の支援 
・近所で気軽に保健師に相談できる体制づくり 
・行政情報のリンク 
・虐待のボーダー世帯へのケア 

安
心
し
て
こ
ど
も
を
産
む
こ
と
が
で
き
、
子
育
て
支
援
も
充
実
し
て
い
る
ま
ち 

子
育
て
支
援
に
関

す
る
情
報
の
不
足 

・就学前の子育て支援
の実情を知りたい 

 
情報 

・インターネットで市内の子育て支援に関する具体的な
状況を流す 

・子育て情報を周知するシステムづくり（支援センター
の開館情報など） 

・県の子育て情報紙である「つくしんぼ」の市民版をつ
くり、月 1 回発刊する 

・冊子などによる子育て情報の提供 
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将
来
像 

課題 解決策 

子どもの 
視点に立つ

・なんでも禁止してしまう体制の改善 
・子どもの視点に立つ体制 
・責任を問われる内容 
・小さな単位で話し合う場をつくり、地域で子ど

もを育てる 

地域 

・下校時や子どもの集まる場所などで、日常に根
ざした見守り、声かけを行う 

・公園の中の見通しをよくする、注意書きをわか
りやすくする、バリアフリー化など、子どもの
遊び場の安全を守る 

・親同士のつながりや情報交換、学校からの家庭
訪問等により、虐待を防止する 

・子ども同士の集団登下校や、親が近所を一緒に
歩いてしつけを行う等、登下校時の安全を守る

・登下校時、バス停ごとにグループ分けし、上級
生が下級生の面倒を見る 

・PTA だけでなく、住民全体がかかわっていける
ように学校と地域との交流をさらに深めていく

・子どもに出会った大人たちがまず声かけを行う
・放課後に子どもたちが群れて遊べる場所をつく

る 
・「今はこんな時代」と考えない 
・地域の文化を子どもに伝承する 
・子どもが自由に集団で遊べる場を地域が提供す

る 
・小さい単位で話合いをはじめ、解決を図る（学

校・保護者・地域） 

学校 
・学校支援ボランティアを充実させ、地域の結び

つきを強化する 

エンパワー
メント 

・子どものエンパワーメントを養っていく 
・子どもを守りすぎてもいけない 
・子どもたち自身がつながりを強める 
・子どもが自分自身を守る 
・自分でやれるように身につけさせる 
・子どもたちが考える力を養う 

情報 
・学校と連絡をとり合い不審者情報を共有する 
・不審者情報は伊勢市内全域にメール送信する 

防犯 

・徒歩や自転車利用の人に防犯グッズを支給する
・外へ出かけるときは「防犯」とわかるように帽

子やチョッキを着用する 
・子どもに出会ったときの声かけ運動 

こ
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
健
や
か
に
成
長
し
て
い
け
る
ま
ち 

子
ど
も
の
安
全
の
確
保 

・子どもの見守りを
する人が少なく、
負担が大きい 

・通学パトロール等
にＰＴＡの参加
が少ない 

・登下校の送迎バス
がほしい 

・おかげバスを子ど
もの下校時間に
運行してほしい 

・防犯と“のびのび”
のバランス 

・子どもが遊びをつ
くりだせない 

・大人が危険から守
りすぎているの
で、子どもが自由
に遊べない環境
である 

・公園の利用制限が
ありすぎ、自由に
利用ができない
（野球など） 

・社会情勢が安易に
制限をしすぎで
ある。子どもが育
たない 

・地域の文化を通じ
て子どもに伝え
ることも重要で
ある 

交通安全 

・学校で交通安全教室を開催する 
・「歩く人」優先を復活する 
・交通安全教室は運転手に行う 
・自転車道の整備 
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Ⅲ 助け合い・おもいやり 
 

将
来
像 

課題 
 

解決策 

子どもと高
齢者の交流

・世代間の交流を意識した行事（地域が主体で、
小学校で開催する等） 

・町内会合同行事の企画・実行（子どもの日・老
人の日） 

・小学校での交流会・スポーツ大会 
・高齢者と子どもの食事会 
・年齢層の高い人が(戦争体験等の)話をする機会

をつくる 
・町民会館を開放して子どもとのふれあいの場に

する 
・「おばあちゃんの生活の知恵教室」を子どもたち

を相手に開催する 
・高齢者の人が、できるだけ区内の子どもがどこ

の子であるかを知っておく 
・高齢者との交流の場（話し合う機会）をつくる。

老人会の年間行事の中に子どもと一緒に行う行
事を１～２件入れてもらう 

・老人の日の敬老会に小学生も参加してもらう 
・子ども主体の行事を多く開催し、親、祖父母も

参加する 
・七夕ささかざり（幼稚園児）、盆踊り（大学生）、

９月秋祭りで昔の遊び、10 月伊勢市まつり（伊
勢音頭）など、高齢者と年代別交流行事にちな
んで交流し、昔の行事や伝統を伝える 

・地域間の集会の交流を増やす 
・親子調理教室をして世代間の交流をする 
・生涯学習などの趣味を同じくして、老若が交流

しあう 

通学時など
での小学生
や子どもた
ちとの交流

・学童にはできるだけ声をかける 
・通学中にあいさつを子どもからさせる。学校が

指導するとともに、住民は子どもの通学時間に
は外に出るようにする 

・学童保育所を各地域に設け、ボランティア的に
活動者を募る 

若い世代と
の交流 

・おはよう、お帰りなど、大人が積極的に青少年
に朝夕の声かけをする 

・話し合える場など、若い世代の方々との交流会
的な機会をつくる 

・単身者などアパート等入居者の自治会への加入
が原則であることを管理人に働きかける 

・自治会の年間活動のうち必ず一回は参加するよ
うに働きかけるなど、地域の一員としての自覚
を促す 

・交流が希薄な世代があるので、この世代を取り
入れたものを企画する 

・高齢者、子育て中の親等さまざまな世代におい
て孤立間が生まれないように努める 

異
世
代
間
の
交
流
が
盛
ん
な
ま
ち 

世
代
間
交
流
が
少
な
い 

・世代間の交流がな
い 

・青年団解散後、世
代間交流が弱くな
った 

・児童の交流の場は
あるが、学生との
交流の場がない 

・自治会活動に参加
する若い世代が特
に少ない 

・隣同士の付き合い
を密にするよう親
の世代から努めな
ければならない 

・車ですれ違うだけ
で は 交流 が少 な
い、歩くなどして、
交流のあり方も考
える 

・子ども達に声をか
けたくてもかけに
くい時代である 

自治会活動
の活性化 

・単身者などアパート等入居者の自治会への加入
が原則であることを管理人に働きかける 

・自治会の年間活動のうち必ず一回は参加するよ
うに働きかけるなど、地域の一員としての自覚
を促す 

・自治会活動への参加 
・自治会が行事を企画し区民にできるだけ参加し

てもらう。区民の共同作業を増やす 



 93

 
将
来
像 

課題 解決策 

行
事
の
開
催 

・若い人が少なく、
何か行事をしよう
と思ってもなかな
か出来ない 

・老人のレクリエー
ションを地区が考
えていない 

・町民運動会がなく
なった 

 

子どもと高
齢者の交流

・世代間の交流を意識した行事の開催（地域が主
体で、小学校で開催する等） 

・町内会合同行事の企画・実行（子どもの日・老
人の日） 

・小学校での交流会・スポーツ大会 
・高齢者と子どもの食事会 
・年齢層の高い人が(戦争体験等の)話をする機会

をつくる 
・ニーズに合ったレクリエーションを開催する 
・組対抗の町民運動会や、小学校区の大運動会を

する 
・盆踊りや夏祭りなどを開催する 
・「おばあちゃんの生活の知恵教室」を、子どもた

ちを相手に開催する 
・高齢者との交流の場（話し合う機会）をつくる
・老人会の年間行事の中に子どもと一緒に行う行

事を１～２件入れてもらう 
・老人の日の敬老会に小学生も参加してもらう 
・子ども主体の行事を多く開催し、親、祖父母も

参加する 
・七夕ささかざり（幼稚園児）、盆踊り（大学生）、

９月秋祭りで昔の遊び、10 月伊勢市まつり（伊
勢音頭）など、高齢者と年代別交流行事にちな
んで交流し、昔の行事や伝統を伝える 

・地域間の集会の交流を増やす 
・親子調理教室をして世代間の交流をする 
・地域のコミュニティセンターで映画会の開催 
・絵手紙等で高齢者・児童が交流する 

施設等の場
の確保 

・町民会館を開放して子どもとのふれあいの場に
する 

・公共施設を無料または冷暖房費くらいで安価に
貸す 

・学校の教室を夜間開放する 
・建物があったとしても管理等に協力がなかった

りする中で、地区の人にもっと関心をもっても
らう呼びかけをする 

・高齢者との交流の場として宅老所などを設置す
る 

・託児・宅老所を共同で実施する 
・空き家を宅老所として利用する。また、宅老所

を運営していくための組織やリーダーを育成す
る 

・誰もが利用しやすい公園の整備。それを利用し
てのレクリエーション、防災訓練等の実施 

住
民
が
交
流
で
き
る
場
の
確
保 

・高齢者施設が老朽
化して安心して利
用できない 

・住民が多目的に利
用できる中ホール
がほしい 

・大きなコミュニテ
ィ施設を建てるに
はどうすればよい
か 

 
 

スピードの
制限 

・住宅地（町内）道路での車利用について、スピ
ード等の制限をする 

異
世
代
間
の
交
流
が
盛
ん
な
ま
ち 

個
人
情
報 

・個人情報の扱いの
再検討 

・高齢者や子ども、
子 育 てを する 母
親、障がい者など
の社会的弱者は孤
立しがち。個人情
報が孤立を促進す
る。法律の意味・
意義を再確認する 

個人情報保
護への対応

・個人情報の管理は自治会で管理する 
・個人情報の良い部分、悪い部分を精査すること

で、新たなシステムをつくる 
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将
来
像 

課題 解決策 

高齢者等へ
の見守りな
どによる支
援 

・老人の生活サポートボランティア団体をつくる
・高齢者へ声かけ・あいさつをする 
・自治会単位での悪徳商法に対する講習会等の実

施 
・町内会等での見守り隊の組織化 
・高齢者のための有償ボランティアの育成 
・高齢者にアンケートをとり、ニーズ調査 

情報提供に
よる支援 

・高齢者にわかりやすい広報づくり 

高齢者の交
流の場や憩
いの場づく
り 

・高齢者が気軽に出かけることができる場づくり
・各町で簡易的な老人ホームのようなものを運営
・空家を利用し、集会所や宅老所にする 
・公園にお年寄りが座れるイスを用意する 

健康づくり
・ラジオ体操など、こころと体の健康の維持・増

進に努める 

制 度 の 周
知・利用 

・成年後見制度の周知 

外出や買い
物等への支
援 

・おかげバスのきめ細かな運用、フリーパス券を
配布する 

・おかげバスの運行について利用しやすいように
する 

・近所の高齢者同士で日用品の共同購入や病院・
買い物への乗り合わせを行う 

・巡回販売や出前スーパー、宅配サービスを利用
する 

・買い物代行を行う 
・移動マーケットの利用促進 

高齢者や障
がい者など
の災害時要
援護者の把
握 
 

・行政は高齢者名簿を有効活用し、週一回見回る
などする 

・台風等の災害時に支援できる仕組みづくり 
・災害時のためにも「となり組」を再構築する 
・老人会同士の話しかけや家庭訪問をする。男性

より女性会員が２人以上で行く 
・高齢者宅において、いざというときの連絡先や

かかりつけの医者などをわかるようにしてお
き、把握する 

・ひとり暮らし高齢者には、転入時等に行政が本
人に承諾をとり、災害時の救援目的として名簿
を民生委員、自治会へ情報提供する 

・高齢者宅のマップをつくり、いざというときに
は「となり組」で余裕のある者がまずかけつけ
る組織をつくる 

・災害時の要援護者への支援 
・高齢者、子ども、障がい者等の災害弱者が昼間

に過ごしている部屋、寝室の把握 

み
ん
な
が
思
い
や
り
を
も
っ
て
助
け
合
う
ま
ち 

高
齢
者
問
題 

●
高
齢
者
の
交
流
の
場
の
確
保
●
老
々
介
護
の
心
配
●
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
へ
の
対
応
●
ご
み
だ
し
や
買
い
物
の
代
行
●
防
災
・
防
犯
対
策 

・高齢者が楽しく集
って話をしたりス
ポーツをする場所
が少ない 

・一人暮らしの高齢
者・老々介護が心
配 

・独居老人のひきこ
もりが多い 

・老人介護の専門相
談所をつくってほ
しい 

・認知症の一人暮ら
し 

・通院問題 
・年金が少ないが生

活保護が受けられ
ない 

・ゴミ回収のステー
ション化を促進し
ているが、高齢者
には厳しい 

・買い物・ゴミだし 
・力仕事等を手伝
う人がほしい 

・高齢者が訪問販売
等の被害にあわな
いか心配 

・車が利用できなく
なった時の不安 

・高齢者が多く活気
がない 

・在宅か、介護施設
か 

・農業の高齢化によ
る耕作地の放棄 

・高齢者に対するソ
フト面のサービス
を増やしてほしい 

・高齢者が多い中で
の災害対策 

・独居高齢者に何か
あった時、誰に連
絡すればよいのか
分からない 

・ひとり暮らし高齢
者が病気になった
ときの生活支援が
必要 

・助けてほしいとい
えるまち 

防災訓練や
防災組織へ
の参加 

・参加者がいつも一緒のメンバーのため、各戸へ
組で参加者を募り、参加可能な人は全員参加す
るといった参加型にする 

・消防団・自主防災隊の活動について理解しても
らい、若い人たちの加入を促す 

・防災訓練は見せるだけでなく、体験してもらう
・自主防災隊以外でもホースの使い方等も学ぶよ

うにする 
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将
来
像 

課題 解決策 

隣近所での
声かけなど
によるつな
がりづくり

・回覧板を回すときの声かけや、おすそわけなど
でつながりをもつ 

・共同家事の工夫 
・出かける時は隣りに声をかける 

ご
近
所
づ
き
あ
い
の
促
進 

・近隣のことがわか
らないので不安 

・新しく越してきた
人との付き合い 

・外国人の方と話が
通じず、注意がで
きない 

人づくりや
組織の見直
しによる隣
近所の助け
合い 

・意識改革 
・向こう三軒両隣と日頃から仲良くする。困った

ら助けてという 
・災害時のためにも「となり組み」を再構築する
・市で助け合いのシステムをつくり、登録制度と

して自治会で管理、実行する 

団
体
の
後
継
者
の
不
足 

・地域にある各種団
体（自治会、老人
会、こども会、交
通隊、自主防災隊
等）がどのような
活動をしているの
かわからず、情報
交換できない。そ
の機会もない 

・老人会への加入が
少ない 

・老人会の予算が少
ない 

・消防団のなり手不
足 

他団体との
連携などに
よる団体組
織や活動の
再構築 

・個人やグループの力を知って総合的に活用する
・隣の組織と合同で活動する 
・自治会・老人会に加わるメリットをわかりやす

くする 
・消防団員になる条件の緩和（なり方をもっと知

ってもらう） 
・共同で花づくり、小動物・小魚の飼育等を行う

（老人会・自治会・子ども） 

み
ん
な
が
思
い
や
り
を
も
っ
て
助
け
合
う
ま
ち 

自
治
会
や
自
治
会
活
動
へ
の
参
加
が
少
な
い 

・役員の引き受け手
がいない、役員に
任せきりで組織化
ができていない 

・若い世代が少ない 
・アパートやマンシ

ョン住民など、自
治会へ参加しない
人がいる 

・祭りや行事などへ
の参加者が少ない 

・自治会の規模が小
さく、活動に無理
がある 

・ドブ掃除に参加し
ない人がいる 

・自治会長への市か
らの仕事が多すぎ
る 

・町会の加入者が減
少し、事業費を捻
出するのが難しい 

・自治会での人と人
のつながりづくり
をもっとしなくて
は、助け合いもで
きない 

自治会参加
に向けた仕
組みづくり
や参加しな
い理由、参
加方法の検
討 

・町会役員の後任を早めに決めて、後任を育てる 
・自治会事務の簡略化、仕事の分散 
・地域にある自治会（町会）に必ず加入し向こう三

軒両隣を大事にする 
・マンションの大家さんに入会を促してもらう 
・２・３組での小さな集いをつくる 
・自治会でワークショップをする 
・自治会の役員に市職員ＯＢの協力を要請 
・町会長を３地区又は４地区でまとめ、代表者を選

出し、給与を支給し、選挙を行う 
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将
来
像 

課題 解決策 

地域内での
交流を促進
する 

・各町内会同士の交流をもっと深める 
・趣味のサークルづくりの促進 
・小さい頃からの付き合いを深める 
・交流の柱となるリーダーを養成 

地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化 

・地域の人々との交
流の場がない 

・新・旧の住民が地
域で交流する場が
ない 

・年配の方と若い人
の考え方の違い 

・地域コミュニティ
が少ない 

・地域の出合い等で
男性の出席が少な
い 

・行事を計画しても
実行に至らない 

・老人会や親子会が
なくなり、つなが
りがなくなった 

・民生委員・児童委
員をしてくれる人
を増やしてほしい 

・民生委員や地区連
絡員のなり手がな
い 

・小さい区では民生
委員の選出が困難 

・民生委員がうけも
ちの広さで困って
いる 

・空家が増加してい
る 

・相談する相手がい
ない 

・向こう三軒両隣を
住民主導で進めて
いくことが、災害
時の支援にもつな
がっていく 

・困った時は助けて
いくという声をあ
げていかなければ
ならない 

交流のため
の場の確保

・公民館や地域にある空家等を利用して、地域住
民が気軽に集える場所をつくる 

・魅力ある施設をつくる 
・歩けない人も健康な人も参加できる場所・体制

づくり 

み
ん
な
が
思
い
や
り
を
も
っ
て
助
け
合
う
ま
ち 

障
が
い
の
あ
る
人
や
認
知
症
な
ど
へ
の 

理
解
の
促
進 

・障がい者（児）へ
の理解がない 

・認知症への理解が
ない 

・精神障害への理解
がない 

・障害者団体と意思
の疎通が出来にく
い 

・認知症老人への支
援をどうするのか 

・認知症や障がい者
の家族は隠したが
る傾向がある 

地域の理解

・認知症の方を把握するマップの作成及び接し方
を知る 

・障がい者に対する専門家の指導教育を自治会単
位で行う 

・地域の人が授産施設やデイサービスセンターな
どを訪問する機会をつくる 
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将
来
像 

課題 解決策 

み
ん
な
が
思
い
や
り
を 

も
っ
て
助
け
合
う
ま
ち 

見
守
り
活
動
の
活
性
化 

・防犯パトロール 

防犯におけ
る草の根的
な活動の推
進 

・自家用車に「防犯パトロール中」のステッカーを
貼って常時走ってもらう 

・地域で子どもを学校に送り出し、迎える 

福祉活動の
活性化 

・地域に福祉に関する相談窓口を設ける 
・社協が地域福祉活動をリード・組織化していく 

地
域
で
の
見
守
り
体
制
が
充
実
し
た
ま
ち 

地
域
福
祉
活
動
の
活
性
化 

・福祉に関する関心
度が低い 

・地域の福祉に関わ
る委員がほしい 

・寝たきり等重度対
象の介護施設が
少ない 

・一人暮らしの見守
りを民生委員が
現在でも行って
いるが、民生委員
の隙間を埋める
体制づくりが必
要 

・見守り体制は学校
での教育からは
じめるべきであ
る 

・福祉活動の必要性
を理解していな
い 

・大人をみて子ども
が育つように、以
前は家庭から教
育されていた 

・日本は人に迷惑を
かけない風習が
ある 

・プライバシーの守
秘義務が問題と
なってきている 

・福祉に関わる＝大
変・重荷と思われ
ている部分を訂
正し指導する必
要がある 

・「外に出る」とい
うこと。隣近所が
遠い存在となっ
た。文字通り近い
関係となること
が課題である 

・地域によってはボ
ランティア活動
が活発な地域も
あり、交流等の取
り組みも必要で
ある 

横のつなが
りの強化 

・地域の自治会と福祉活動との連携をうまくとる 
・ボランティア組織（団体）と担当部課職員との交

流対話を頻繁に行う 
・民生委員、ボランティア、団体など、各団体をつ

なぐものをつくる 
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将
来
像 

課題 解決策 

地
域
福
祉
活
動
の
活
性
化 

・地域でキーパーソ
ンを発掘する方
法も必要である 

・携帯電話から情報
が入手できてし
まい、人とのつな
がりがない 

・福祉活動というＰ
Ｒが足りないし、
行き届いていな
いようにも思う 

・ボランティアの考
え方を変えてい
く必要がある 

・地域によっては、
自治会、民生委
員、ボランティア
等の連携が良好
な地域とそうで
ない地域がある 

・個人情報の問題が
あり、民生委員と
自治会の連携が
難しい地域があ
る 

教育 
・子どもたちに小さい頃から地域の福祉活動をさ

せていく 
・小中学校からの福祉教育の拡充 

福祉活動へ
の参加促進

・自らなかなか申し出しない人がいるが、福祉活
動への適任者を引っ張り出す 

・ボランティアの楽しさを知ってもらう 
・活動してもらえるリーダーの発掘 

地
域
で
の
見
守
り
体
制
が
充
実
し
た
ま
ち 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
活
性
化 

・地域のボランティ
アの人員不足 

・活動に参加しやす
い地域にするに
は 

・防犯パトロール 
・公園の草刈り 
・地域によってはボ

ランティア活動
が活発な地域も
あり、交流等の取
り組みも必要で
ある 

・地域でキーパーソ
ンを発掘する方
法も必要である 

・リーダーの発掘が
必要である 

・ボランティアコー
ディネートの必
要性 

・福祉活動のＰＲが
足りないし、行き
届いていないよう
にも思う 

情報の提供

・ボランティアセンターや市民活動センターの周
知 

・地域でボランティアが中心に見守り活動をして
いる情報の提供 

・民生委員や自治会など、地域の中でどのような
人たちがどのような活動をしているのかよくわ
からないので、情報発信の仕方を工夫する 

・活動の活発な団体の活動事例の紹介 

 



 99

 
将
来
像 

課題 解決策 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
活
性
化 

・広報活動の強化が
必要である 

・ボランティアの考
え方を変えていく
必要がある 

・地域でボランティ
ア活動を育成して
いく必要がある 

・ボランティアの担
当者はもう少し活
動団体の内容を把
握すべきである 

・ボランティアを強
制ではなく、出来
る日時を優先して
行えるような制度
が必要である 

・地域の活動を住民
も体験的に参加す
べきである 

・地域によっては、
自治会、民生委員、
ボランティア等の
連携が良好な地域
とそうでない地域
がある 

ボランティ
ア活動（地
域活動）の
活性化 

・散歩する人に「見守りたい（隊）」に登録しても
らい、定期的に気づいたことを報告してもらう

・ボランティア、団体において強力な行動力をも
ったリーダーを育成する 

・地域においての活動に取り組む人材の確保 
・ボランティアリーダーの養成とその補助者の育

成 
・社協の個人登録を有効に活用して、求めている

人、活動をしたい人のマッチングを行う 
・了解者のみでもよいので自治会で世帯名簿を作

成する 
・ボランティア活動費の支援（県だけでなく、市

からボランティア助成） 
・自治会を主体としたボランティア団体の結成 
・自費負担分を少しでも軽減するため、ボランテ

ィア基金を創設する 
・ボランティアや地域で活動するのに、まず体験

できるような体制をつくる 

横のつなが
りの強化 

・地域の自治会と福祉活動との連携をうまくとる
・ボランティア組織（団体）と担当部課職員との

交流、対話を頻繁に行う 

地
域
で
の
見
守
り
体
制
が
充
実
し
た
ま
ち 

行
政
と
の
連
携 

・行政と住民とのか
かわりが不足して
いる 

・行政の方向性をた
ずねる機会の出席
者がほとんど同じ 

・様々な活動に広く
市民が参加する工
夫が必要 

・自治会・町の行事
に市の職員の参加
が少ない 

障がいのあ
る人の働く
場の確保 

・知的障がいのある人の働く場所を行政及び民間
会社が積極的に整備する 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
を
防
ぐ
ま
ち 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
啓
発
と
把
握 

・学校に対し虐待、イ
ジメの問題を出す
が、なかなか意見が
前に進まないケース
がある 

・医者との連携も必要
不可欠 

・心配や悩み事をＰＲ
することが大切であ
る 

・ＤＶ被害者がどこに
相談したらよいのか
知らない場合が多い 

周知 

・市民にＤＶについて理解をもってもらえるよう
にする 

・通報する方法の周知 
・簡単な言葉を使って啓発するチラシの作成 
・早い段階で警察、児童相談所、婦人相談所等へ

相談するよう、各種広報媒体で広報する 
・心配ごと、悩みごとの相談窓口を繰り返しチラ

シ等で紹介していく 
・何回も啓発する 
・広報やチラシを多く発送し啓発を増やす 
・ＤＶについて最初に助けを求める場所を市民に

周知する 
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将
来
像 

課題 解決策 

予防 

・交番のおまわりさんにもＤＶの知識を周知して
もらう 

・ＤＶにつながる前の未然防止策として、生活保
護申請の相談にのる 

身近な地域
での把握 

・話すことのできる環境づくり 
・対象世帯が孤立しないよう、地域で支援する 

情報提供体
制づくりな
どによる対
応 

・お助けマンポストを設けて広く情報を得る。 
また、本人からも提供してもらう 

・情報の提供しやすい体制をつくる 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
を
防
ぐ
ま
ち 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
啓
発
と
把
握 

・相談業務によっ
て、窓口が異なっ
ているため住民
にとっては分か
り難い 

・相談窓口が一覧表
になっているチ
ラシ、冊子が必要
である 

・家庭内暴力、ＤＶ、
虐待の市民の相
談窓口の一本化
が望まれる 

・相談のたらい回し
があるので、的確
な助言ができる
体制が必要 

・近所の虐待を相談
に行くことは大
変勇気がいるこ
とである。相談す
る先がみえない
ことが多い 

・相談に関する受け
皿が少ないので、
どんどん増やす
べき 

・ＤＶについて、単
なる夫婦喧嘩と
して相手にして
くれないケース
もあり、かかわる
人への知識の普
及が必要 

・地域の人に悩みを
早急に伝えられ
る仕組みづくり
が必要 

・全体的にオープン
に出来るような
仕組みづくり 

・人権等についての
情報提供が少な
い 

・未然防止の方法を
確立する必要が
ある 

関係団体の
連携 

・いろんな団体・機関が多いので、情報共有を行
うことができる体制をつくる 

・関係団体との連携を図る 
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将
来
像 

課題 解決策 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
な
ど
を
防
ぐ
ま
ち 

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
啓
発
と
把
握 

・虐待などを見つけ
るのでなく、予防
することが大切
であり、その意識
をもってもらう 

・会合等で話題にな
るが対応の方法
（通報等のタイ
ミング）がわから
ない 

・近隣関係が希薄化
した中で、いかに
実態を把握する
かが課題 

・虐待やＤＶにつな
がる恐れのある
うつ、ひきこもり
の方への対応 

・親が認知症になる
と虐待をしてし
まうケースがあ
るが発見できる
ことが多い 

・幼い子を連れての
避難では生活苦
もある 

・被害者は相談に行
きにくいため、身
近な地域での対
応が必要 

相談体制の
充実 

・地域で話を聞く機会を設ける 
・ＤＶにつながる前の未然防止策として、生活保

護申請の相談にのる 
・児童虐待について地域住民、学校は察知したら

すぐ行政の担当部署に知らせる 
・市民がどこに相談したらよいのかわかりやすく

する 
・該当家庭は隣近所との付き合いがないので、外

へ引っ張り出す勇気を与える 

― 

そ
の
他
③
個
人
情
報
保
護
に
よ
る
情
報
入
手
の

難
し
さ 

・個人情報保護か
ら、民生委員や自
治会など、地域で
必要な住民情報
が得にくい 

・個人情報保護から
玄関・表札のない
家が多い 

・プライバシーの守
秘義務が問題と
なってきている 

・個人情報の問題が
あり、民生委員と
自治会の連携が
難しい地域があ
る 

・地域をまとめる方には世帯台帳を開示する 
・行政・社協・住民が自ら解決策を考えられる意識改革 

― 

そ
の
他
④

そ
の
他 

・募金が多く、年金
生活者には厳し
い 
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Ⅳ 安心・安全 
 

将
来
像 

課題 解決策 

協力体制・
支援 

・市役所・社協職員が地区公民館、コミュニティ
センター等に定期的に出向き相談にあたる 

・自治会の協力を得る 
・近所の方が声かけをし、同乗し買い物に連れて

いく 
・近くに住む人に頼むことによってコミュニケー

ションをとる 
・自主防犯組織を結成し、自分達の町は自分達で

守る。また、警察と連携をとる 
・登録ボランティアの周知 
・ボランティア活動の情報提供を徹底する 

外
出
し
や
す
い
ま
ち 

・市民病院に行ける
ように山を横切
るバスがほしい 

・伊勢病院へ直通で
行けないか 

・市役所、福祉セン
ター等に行ける
バスがほしい 

・おかげバス路線の
見直し 

・市の発行している
バス券が 4000
円までとなった
ことで生活の苦
しい人は困って
いる 

・高台に住んでいる
足の不自由な方
は、団地の下の道
路まで歩いてい
くことができず、
おかげバスを利
用できない 

・おかげバスは福祉
向けではなく、路
線のなかったと
ころに通してい
るので、高齢者障
がい者には不向
き。改善してほし
い 

交通環境の
見直し、バ
ス路線まで

・おかげバスの路線を見直す（農免道路にも） 
・バスの年間パスを所得に応じて段階的有料にし

高齢者の外出を促す 
・福祉タクシーを走らせる 
・デイサービスなどのバスを多様な目的に使用す

る 
・市内を循環できる福祉バス路線の整備・見直し

を図る 
・行政による低料金の移送サービス 
・バスの無料化 
・おかげバス路線の見直しとバスを小型に変える

（空車が多いため） 
・おかげバスと定期バスとの区別ができるユニー

クなものにする 
・バスを低床バスにしてほしい 
・元気ではない後期高齢者や障がい者等にはバス

を無料にする 

高
齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
が
安
心
し
て
外
出
で
き
る
ま
ち 

自
転
車
の
マ
ナ
ー
が
悪
い 

・自転車の無灯火が
多い 

・自転車用レーンが
ほしい 

・高校生の二人乗り
が多く危険 

・中学生以上の大人
も含め、交通マナ
ーの教育が不徹
底。その大人を子
どもが真似する 

・車と自転車と歩行
者。共存の世界 
それを子どもの
時から教育する
必要がある 

交通マナー
の徹底、教
育 

・学校教育に交通ルールの学習時間を取り入れる
・中高生の自転車のマナーが悪い。交通法規を遵

守させる教育を行う 
・学校での指導強化 
・自転車の安全な乗り方や交通ルールの学習会を

小学校区単位で年間を通し実施する 
・自転車といえども安全運転の義務と責任がある

ことを教育の場、家庭においてお互いに認識さ
せなければいけない 

・自転車の無灯対策として、センサー式の灯火の
ライトの取り付けを推進する 
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将
来
像 

課題 解決策 

高
齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
が
安
心
し
て
外
出
で
き
る
ま
ち 

交
通
環
境
の
整
備 

・休日になると観光
客で渋滞し、救急
車が来られるの
か不安 

・歩道が狭く段差が
ある 

・道路案内板を増や
してほしい 

・路上駐車が多く、
車椅子が通れな
い 

・子どもが道路で遊
んでいて危険 

・通学路の交通量が
多く危険 

・踏切による交通渋
滞、踏切が下りて
いることが多い 

・歩道の線が消えか
かっている 

・飛び出し注意の看
板が少ない 

・県道に横断歩道が
少ないため危険 

・御木本通りの交通
量が多く、子ども
たちの事故が心
配 

・堤防の道路にガー
ドレールがない 

・道路整備がされて
いない 

歩道等の整
備、バリア
フリー化な
ど 

・学校や育成会を通じて反射鏡をつける 
・安全な通学路の確保（県道（南島線）への歩道

設置の働きかけ、大倉・佐八・津村で県に対し
て嘆願書） 

・歩道の整備（スロープの問題、車いす等では動
きづらいので利用者に聞くようにする） 

・歩道の整備 
・道路等、環境整備を行う。バリアフリー化をさ

らに進める 
・登校時間帯の速度制限を関係機関に働きかける
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将
来
像 

課題 解決策 

標識の見直
し 

・草刈りは年間作業計画を立てる 
・路上駐車には貼り紙をする 
・路上駐車の禁止のために、交通ルールの厳守と

マナーの徹底を図る 
・交通環境の整備。空き地を利用して駐車場をつ

くる 
・交通安全の標識の見直しと再点検を行う 
・危険箇所のチェックを自治会で行い、安全対策

を講じる 
・交通標識や危険箇所を自治会でチェックし、改

善要求 

高
齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
が
安
心
し
て
外
出
で
き
る
ま
ち 

道
路
整
備
や
街
灯
の
設
置
な
ど
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り 

・通学路が危険（磯
の 堤 防 ･ 豊 浜 大
橋） 

・橋を大湊小学校側
にも作ってほし
い 

・豊浜東から駐在所
がなくなってし
まった 

・船江の交番を復活
してほしい 

・街灯が暗く、また
少ないため、自転
車や徒歩では怖
い（例えば、日赤
神田線） 

・通学路の街灯が少
ない（二見小学校
区） 

・トンネルの歩道の
巾が狭く、車椅子
が通れない、自転
車も通りにくい
（早修小学校区） 

・坂道の補修を要望
するもなかなか
実現しない（早修
小学校区） 

・地下道の手すり、
階段の不整備（二
見小学校区） 

・道路が狭く救急車
が入れない 

・空き家に猿がくる 

街灯の設置

・街灯の暗いところは町内会に要望して設置をお
願いする 

・街灯は自治会から個人での設置に対して補助金
を出す 

・街灯設置の補助制度の周知を図る 
・街灯設置の条件を見直すため、他市の状況を視

察する 
・自治会が街路灯の整備計画(年間)を立て、順次

実施する 
・行政の街灯設置の基準の見直し 
・伊勢市の夜の暗さを他地域と比較して検討する

景観にも配慮すべき 
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将
来
像 

課題 解決策 

情報周知 

・福祉サービスの周知 
・地域の福祉マップをつくり、どこに事業者があ

るか等を情報提供 
・ボランティアを多く募り、援助してもらう 
・ヘルパー、介護施設の一覧表を作成する 

サービス提
供体制の充
実 

・介護者のケア 
・介護保険施設の計画的な施設整備 
・サービスの質的な向上（研修など） 
・相談体制の整備 

身近な連携

・在宅福祉の必要性について、家族の協力体制を
つくる 

・地域の民生委員との協力・協調と高齢者の理解
を進める 

・健康な高齢者と介護を要する高齢者が日中をと
もに過ごす 

・宅老所をつくる（自宅を活用してもいいのでは）
・防災・防犯面から個人情報の利用を考えればよ

い 
・各地域で公民館を利用し、ふれあいサロンを行

う（健康教室、趣味のサークル）社協、民生委
員、自治会、ボランティアに呼びかける 

・地区内で近所付き合いを密にする 
・声かけ運動。向こう三軒両隣りで訪ね合い、い

つでも様子の判るような付き合いをする 

利用者のニ
ーズに応じ
た取り組み

・親のレスパイトまたは急用時のショートステイ
ができる施設 

・重度者の受け入れができるような施設づくり 

高
齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
が
安
心
し
て
介
護
を
受
け
ら
れ
る
ま
ち 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
充
実 

・介護施設が少なく
老後が不安 

・地区にグループホ
ームがほしい 

・デイサービス・ヘ
ルパーなどの福
祉サービスを利
用したい 

・介護に疲れた家族
を介護するシス
テムが必要 

・認知症等への理解
を深め、家庭内地
域内で介護を 

・在宅福祉の必要
性。家族の協力。
民生委員さんの
活動が大事だが
個人情報保護の
壁をどうするか。
結局心のふれあ
いが大事 

 
・介護はお金が必

須。身内がしたく
ないサービスを
任せるのだから
当たり前。介護報
酬の引き上げが
必要 

・介護職の手当て等
の身分改善も必
要。老々・認々介
護が当たり前の
時代 

・障がい者の介護疲
れに対応する。障
がい者がショー
トステイできる
ような体制が必
要 

・健康な老人が介護
を行うような施
設（宅老所）があ
れば良い 

制 度 の 徹
底、必要性

・介護の質を確保するために介護報酬をアップ（国
の取り組み） 
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将
来
像 

課題 解決策 

就労支援 

・企業や役所は、障がい者を雇用(1.6 パーセント)
することになっているが、もっとプッシュしてみ
ては 

・作業が少なくなっているので公的支援を行う 
・作業所のような施設を自治体で拡大してもらう

（明和町に大きいのがあるが） 
・就労支援する作業所が必要 
・障がい種別に応じた作業所の設置 
・授産所の作品をアピールして利用を拡大する工

夫をする 

地域の理解

・子どもの頃から障がいのある人への理解を進め
る教育を行う 

・心のバリアフリーが大事 
・心のバリアフリー、思いやりの心、いたわりの

心を社会にアピールする 
・市民の意識改革 心のバリアフリーが必要 

障
が
い
の
あ
る
人
の
自
立
を
支
援
す
る
ま
ち 

 
 
 
 
 
 
・学校での障がい者との交

流が増えているので理
解を深めているが、大人
の意識に問題 

・障がいの度合いで労働は
無理。作業所では収入が
少ない 

・障がいの度合いに応じた
就労形態(作業)が必要 

・一般企業の就業者の理解
を得たワークシェアリ
ングが必要 

・障がいの度合いが重度に
なるほど就労する場所
がない 

地域での支
援 

・地区内で近所付き合いを密にする 
・声かけ運動。向こう三軒両隣りで訪ね合い、い

つでも様子のわかるような付き合いをする 
・ボランティアが活動できること・できる日時を

情報提供し、利用者に使いやすく 

調査・検討

・高校生等とタイアップしてスロープなどを製作
してもらう 

・公共機関等のバリアフリー調査を実施する 
・手すりの点字が誤っている場合があるので、再

点検する 
・ハード面のバリアフリーは地域住民の力では限

界がある。バリアフリー化に向けて雨天時や角
度、施設などの点からバリアフリー実態調査を
利用者の目線で行い、バリアフリー化に向けて
地域から要望する 

体験・参加
する 

・利用者の声を聞きながら施設のバリアフリー化
の事業を進める 

・車イスに乗って体験してもらう 
・車イスの人にとってスロープの角度が急である

ことを体験する 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
充
実
し
た
ま
ち 

施
設
や
道
路
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

・公民館をバリアフ
リー化してほし
い 

・点字ブロックが車
イスにとっては
バリア 

 
・歩道が狭く段差が

ある 
・トンネルの歩道の

巾が狭く、車椅子
が通れない、自転
車も通りにくい
（早修小学校区） 

・坂道の補修を要望
するもなかなか
実現しない（早修
小学校区） 

・道路のバリアフリ
ー化がされてい
ない 

民間施設の
バリアフリ
ー化周知徹
底 

・民間施設・病院・医院等のバリアフリー化され
ていないところに簡易スロープを貸し出す 

・優秀な施設の紹介や公表により、民間施設のバ
リアフリー化を進める 

・バリアフリーとなっている施設を告知する 
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将
来
像 

課題 解決策 

優先順位 

・利用頻度に応じ優先順位をつけ、随時バリアフリ
ー化を図る 

・危険度・利用度の多い道路から計画的に道路のバ
リアフリー化を進める 

・おかげバスの運行経路を見直す。需要の多い時間
帯を調査したり、利用者数を調査する 

・市民参加型により道路の補修の優先順位を決める

バリアフリ
ー の 義 務
化・統一さ
れたまちづ
くり 

・段差をなくす工事を規格を決めて行う（勾配の統
一） 

・バリアフリー化を義務化する 
・市の条例等で規制していくべき 

多目的な用
途に応じた
バリアフリ
ー化 

・神宮参道の砂利がバリアになっており、木製のス
ロープをつけるなど、景観に配慮した観光地とし
てのバリアフリーの工夫をする 

・大人対応のベッドを設置するなど、トイレを充実
させる 

・希望者には障がい者であるとわかる目印等を考え
る 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
充
実
し
た
ま
ち 

施
設
や
道
路
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

 

こころのバ
リ ア フ リ
ー・モラル
の問題 

・障がい者用駐車スペースにおいて、健常者が利用
しないように啓発し、モラルをアップする 

・障がい者用駐車場において、公的な駐車可能証明
を発行すべき 

・困っているときに素直に手を差しだすこころのバ
リアフリーを 

・近所の助け合いはまずは近所のバリアフリー 

公共機関の
見直し・検
討 

・伊勢市病院の通院手段の確保 
 バスについて、 

①運行経路・時刻について利用者の声を聞きな
おす 
②運行経路は循環バスとして考えられないか
③「おかげバス」の低床化 
④「おかげバス」と「三交定期バス」の識別（高

齢者は間違えることがある） 

通
院
手
段
の
確
保 

・市民病院に行ける
ように山を横切
るバスがほしい 

・伊勢病院へ直通で
行けないか 

・休日になると観光
客で渋滞し、救急
車が来られるの
かと不安 

・道路が狭く救急車
が入れない 

道路の確保
・パークアンドバスライドの週末対応により、救急

車の道路の確保をする 

専門職の配
置 
（障がいの
ある人への
対応） 

・医療機関側では、手話通訳・要約筆記のできる方
を病院の窓口で手配できる体制を整える 

医
療
体
制
が
整
い
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
ま
ち 

医
療
機
関
や
医
師
が
少
な
い 

・医療機関が少な
い、近くにない 

・持病に悩んでいる 
・障がいをもったと

き（自己責任か、
行政頼りか） 

医療資源 
（人材）を
守る 

・勤務医を守ることは自分たちを守ることにつなが
る 
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将
来
像 

課題 解決策 

かかりつけ
医の確保 
（一人ひと
りが受診行
動を考え 
る） 

・近所の主治医を決めておく 
・歯科の場合は、①かかりつけ医に連絡。②歯科

医師会に連絡 
・かかりつけ医をつくっておく 
・戸別訪問による健康相談等を充実させることに

よる不安解消 
・休日診療の充実 電話等による相談等ができれ

ば不安解消、不適切な救急車・救急外来が減る
のでは 

・コンビニ受診対策 医者と患者の付き合い方、
検討を行うべき 

医療や医師
の確保 

・往診可能な医師を公表し、一覧できるようにす
る 

・医療機関や医師が少ないため、地域医療につい
て各種団体や医療機関等で検討会をつくり、検
討する 

医
療
体
制
が
整
い
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
ま
ち 

医
療
機
関
や
医
師
が
少
な
い 

・往診してくれる医
師が少ない 

・伊勢病院は医者が
減り高齢化が進
んでいる。当直で
の救急外来をし
て次の日の午前
中まで働いてい
る 

・伊勢病院等の勤務
医を守るシステ
ムをつくりあげ
る必要。開業医と
の役割分担 

・松阪・志摩の救急
崩壊。ドミノ倒し
的に伊勢にも波
及 

・救急医療、救急車
の利用を本当に
必要なときのみ
にする 

・救急車の大型化が
進んでいるが、道
の狭い地域も多
いので小型車も
必要 

医療にかか
る 前 の 体
制・意識 

・看護師の活用（巡回等を実施し、医師と連携す
る） 

・戸別訪問にて健康相談を各地域で実施し、充実
させる 

・自己管理に努める 
・電話で緊急かどうか専門家に夜中でも相談でき

る体制を整える 
・ひとり暮らしや高齢者のみの家を定期的に巡回

したりする相談制度の充実。また、近所の付き
合いや気軽に相談できる場づくり、仲間づくり
を進める 

防犯設備な
どの設置 

・道路や家の前の灯りを付けるなど、防犯灯を増
やし、町を明るくする 

・通学路であることを知らせる通路表示、看板を
つける 

・通学路、公園等の植木を低くして見通しをよく
する 

・燃えるものを家の前に置かない 
・危険箇所、死角をなくすなど、事件を未然に防

ぐ 
・草刈りを地主が行わない場合はペナルティーを

与える 

地域での安
全対策 

・集団登下校を実施し、学校、ボランティア、警
察、保護者との連携・連絡の出来る関係をつく
り、通学路の安全を守る 

・夜回り・見回りで地域住民の意識を高める 
・防犯の組織づくり 
・一日数回町内会を一周する（散歩時等） 
・日頃からの隣近所の声かけ 
・防犯パトロールを組織立てて実施する 
・夜回りの実施 
・父兄・民生委員・自治会等による小中学校の登

下校時の見守りを全市に普及推進を図る 
・小中学生の交通指導 
・あいさつ運動の復活 

廃屋の活用 ・市が廃屋を解体し、公園などとして利用する 

― 

そ
の
他
⑤
防
犯
対
策 

・空き巣、泥棒、不
審者情報が頻繁
にあり不安 

・空き家があり、庭
木が生い茂って
いるが手を出せ
ない 

・駐在さんが不在の
場合が多い 

・子どもに対する不
審な行動を取る
人がいる 

・不審火がある 
・街灯が暗く、また

少ないため、自転
車や徒歩では怖
い（例えば、日赤
神田線） 

・通学路の街灯が少
ない（二見小学校
区） 

・豊浜東から駐在所
がなくなってし
まった 

・船江の交番を復活
してほしい 

・交番が減っている 
自主防犯の徹底
が必要 

不審者情報
への対応 

・メールで不審者情報を配信する 
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将
来
像 

課題 解決策 

組織化 

・婦人部の再組織化を行い、災害時に炊き出し等が
行えるようにする 

・連絡網をつくる、避難所マップ・要支援者のマッ
プを作る等、各組や地域内での災害時のルール化

・自主防災組織の編成を急ぐ 
・隣近所の声かけ 
・民生委員、自治会、青年部消防団をつなぐ会議を

設けるなど、各会の連携を図る 

― 

そ
の
他
⑥
災
害
対
策 

・避難場所誘導表示
がない 

・防災訓練をやって
ほしい 

・台風・地震の際の
避難場所・受入場
所が遠く、近くに
しっかりとした
避難場所がほし
い 

・町役員も含め、災
害訓練講習の参
加者が少ない 

・堤防が崩れそう、
津波被害が心配 

・防風林が松枯れし
ている 

・防災スピーカーが
聞こえにくい 

・防災倉庫がない 
・防災ステーション

の草が大変困る。
側溝に草が生え、
多雨時に危険 

・古い家が多く、災
害時の被害が不
安 

・河川の草刈りをし
てくれない 

・自分の住んでいる
場所の避難場所
わかっていない。
各 地 区 ( 学 区 単
位・自治会単位）
で防災訓練を実
施していくべき 

防災訓練の
実施 

・防災訓練へ積極的に参加する 
・自治会単位の助け合い。特に障がい者、高齢者、

ひとり暮らしの方へいざというときの支援を隣
組や隣近所で行う。また、防災訓練も行う 

・学校単位や自治会単位での防災訓練の実施 
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将
来
像 

課題 解決策 

災害時の 
準備 

・災害時の放送のスピード化 
・非常食・防災グッズの整備や家具の固定、家族で

のルール決め等、各家庭での対策 
・行政に堤防の整備を要請 
・堤防の扉を開け放しにしない 
・ライフラインの確保と復旧 
・精度を高めるなど、防災無線の完全化 
・近くの福祉施設を有事の際の避難場所にできる

ようにする 

マップづく
り 
（災害時要
援護者の把
握） 

・連絡網をつくる、避難所マップ・要支援者のマッ
プを作る等、各組や地域内での災害時のルール化

・個人情報の共有は、用途がはっきりしていて、本
人が承諾していれば可能なので進めるべき 

・高齢者の有事の際の救急体制づくり 
・障がい者などの災害時要援護者の把握 
・意識づけとしてハザードマップを作成する 
・災害時は水の確保が大事。井戸・防火水槽のあり

かを確認し、マップに入れていく 

― 

そ
の
他
⑥
災
害
対
策 

・災害時(家が崩壊し
た場合等)に、近所
の福祉施設(老人
ホーム等)の利用
を推進しては。伊
勢市は、介護が必
要な方の災害時
の利用に関し、特
養等(13 箇所)と
協定書を結んで
いる 

・自主防災隊をつく
っているが、独居
老人寝たきり老
人の情報が民生
委員からもらえ
ず困っている 

・災害時に利用でき
るマップが必要 

害虫駆除 ・松くい虫の駆除 
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Ⅴ 健康づくり  

 
将
来
像 

課題 解決策 

PR・啓発 

・講演会の PR をもっとする 
・広報に健康づくりに必要な情報を提供する（何

回かにわけてシリーズものにしても可） 
・広報等を通じて具体的な PR を行う 

情報提供 

・健康づくりについての講話を聞く（医師、看護
師） 

・健康と日常生活についての講話 
・健康づくりの楽しさを学ぶ研修会を開催する 
・地元の公民館を活用した健康づくり講座を開催

する 
・自治会で定期的に健康についての医者の講話を

受ける。地元の公民館等へ出張をしてもらい気
軽に参加できるようにする 

・行政への出前講話の依頼 
・高齢者が多く、健康に不安をもつ人が増えてい

るので、ビデオなどにより健康づくりの楽しさ
とおもしろさを紹介する 

・医院や病院でなく、各疾患に関する専門知識を
得られる場がほしい 

マンパワー
の活用 

・伊勢市健康づくり養成講座「食のアドバイザー」
「食から出発健康セミナー」修了者の活用（出
前講話などで） 

・地域のグループで集まって看護師さんや保健師
さんに健康に関する質問に答えてもらう 

・地域のマンパワーの活用（人材活用）医師、看
護師、保健師、栄養士など 

・巡回テレビ体操の指導者を養成する。１地区で
２～３人程度 

自分の体を
知る 

・定期健診（検診）を受けデータ化し、個人デー
タの変化を把握する 

場づくり 
・専門的な知識を身近な場で聞ける場を増やす 
・いつでもアスレチックや公園で運動ができる整

備・設備をつくる 

健
康
づ
く
り
の
知
識
を
身
に
付
け
ら
れ
る
ま
ち 

 

趣味など楽
しみながら

・高齢者向けの楽しい遊び等を指導してほしい 
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将
来
像 

課題 解決策 

呼びかけ、
参加の方法

・男性の参加者が少ない。呼びかけが難しい 
・各自が取り組んでいる健康づくりについて発表

できるような環境づくり 
・現役世代が参加できる活動方法を考える（休日

に顔見知りが誘い合う等） 
・若い人の参加が少ない 
・小さい子どもと一緒ならば親も参加すると思う

遊びも兼ねて行う 

自己管理 
・自分なりに取り組んでいる 
・生活の中で毎日目的をもって「今日は～まで買

い物に行こう」「今日はこの体操をしよう」 

相談・指導

・自分の体力にあった運動を知るための相談・診
断ができるように 

・トレーナーによる指導が無料で受けられる 
・ITV とタイアップした巡回テレビ体操を実施す

る。参加者を多くし定着させるため、学区単位、
町単位で２～３回/年 イメージはNHK巡回ラ
ジオ体操のテレビ版 

情報 

・広報に年代に合った健康づくりを意識するのに
必要ないくつかの方法を何回かにわけて紹介す
る 

・健康器具の場所を住民に開放する 

仲間づくり
健康づくり

・健康器具等を備えた場所を住民に開放する（中
高年向き） 

・サンアリーナ等で定期的な健康運動（縄跳び、
ヨガ、ストレッチ、ラジオ体操）の実施。運動
のあとはカラオケ大会で愉快に談笑する 

・地域の各サークル活動（グラウンドゴルフ、フ
ォークダンス、レグダンス、カラオケ、健康体
操、学校へ集まろうシリーズ）への参加 

・自分の体力に合ったカリキュラムをつくる 
・健康体操講座を開催（楽しみも取り入れた）す

る 
・若い世代が参加できるような講座を開催する 
・地域のグループや団体等の横の連携をとれるよ

うにする 

年
代
に
合
っ
た
健
康
づ
く
り
が
実
践
で
き
る
ま
ち 

健
康
づ
く
り
活
動
の
推
進 

・地域での健康増
進、体力づくり活
動ができないか
（健康づくりが
できる施設や行
事がほしい） 

・伊勢市近郊に働く
場が少ないため、
平日の参加が難
しい 

・男性の参加の呼び
かけをどのよう
にするかが課題
である 

・男性が参加すると
役が与えられる
事が多い 

・男性をどのように
参加してもらえ
るかが今後の課
題である 

・小さい子どもと一
緒に参加しても
らえるような行
事が必要である 

イベント 
・１年を通じてのスタンプラリーをする。子ども

と一緒に好きなときにできる、また意識づくり
にもつながる。 

ラジオ体操

・自治会が主催し、1 年を通して毎朝の地域での
ラジオ体操を実施 

・夏休みの子どものラジオ体操の期間が短い 
・伊勢市駅前、外宮前等でのラジオ体操の実施 
・みんなでラジオ体操ができる場所をつくる 

健
康
づ
く
り
の
運
動
が
で
き
る 

環
境
の
整
っ
た
ま
ち 

・運動をしている人の割合
が低い 

・女性は年齢を重ねると活
発になるが、男性はひき
こもりがちになる 

・公園がない地域もあり、
整備されていない 

・回覧だけでは見ていない
人が多い 

情報提供 

・トレーナーのある施設を広報で紹介するまたは、
増設する 

・サンアリーナ、サンライフ、市営体育館、その
他障がい者のためのリハビリが可能な施設を情
報提供する 
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将
来
像 

課題 解決策 

場づくり 

・広場が町内にない 
・体操をいつでも練習・実施できるようにコミュ

ニティセンター等を自由に使えるようにする 
  ２～３人単位で練習ができる 
  幅広い年齢層で気楽に参加できる 
  近くで参加できる 
・健康づくりを発表できる場の開催 
・リハビリの施設を開放する 

地域の資源
をいかした
場づくり 

・神社、寺の庭等も開放して身近なところで朝は
ラジオ体操から昼はゲートボール等を行う 

・近くの既存のお寺や神社に集まり体操を行う 

ウォーキン
グ・サイク
リングのコ
ースやマッ
プ 

・河川敷や海などの環境に配慮して整備してほし
い 

・遊歩道等、散歩のできるところを整備する。ウ
ォーキングができる環境づくり 

・安心して買い物や散歩のできる道路を整備する
・歴史街道を歩きやすく整備する 
・市内の活性化。道路を自転車で走れるようにレ

ンタル店やコース（マップ）をつくる 
・自転車で動けるまちづくり 
・サイクリングロード、ウォーキングコース、ハ

イキングコース、犬と一緒に走り回れる場所、
高齢者が気軽に集まり、散歩ができる場所 

・早朝サイクリングクラブなどをはじめる 

 

マンパワー
をいかす、
つなぐ 

・世話好きな人を行政が探し、つなぐ 
・市がコーディネートする 
・主になってやっていく人が必要 

イベント、
きっかけづ
くり、仕掛
けづくり 

・運動したくてもチャンスがない。市民が集える
場所が少ない。男性のひきこもりを防ぐための
仕掛けづくり。広場を地区で決める。そのため
に市がバックアップする 

・曜日を決め、市民が集ってのウォーキングとか
ラジオ体操のできる場をつくる 

・健康づくりのイベント等、市がもっと「仕掛け」
づくりをする 

・夫婦で一緒に外へ出て活動できるといい 

健
康
づ
く
り
の
運
動
が
で
き
る
環
境
の
整
っ
た
ま
ち 

 

意見交換、
集まる 

・どんなサークルでも茶菓子程度の反省親睦会を
行う 
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将
来
像 

課題 解決策 

自己管理 

・健康手帳を持ち、診断の検査データを貼ったり
診察を受けるときも見せ、履歴を残したりする。

・市が実施してくれる検診を活用したりするなど
自分の体を把握するとともに、専属医・家庭医
の確保などにより、自己管理に努める 

・健康診断を活用し自分の健康管理につなげるよ
うにする個々の努力も必要である 

アフターフ
ォロー 

・個人の状態に応じたダイレクトメールなど、細
かく情報提供を行う 

・再診、要注、精検など健康診断後のフォローを
市から連絡する 

・行政は検診を受けた方で再検診の方へは必ず再
検診を連絡する 

・行政は検診を受けなかった方へも再検診を連絡
する 

健（検）診
の充実 

・巡回の検診時間が短いので、少し長くする 
・無料検診項目の充実 
・眼科、歯科が治療のみになっているので、健康

診断の中に加えてほしい 

い
つ
で
も
各
種
の
健
康
診
断
が
受
け
ら
れ
る
ま
ち 

医
療
機
関
や
医
師
が
少
な
い 

・医療機関が少な
い、近くにない 

・持病に悩んでいる 
・障がいをもったと

き（自己責任か、
行政頼りか） 

・往診してくれる医
師が少ない 

・検診の時間が短い
ので長く実施し
て頂ければ良い 

・健康診断のできる
施設が近くにな
い 

・高齢者の健診を多
く実施してほし
い 

・健康診断の項目が
少ない 

・健康診断を無料に
してほしい 

・周知が不足、また
はされていない
ので、参加者が少
ない 

・血圧は変動するた
め定期的に管理
する必要がある 

・個人の医院に健康
診断の説明がな
かったのでは？
社会保険の家族
が申し込んでも
受けられなかっ
た。無料と明示さ
れても利用でき
なければ何もな
らない 

・時期によっては検
診を受けられな
い場合もある 

・バスの場合は間接
撮影（医療は直接
撮影）なので、癌
が見つからない
場合がある 

・すい臓癌は検診で
は見つからない 

・伊勢市は検診の活
動率が県下でト
ップクラス 

・間接撮影で安心し
きらない 

周知・啓発

・広報、自治会、健康に関する講演会など、あら
ゆる機会を通じて健康診断を受けるように啓発
する 

・周知が不足、またはされていないので、放送を
活用し、周知する 

・節目検診、高齢者検診の広報活動を増やしてほ
しい 

・あらゆる機会を通じて検診の情報提供を行って
ほしい 

・周知徹底するため防災無線を活用する 
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将
来
像 

課題 解決策 

自己管理 

・BMI など、自分を知る 
・食事のメニューをメモに残して毎日記録する 

バランスよく食べられているか意識づけになる
・歯の健康を維持する 
・専門的な知識を身につける 

食の 
カレンダー

・正しい知識で旬の食べ物のカレンダーをつくる
・カロリーなども含め、子どもが食べやすいレシ

ピを載せる 
・食べ合わせ一覧表をつくる 
・旬の食材を使って料理（レシピ）を増やす 

地産地消 

・地産地消を拡大（安全な素材がほしい）し、自
給率も上げよう 

・旬を直接感じられるように地産地消の輪を広げ
よう「地産地消と子どもの食講演会」鈴鹿市の
様子を参考に 

・自給自足のあり方を大切する 

伝える 

・郷土食、お祭食、行事食などの掘り起こし。食
から地域の特色や歴史が学べる 

・欧米食から和食へ、パンと牛乳からご飯と味噌
汁へなど、日本食のよさを見直そう 

子どもたち
への食育 

・学校教育の中で給食などを通じて、子どもたち
に食に対する教育をしていく 

・食育についての講義や講習の場を多く設けてほ
しい 

・小学生と地域の人との協働で米づくり体験、収
穫後の餅つきなど、よい交流をもてる 

・栄養バランスの知識を得るために、年に 1 回か
2 回有料で学校給食を食し、席上、知育をして
いただいたらよいと思う 

・農作業体験することで、好き嫌いをなくす効果
につなげる 

バランスガ
イド 

・食事バランスガイドを普及する 
・食事バランスガイドをどんどん活用する 

ひとり暮ら
し高齢者 
（男性）の
食の確保 

・ひとり暮らしの男性に対する料理講習会の充
実・拡充 

・高齢者には、会食会でバランスのよい食事を提
供する 

み
ん
な
で
食
育
に
取
り
組
め
る
ま
ち 

・子どもたちに家庭の味を
大切にするよう教える 

・食事バランスガイドをど
んどん活用するべきで
ある 

・男性の一人暮らしの栄養
の偏りが今後心配にな
ってくる 

・地域に料理教室を出来る
場が増えればよい 

・朝食くらいは男性がつく
るべきである 

・ドライマウス（乾いた口）
になると緊張感が伴い、
口が渇いて思うように
食べ物が食べられない 

地域におけ
る食育 

・地域で学校給食を年に数回試食する機会をもつ
・栄養の知識をさまざまな世代が考えられる機会

をもつ 
・旬の食材を使った料理（レシピ）を増やす 
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３．伊勢市地域福祉計画策定推進委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 伊勢市における総合的な地域福祉の推進及び地域福祉計画の策定にあたり、広く

市民の意見を反映させることを目的として、伊勢市地域福祉計画策定推進委員会（以下

「推進委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 推進委員会は、地域福祉計画の案について内容を協議し、市長に意見を報告する。 

  （組織） 

第３条 推進委員会は、委員25人以内で組織する。 

２ 委員は、福祉政策に優れた見識を有する者及び公募により選ばれた市民を市長が委嘱

する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了した日までとする。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  （委員長等） 

第５条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議等） 

第６条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 推進委員会の議事は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

意見を聞くことができる。 

 （専門部会） 

第７条 推進委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

 （庶務） 

第８条 推進委員会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進

委員会に諮って定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわ

らず、市長が招集する。 
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４．伊勢市地域福祉計画策定推進委員会委員名簿 

 

（順不同、敬称略） 

所属団体名等 氏 名 備 考 

皇學館大学社会福祉学部 山路 克文 委員長 

伊勢市障害者団体連合会 廣  政男 副委員長 

伊勢市民生委員児童委員協議会連合会 中西 武男   

伊勢市私立保育連盟 山寄 淑子   

伊勢市ボランティア連絡協議会 泰道 詞子   

伊勢市介護サービス事業者連絡会 中島  悟   

伊勢市総連合自治会 金森  弘   

伊勢市老人クラブ連合会 菊川 新司   

伊勢地区医師会 松葉  玲   

伊勢地区歯科医師会 中村 行邦   

伊勢薬剤師会 松本 隆夫   

三重県建築士会伊勢支部 森本 則晃   

伊勢市母子寡婦福祉会 小森とみ子   

障害者施設代表(三重済美学院) 能  慶子   

母子施設代表(母子生活支援施設サラナ) 奥田 敍子   

まちづくり市民会議 溝井  力   

一般公募 永多 聡子   

一般公募 川口百々子   

伊勢市社会福祉協議会 大西  栄   

伊勢市健康福祉部長 白木 信行   
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５．伊勢市地域福祉計画策定推進委員会専門部会構成 

 

         専門部会名 

 

 

  団体名等 

生
き
が
い
づ
く
り
・ 

社
会
参
加 

子
ど
も 

助
け
合
い
・ 

お
も
い
や
り 

安
心
・
安
全 

健
康
づ
く
り 

計 

伊勢市民生委員児童委員協議会連合会 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 15 人

伊勢市障害者団体連合会 3 人 1 人 3 人 1 人 8 人

伊勢市ボランティア連絡協議会 2 人 3 人 4 人 4 人 4 人 17 人

伊勢市総連合自治会 1 人 1 人 1 人 1 人  4 人

伊勢市老人クラブ連合会 2 人 1 人 1 人 1 人 5 人

伊勢地区医師会 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 5 人

障害者施設代表 1 人 1 人  2 人

伊勢市地域福祉計画策定推進委員会委員 1 人 2 人   3 人

伊勢市食生活改善推進協議会 1 人 1 人  3 人 5 人

伊勢ふるさと会 1 人 1 人  2 人

伊勢市介護サービス事業者連絡会 1 人 1 人  2 人

まちづくり市民会議 1 人  2 人 3 人

伊勢市商工会議所 1 人   1 人

伊勢市私立保育連盟 1 人  1 人 2 人

伊勢市母子寡婦福祉会 1 人 1 人   2 人

母子施設代表 2 人   2 人

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク 1 人   1 人

三重県教職員組合伊勢支部 1 人   1 人

伊勢市 PTA 連合会 1 人   1 人

伊勢度会地区生活安全協会 1 人   1 人

伊勢市消防団 1 人   1 人

伊勢地区歯科医師会 1 人 1 人 2 人

伊勢薬剤師会 1 人 1 人 2 人

三重県建築士会伊勢支部 1 人  1 人

一般公募 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 15 人

計 22 人 18 人 20 人 22 人 21 人 103 人
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６．用語説明 

 

【ア行】 

 
■ＮＰＯ 

  民間非営利団体の略。営利を目的とせずに地域などにおいてさまざまな社会的・公益的

な活動を行っている団体。 

 
【カ行】 

 
■合計特殊出生率 

  その年次の 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性

が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 

 
■子育て支援センター 

子育て不安の解消を図るため、親子の交流する場の提供及び相談・指導等を行う。また、

育児講座の開催や栄養と健康に関する相談を受けたり、育児に関する情報の提供などの子

育て支援を行う。 

 
■こどもを守る所 

  子どもが危険な目に遭ったり、体調を崩したりしたときなどに、駆け込む避難場所。 

 
【サ行】 

 
■災害時要援護者 

  重度の障がいのある人やひとり暮らし高齢者などで、災害時に避難誘導などの支援が必

要な人。 

 
■災害ボランティアセンター 

被災者・被災地支援のために活躍するボランティア活動を効果的・効率的に行うための

災害復興支援に特化した臨時のボランティアセンター。 

 

■社会福祉協議会 
  地域住民やボランティア団体、社会福祉施設などの関係者と協力して、様々な福祉の問

題の解決を通して誰もが安心して暮らすことができる『福祉のまちづくり』を目指す民間

の非営利団体。 
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■社会福祉法 
社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、福祉サービス利用

者の利益の保護及び地域福祉の推進などを図り、社会福祉の増進に資することを目的とし

た法律。「社会福祉の基礎構造改革」に基づいて、平成12年に「社会福祉事業法」から「社

会福祉法」へと改正された。 

 
■障害者自立支援法 

 障がいのある人の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別

ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担

医療等について、共通の制度のもとで一元的に提供する仕組みを創設した法律。平成 18

年４月施行。 

 

■食育 

食材の特徴や調理法を学ぶことで、人間形成に役立てようとする教育的運動。従来、家

庭の中で親から子へと伝えられた食生活の伝統文化が、社会情勢の変化とともに失われつ

つある。江戸時代の村井弦斎著『食療法の料理心得』にある「小児には徳育・知育・体育

よりも食育が先」との言葉に由来する。 

 

■シルバー人材センター 

概ね 60 歳以上の健康で働く意欲のある方々がそれぞれの知識や経験を活かして社会に

役立ちたいと願い自主的に会員となってできた社団法人。 

 

■身体障害者手帳 

  身体に障がいのある人が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた

場合に都道府県知事が交付する手帳。交付を受けた人は、障がいのある人を対象とした相

談・支援や各種福祉サービスを受けやすくなる。 

  身体障害者手帳の等級は重い方から１級～６級に区分されているが、さらに障がいによ

り視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこうまたは直

腸、小腸、免疫機能）に分けられる。 

 

■精神障害者保健福祉手帳 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、都道府県知事が交付する手帳

で、一定の精神障害の状態にあることを証する。交付を受けた人は、障がいのある人を対

象とした相談・支援や各種福祉サービスを受けやすくなる。手帳の等級は、重い方から１・

２・３級まであり、精神疾患やそれによる機能障がいと能力障がいの状態の両面から総合

的に判定される。 
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■成年後見制度 

精神上の障がい（知的障がい・精神障がい・認知症など）により、判断能力が十分でな

い方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人

を付けてもらう制度。 

 

【タ行】 

 

■宅老所 

民家などを活用し家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの生活リズムに合わせた柔軟なケア

を行う。 

 

■地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

判断能力に不安のある高齢者や知的障がいのある人、精神障がいのある人などの方々を

対象に、福祉サービスの利用や、日常的な金銭管理または書類預かりなどを行う。 

 

■地方分権一括法 

  正式名称「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。地方分権を推

進するために、475 本の法律改正を一括形式で行うもので、平成 11 年７月８日に国会で

成立、同年７月 16 日に公布、原則として平成 12 年４月１日に施行された。 

 

■地方分権・地域主権 

  地方分権とは、地方（＝県、市町村など）に、できるだけ多くの権限や財源を移し、地

方が地域の状況に合ったルールを決めたり、仕事の進め方や予算の使い方を決めることが

できる仕組み。 

  地域主権とは、地方分権をさらに推し進めたもので、官依存・中央依存から抜け出し、

地域の課題解決や活性化のために、一人ひとりの個人が、そしてともに力を合わせた住民

が、さらには地方自治体が自ら主体的に考え、決断し、行動すること。 

 

■ドメスティック・バイオレンス（DV） 

  夫婦や恋人など親密な関係にある男女間の身体的・心理的暴力のこと。「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、主に配偶者等からの身体に対する不法な

攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものを対象としている。 

 

【ナ行】 

 

■ノーマライゼーション 

   デンマークのバンク・ミケルセンが知的障がいのある人の処遇に関して唱え、北欧か

ら世界へ広まった障がい者福祉の最も重要な理念。これまでの福祉が障がいのある人を

一般から引き離して、特別扱いする方向に進みがちであったのに対して、障がいや個性

の違いにかかわらず、あらゆる人が共に住み共に生活できるような社会を築くという考

え方。 
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【ハ行】 

 

■バリアフリー 

住宅建築用語として、障がいのある人が社会生活をしていくうえで障壁となるものを除

去するという意味で、段差などの物理的な障壁の除去をいうことが多いが、より広く障が

いのある人の社会参加を困難にしている社会的・制度的・心理的なすべての障壁の除去と

いう意味でも用いられる。  

 

 ■ファミリーサポートセンター 

育児の手助けができる人（提供会員）と、育児の手助けが必要な人（依頼会員）を事前

に登録し、依頼会員からの依頼に応じて、育児の手助け（援助活動）ができる提供会員の

紹介を行う。 

 

■福祉有償運送事業 

タクシー等の公共交通機関によっては、要介護者、身体障害のある人など、移動困難者

に対して十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO 法人や公益法人、

社会福祉法人等が営利とは認められない範囲の対価によって、定員 11 人未満の自家用自

動車を使用して行う個別輸送サービス。 

 

■ふるさと未来づくり 

  地域課題を効果的に解決し、地域のつながりをとりもどすため、住民の皆さんが集い、

自治会を始め様々な団体や市役所と力を合わせて「自分たちのまちをこうしたい」という

思いを実現するための仕組み。市では、この仕組みを担う地域の自治組織として、小学校

区を基本単位に「地区みらい会議」（仮称）の設立を目指している。 

 

■放課後児童クラブ 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校低学年の児童を中心に、授業の終了後に

適切な遊びや生活の場を与えてその健全育成を図るもの。 

 

【マ行】 

 

■民生委員児童委員 

  民生委員は、それぞれの担当地域において、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等への援

護活動をはじめ、生活上のさまざまな問題を抱えている人の相談・援助にあたる。 

児童委員は、児童及び妊産婦の保護・保健などに関する援助・指導を行い、児童福祉司

や社会福祉主事の職務に協力するなどの活動を行う。 

民生委員は、民生委員法に基づき、児童委員は、児童福祉法に基づく。市町村に置かれ、

民生委員法により民生委員は児童委員に充てられたものとなる。 
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【ヤ行】 

 

■ユニバーサルデザイン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のため

のデザイン」を意味し、年齢や障がいなどにかかわらず、あらゆる人が利用しやすいよう

に製品や都市、生活環境をデザインするという考え方。 

 

■要介護認定者 

介護保険制度による介護サービスを受けるため、調査の結果と主治医の意見書を合わせ

て、医療や保健・福祉の専門家が構成する「介護認定審査会」において、「要支援」または

「要介護」の状態であることの認定を受けた人。要介護状態区分は、要支援 1・2 と要介

護 1～5 により構成される。 

 

【ラ行】 

 

■療育手帳 

  児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいと判定された人に対して

都道府県知事が交付する手帳。交付を受けた人は、障がいのある人を対象とした相談・支

援や各種福祉サービスを受けやすくなる。障がいの程度は、重い方からＡ判定がＡ１、Ａ

２、Ｂ判定がＢ１、Ｂ２と記載される。 

 

【ワ行】 

 

■ワークシェアリング 

従業員一人当たりの労働時間を減らし、その分で従業員の雇用を維持したり、雇用を増

やしたりする試み。 

 

■ワークショップ 

  ワークショップとは、先生や講師から一方的に話を聞くのではなく、参加者が主体的に

論議に参加したり、言葉だけでなく体や心を使って体験したり、相互に刺激し合い学び合

う、グループによる学びと創造の方法。 
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伊 勢 市 健 康 福 祉 部 生 活 支 援 課  

〒516-8601 

三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

TEL(0596)21-5557 / FAX(0596)21-5555 

URL http://www.city.ise.mie.jp/ 

E-mail  sien@city.ise.mie.jp 

 

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 

〒516-0804 

三重県伊勢市御薗町長屋 2767 番地 

TEL(0596)20-8610 / FAX(0596)20-8617 

URL http://www.amigo2.ne.jp/~iseshaky/ 

E-mail  ise-well@amigo.ne.jp 
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